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　外航海運業は市況変動が大きいために業績の振

れが激しいCydical　Industryと認識され、事実、

長年にわたりそのとおり推移してきた。そのため

好業績を上げている昨今、記者やアナリストから、

ピークアウトはいっか、次の下降局面では大幅に

損益が悪化するのではないか、といった質問を受

けることがある。これに対して私は「今後もマー

ケットの動きにより一時的な影響を受け’ることは

あろうが、外航海運は長期的には持続的成長が可

能な産業、即ち、OycliGal　Growth　Industryに転

換した」と答えている。

　中国による資源・エネルギーの旺盛な需要、世

界の工場として製品の大量輸出による海上荷動き

増加は、新たな発展段階に入った構造的転換によ

るものと理解している。大きく後戻りするとは考

えにくく、10年単位での成長が期待できよう。し

かし、需給関係の逼迫という外部環境による部分

もさることながら、忘れてならないのは日本海運

が業界全体で切磋琢磨して競争力の強化を成し遂

げてきたこと古ある。

　1985年のプラザ合意に端を発する急激な円高ド

ル安へのさまざまな対応に始まり、1990年代以降

も手綱を緩めることなく顧客ニーズを先取Dしな

がら、あらゆる局面でコスト削減を果敢にかつ地

道に続けてきた。こうした日本の外航海運の筋肉

質への転換こそがこの好業績の大きな要因と思う。

将来、もし中国経済が一時的な調整局面に入った

としても、絶えずコスト競争力で世界レベルの優

位性を保ちながら顧客満足のため不断の努力を続

ければ、業績サイクルの山・谷の形、ピークの高

さまでを変えることも可能ではないだろうか。

　外航海運業の好業績は日本企業に限られたこと

ではなく、我々の競争相手である海外の船社の多

くも好業績を謳歌している。特にトン数標準税制

が導入されている国の船社は、我々を上回る利益

を上げているにも拘らす法人税は我々の何十分の

一というケースも見られ、このまま好業績が続け

ば、内部留保の差が拡大していくことは火を見る

より明らかである。税金を払わずに手元に残った

キャッシュフローを新たな船舶投資に回すことが

できる外国船社と競争力で劣位に立たされる懸念

が拭い切れない。トン数標準税制が既に導入され

ているEU諸国の他、韓国や米国でも導入が決定

した。導入の背景にあるそれぞれの国の社会経済

や政策などが日本とは違う場合もあることはわか

るが、一刻も早い導入がわが国でも実現すること

を切望する。
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　国際海事機関（IMO）の第9回無線通信・捜索

救助小委員会（COMSAR　9）が、2005年2月7日

から11日までロンドンのIMO本部において開催さ

れた。審議の概略は以下のとおりである。

1．ロングレンジトラッキングシステム

　2002年12月の海上人命安全条約　（SOLAS条約）

締約国会議において、多くの船舶に搭載されてい

るインマルサットCの呼び掛け（ポーリング）機

能を利用することを考慮した、不審船の早期摘発

を可能とするシステム「Long・range　identification

and　tracking（LRIT＞」の早期実施を促す決議が採

択された。

　同決議に基づき、これまでのIMO会合MSC77／

78、前回COMSAR　8、NAV49／50において、通信

費の負担問題、インマルサットC非搭載船舶への

適用問題、ポーリング情報機密保持などのシステ

ムの細部について検討が行なわれてきた。しかし

ながら、システムの運用主体や実施方法などの枠

組みについては議論が紛糾しており、未だ合意に

は至っていない。

　このような状況下、2004年11月に米国草案によ

るLRITを強制要件とするSOLAS条約規則改正案

がIMO事務局より回章されるとともに、2004年12

月のMSC79においては、　MSC80（2005年5月予定）

で本システムを強制要件として採択するため、今

回COMSAR　9でシステム開発のための最終検討を

行うことが指示された。

　審議の結果、主に以下の事項が合意され、更な

る検討のためにMSC80に報告されることとなった。

（1）LRIT情報入手の権限について

　　締約国の情報入手権限は、次の3つに分けら

　れることとなったが、権限が及ぶ具体的な範囲

　（自国沿岸からの距離等）については審議され

　なかった。

　①旗国：全ての自国籍船のLRIT情報を入手

　　　　　　　することができる。

　②寄港国：自国領海内にある港湾施設に入港

　　　　　　　しょうとする、全ての船舶のLRIT

　　　　　　　情報を入手することができる。
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　③沿岸国：自国沿岸から一定の距離以内を航

　　　　　　　行ずる、全ての船舶のLRIT情報を

　　　　　　　入手することができる。

　　また、旗国の権限として、自国籍船のLRIT

　情報を、他締約国が入手することを防ぐことが

　できることとされた。

（2｝船上機器の機能要件について

　　船上機器においてLRIT情報の送信を停止した

　場合、当該船舶の旗国もLRIT情報を入手するこ

　とができなくなるため、その代替措置として、

　収集されたLRIT情報を旗国以外の各締約国に配

　信ずることを中止する機能を、データセンター

　に持たせることも合意された。

　　また、具体的な情報送信間隔については審議

　されなかったものの、ポーリング機能に特定せ

　ず、LRITの機能要件を満たす限り、船上機器か

　ら一定時間ごとに情報を自動発信するシステム

　でも良いこととされた。

（3）LRIT調整者（コーディネーター）について

　　LRIT調整者は、自らが中央組織としてデータ

　を収集する、またはデータの収集を行うデータ

　センターが別途設置された場合は、その監督を

　行うこととされた。なお、各締約国は、LRIT

　調整者等から提供されたサービスに対し、対価

　を支払うことが合意された。

（4）LRITトラッキング事業者について

　　LRITトラッキング事業者は、　LRIT調整者が指

　怪した方法でLRIT情報の集配を行うこととされ

　た。また、LRITシステムは複数のプロバイダーで

　構成されることが望ましいことも合意された。

　　なお、会合期間中に合意されなかった以下の事

　項を検討するため、米国主導によるCG（コレス

　ポンデンスグループ）が設置されることとなつ

　たが、同CGの検討結果は、　MSC80（2005年5

　月予定）へ報告されるのではなく、COMSAR

　10（2006年2月予定）へ報告されることとなつ

　た。

　　したがって、MSC80では、同CGの性能基準

　案が報告されないまま、本システムを強制要件

　として採択するための審議が行われることとな

った。

①LRIT情報のデータベースを複数設置するこ

　との必要性

②データベースの秘密保持のための要件

③締約国がLRIT調整者などを経由せずに、LRIT

　トラッキング事業者から直接情報を入手する

　ことの可否

④LRIT情報を保管することの要否

⑤保管情報の更新手順および更新間隔

⑥SOLAS条約規則およびLRIT機能要件に規

　定すべき、それぞれの項目の区分

⑧LRIT機能要件を満たすシステム全体の構成

⑨　締約国がLR正T情報入手間隔を変更すること

　の可否

2．捜索救助関連

（1）遭難信号の誤発射について

　　遭難警報は誤発射が非常に多いが、これは装

　置の構造上の欠陥が原因であるので、コスパス

　・サーサット機構（遭難通信を取り扱う国際機

　関）に、誤警報が発生することが判明している

　機器のモデルやメーカーの詳細を公表すること

　を要請することが、事務局に指示された。

（2）SAR（捜索救助）サービスにおける医療援助

　　緊急医療キットを装備すべきRO－RO旅客船以

　外の客船の定義を、「陸上からの医療介助に30分

　以上かかる航路を、100人以上の乗客を乗せて航

　行ずる、医師が乗船していない客船」とする回

　章章が合意され、MSC80へ承認のため報告され

　ることとなった。

（3）客船の安全

　①SAR活動における航空機と船舶の連携に関

　　し、航空機へ船舶用無線機器を搭載するのか、

　　それとも船舶へ航空機当無線機器を搭載する

　　のかについて、米国が後者を支持し、また国

　　際民間航空機関（ICAO）より、ICAO規則で

　　は前者を義務付けることは困難であることが

　　表明されたため、COMSAR小委員会としては、

　　後者を勧告することとなった。

　②遭難者の回収設備については、コレスポン

せんきょうMσ72005磯3
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デンスグループへ検討が委託されたものの、

日本からの要請により、検討内容に「SOLAS

船への適用が適切かつ効果的であるか充分検

討すること」という事項が明記されることと

なった。

3．GMDSS（海上における遭難および安全に関す

　る世界的な制度）関連

〔1）南アジアの津波災害対応

　　津波およびその他の自然災害の警報は、とり

　あえず既存の全世界航行警報サービス（NAV－

　AREA、　NAVTEX等）を利用して放送されること、

　また、当該警報を受信した被災地域にいる船舶

　は、国際無線電話（VHF）等の適切な手段を用

　いてこれを再放送することを考慮すべきとした

　回章案が合意され、MSC80へ承認のため報告さ

　れることとなった。

（2）海上無線通信システムおよび技術の開発

　　日本からの提案である、IPネットワークを利

　卸したGMDSS機能の開発（E－mai1による遭難

　警報の配信手順の開発等）については、重要事

　項であることが合意され、目標年次を延長する

　こととして、関連する提案文書を次回COMSAR

　10までに提出することが各国に要請された。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（海産部）

　　　　燃糊由タンク保護規則案合意、船底部のタンク配置は困難となる
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　国際海事機関（IMO）の第48回設計設備小委員

会（DE4！）が・2005年2月21日力こら25日までロン

ドンのIMO本部にて開催され、燃料油タンクの保

護・防蝉装の性能郎等について審議カミ行われ

た。　　亭

　その概要は以下のとおりである。

1．燃料油タンクの保護

（1）これまでの経緯

　　2003年3月に開催されたDE46において、オラ

　ンダは海難事故による燃料油タンクからの油流

　出事故を防ぐために、燃料油タンクを二重船側

　化する新規則案を検討することを提案し、翌年

　のDE47から審議することが合意された。

　　2004年の2月に開催されたDE47では、ドイツ、

　ギリシャ等が流出油量の許容範囲を定めた上で、

　確率論的手法＊に基づきタンク配置を決めるこ

　とを主張し、単船側のままタンク内を小区画に

　区切ることを提案した。

　　一方、米国とフランスは、確率論的な規則で

　は社会的な理解が得られにくく、また規則が複

　雑になることを理由に、ドイツ等の提案に難色

　を示した。

　　審議の結果、燃料油タンクの保護のための新

　規則案については、書面審議グループが作成し、

　今回のDE48に報告することが合意された。

②　審議概要

　　今次会合ではドイツを議長国とするワーキン

　ググループ（以下WG）が設置され、書面審議グ

　ループが作成した規則案をベースに審議が行わ

　れた。我が国はできるだけ設計の自由度を確保

　するため、WGにおいて、新規則案に確率論的手

　法を取り入れる提案を行った。具体的には、我

　が国が行った燃料油流出実験の結果、船底損傷

　時における油の流出については、燃料油が高粘

　度であるため、タンク内下部にある程度の水の

　層が形成された時点で油流出が止まる、すなわ

　ち、二重底タンクの底から10cm程度、またはタ

　ンク容量の5％しか燃料油は流出しないことを

　主張した。

　　しかし、米国とINTERTANKO（国際独立タン

　カー船主協会）は船底損傷時の傾斜や動揺によ

　り、また船側付近の損傷時には縦方向にも開口

　が発生することにより、更に多くの燃料油が流

　出することを理由として、船底から1rnまたは

　タンク容量の50％のいずれか小さい値を仮想流
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出量とすべきとの意見を発言した。

　種々論議の結果、WG議長より調停案として二

重底タンクからの仮想流出量は、船底よりB／

50（B：船幅）または0．4mのいずれか小さい方

の値とする提案があり、WGに参加した各国は同

案に合意した。．

　日本代表団は我が国提案の実現に努めたもの

の、調停案に止む無く合意することとなった。

その背景には、米国が全く受け入れることので

きない仮想流出量がIMOの場で合意された場合、

米国が独自の地域規制を導入することが懸念さ

れたことがあった。

　この数値は当初の米国案と比較するとかなり

緩和されたものの、船種によっては二重底部分

に燃料油タンクを配置することがほぼ困難とな

り、大幅な設計の変更が必要となる可能性が高

くなった。

　審議の結果、燃料油タンクの二重船側化に関

する新規則案は概要次のとおり合意された。今

後は、2005年7月に開催される第53回海洋環境

保護委員会（MEPC53）に報告され、最短スケジ

ュールでは、2006年のMEPC54で採択、2007年

の夏に発効される見込みである。

①適用船舶および適用除外となるタンク

　　燃料油タンクの総量が600m3以上の船舶に適

　罰する。ただし、容量30m3を超えないタンク

　については適用除外とする。

②燃料油の定義

　　C重油、ディーゼルオイルおよびガスオイル

③　タンクの容量

　　個々の燃料油タンクの容量は2500m3を超え

　るものであってはならない。

④燃料油タンクは、原則として二重船側内部

　に配置されなければならない。

⑤二重船側化に代わる方法、つまり、単船側

　で燃料油タンクを配置する場合には、船底損

　傷時には船底よりB／50（B：船幅）または

　0．4mのいずれか小さい方の値の燃料油が流出

　することが考慮されなければならない（図参

　照）。

＊確率論的手法；燃料油タンクから燃料油が流出する危

険度を確率により計算して規制する方法。提案国のド

　イツをはじめ、日本、ギリシア、シンガポール、リベ

　リアおよびICS（国際海運会議所〉が、確率論的な性能

要件はすでにSOLAS条約の「復原性」、およびMAR－

POL条約の「流出算定」に採用されていることから、

支持を表明していた。水圧とバランスすることにより、

船外に燃料油が流出する確率が低い二重底タンクや、

流出量が少ない小型船などは、完全な二重船側化が要

求されない可能性がある。

…
　
m
　
　
一

図：船底損傷の時の仮想油流出範囲（B：船幅）
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一一一

40cmまたはB150のいずれか小さい方

2．防食塗装の性能基準

1玉）これまでの経緯

　　2004年12月に開催された第79回海上安全委員会

　（MSC79）では、バルクキャリアの安全性に関す

　る改正SOLAS条約第12章が採択されたが、二重

　船側部分に施すべき塗装基準が定められていな

　いことから、今回のDE48で検討されることが合

　意されるとともに、工ACS（国際船級協会協議会）

　提案によって当該塗装基準はバラストタンクに

　も適用されることとなった。

　　DE48に向けてIACS－Industly　Joint　Working

　GroupからTSCFの15年仕様＊をベースとする塗

　装基準が提案されていた。このTSCF15年仕様に

　は、下地処理の要件としてショッププライマー

　（錆止めを目的として鋼材の時点で塗装される

　ペイント）を70％除去することが含まれている

　が、我が国造船所の標準的な施工では、建造前

　の鋼材の状態が良好であることから、プライマ

　一を除去せずに本塗装を行っている。

　　もしこの基準案が強制化された場合には、下

　地処理等の工程およびコストの増加となること

　が予想される。これを避けるべく我が国は、塗

せんきょう物プ2005轡5
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　装基準を高めることについては賛同するものの

　より合理的な手段として、プライマーと相性の

　よい塗装剤を使用し、これによりプライマーを

　除去した場合と同等以上の防食性能をもたせる

　という提案を事前に行っていた。

（2）審議概要

　　議長より、本件はターゲットデートが2006年

　であり詳細な専門的議論が必要であることから、

　書面審議グループを設置して検討を進めていく

　こととし、今次会合では一般的な議論を行いた

　い旨の提案があった。これについて特段の反対

　意見はなく、議長案に従い審議が行われ、以下

　のとおり合意された。

　①適用船種

　　　塗装基準は、バルクキャリアの二重船側部

　　分とバラスト・タンクだけでなく、全甲種の

　　バラスト・タンクに適用すべきとの意見を多

　　数の国が表明し、我が国もこの意見に同調し

　　た講また、ボイドスペースへの適用範囲拡大

　　の意見も表明されたが、本件に関しては、本

　年5月目開催されるMSC80で審議されること

　となった。

②目標耐用年数

　　耐用年数を15年とすることについてはどの

　国からも異論は出ず、各国合意した。我が国

　も同案を支持した。

③プライマー除去の代替案

　　ギリシャ、英国およびINTERrANKOから、

　提案文書にある．プライマーの取り扱い（70％

　除去〉に関し、それ以外の方法、つまり我が

　国提案にある代替手段についても、同等性が

　立証されるならば認められるべきとの考えが

　示され、今後、書面審議グループの中で検討

　することとなった。同グループで検討された

　結果は、来年2月に開催されるDE49で審議さ

　れることになる。

＊TSCF（Tanker　Structure　Co－operated　Forum）が作成し

た”Guideline　for　BallastTank　Coating　Systems　and　Sur・

face　Prepar誕on”の中に、塗装耐用年数（10年、15年、

25年）に対応する仕様が定められている。

　　　　　　　　　　　　　　　　（海務部）

　2月15－17日に第1回ILO／王MO／バーゼル条約共

同作業部会がロンドンのIMO本部で開催された。

本会合にはIMOよりバングラデシュ、日本、オラ

ンダ、ノルウェー、米国、バーゼル条約（BC）よ

り中国、ガンビア、ジャマイカ、ロシア、英国、

ILOについては雇用者としてISF（国際海運連盟）、

BIMCO（ボルテック国際海運協議会）、労働者とし

てIMF（国際鉄鋼労連）、　ITF（国際運輸労連）等、

また、オブザrバーとして16力国、12団体（含む

EC）が参加し、出席者は100名を超えるものとなっ

た。

　本作業部会はIMOでの開催であったため、　IMO

側よりノルウェーが議長として選出され、審議が

進められた。本作業部会は、当初はシップリサイ

クル問題を取扱う3機関の作業の重複を避けるこ

とを目的とした調整会合との位置付けであった。

しかしながら、BC側の出席者には、本作業部会を

利用して「リサイクル予定船舶のための通報シス

テム」や「旗国責任」などの！MOが進めている作

業に干渉しようとする意図が見受けられ、今次会

合ではそれを阻止しようとするIMO側との激しい

やり取りも見られた。

　このような状況下、会合としての成果物は、シ

ップリサイクルに関する強制要件、リサイクル船

舶のための通報システム、船舶に含まれる有害物

質リスト等に関する3機関の作業計画ならびに3

機関が作成したガイドラインの項目の比較表が作

成されたことである。同作業計画は、IMO・MEPC

（海洋環境保護委員会）での検討に干渉するため

に今次会合で「旗国責任」と「通報システム」を議

論しようとするBC側の注意を反らすために、　IMO

側の参加者が議場で提案し、ノルウェーを議長と

6鯵せんきょうハ血ア2005



する非公式WGで作成されたものである。同非公

式WGの検討はノルウェーと日本以外は殆ど環境

派という厳しい条件の中で行われたが、議長が巧

みにBC側の主張を退け、その結果、作業計画は、

IMOで通報システム、強制用件等の検討を進めそ

の結果について本作業部会の意見を聞くという内

容となっている。

　また、ガイドラインの項目の比較表については、

本作業部会の付託事項のひとつに．“3機関が作成

したガイドラインの重複、差異、抵触箇所の検証

作業の実施”が含まれていたことを考慮し、ILO

が提案したものである。これについては英国を議

長とする非公式WGで検討されたが、各ガイドラ

インの比較は膨大な時間を要するとの判断から今

次会合では具体的な検討はなされず、次回作業部

会まで英国を議長とするコレスポンデンスグルー

プで検討を進めることとなった。

　今次会合で明らかとなった点としては、先に述

べたが、作業部会が3機関の作業調整の場である

にも拘らず、BC側が本作業部会を利用してIMO

での検討事項（リサイクル船舶のための通報シス

テムなど）に干渉しようとしてい．ることである。

今次会合では通報システムや旗国責任等のIMO

側で進めている作業の検討は行わないとする当初

の目標は達成されたものの、その過程で第7回バ

ーゼル条約締約国会議（本誌2004年11月号P．12参

照）の決議に従い今次会合で旗国責任や通報シス

テム等を検討するよう主張する英国、オランダ、

デンマーク、フランス等のBC側代表と、それに反

対するノルウェー、日本、米国といったIMO側代

表との激しいやり取りがあり、妥協策として、「通

報システム」、「旗国等関係国の役割」等について

は第2回共同作業部会（2005年12月または2006年1

月予定）の議題に含まれることとなった。IMO

側としては次回作業部会でこれらが議題に上がる

ことは不本意と思われるが、会合の発言者を見る

と環境派の方が圧倒的に多く、IMO側から5ヶ国

が出席しているものの、バングラデシュは解撤国

として出席し、オランダに至ってはIMOから選出

されたにも拘らず環境省がスポークスマンとなり

BC側の意見を述べるなど、議長がIMO側でなか

ったらもう少しBC側に押し切られた形で議事が進

められていたことも考えられる。

　BC側はこれまで徒にバーゼル条約の理念（「環

境上適切な管理、ESM」等）を唱えるだけでこれ

まで海運・リサイクル業界の実態を考慮した提案

／作業を行ってきていないことを考慮すると、本

作業部会で検討を進めていくことはIMOでの作業

に悪影響を及ぼす可能性もある。そのため次回作

業部会までにIMO・MEPC53（2005年7月予定）お

よびIMO総会（2005年11月予定）でIMO側の検

討を進め、BCが干渉できないような状況を作り出

す必要があるかもしれない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（企画部）

シップリサイクル問題におけるIMOでの作業を支持
一アジア船主フォーラム（ASF）シップ・リサイクリング委員会（SRC）

第8回中間会合の模様一

　ASFシップ・リサイクリング委員会（SRC）の第

8回中間会合が、2005年2月28日と3月1日に、

中国の広州において開催された。

　今会合には、中国、香港、インドネシア、日本、

台湾（SRC事務局）の船主協会が出席したほか、

オブザーバーとして中国の造船、船舶解撤協会、

船級協会、ならびに台湾の造船業界と船級協会が

参加した。当協会からは同委員会副委員長の鈴木

．ぐ駄．』鰍．漁，』「冨；鶉議舞．。論㍊轟、麟≒。．謡甑．説翫護誌

邦雄副会長（商船三井会長）の代理として、当協会

安全環境委員会解撤幹事会の井上登志仁幹事（商

船三井経営企画部部長代理）他が参加した。（【資

料1】参照）

　会合はFrank　E　H．　Lu委員長（台湾船主協会）が

議長となり議事が進められ、参加各国船協から船

舶リサイクル問題に関わる報告が以下のとおり行

われた。

せんぎょうM俳2005鶴7
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　まず、当協会よりIMO、バーゼル条約等の国際

会議の動き、ならびにバーゼル条約を船舶に適用

した場合の問題点等につき説明を行った。続いて

中国造船協会より、中国造船業界の規模、2004年

の建造結果など同国の造船業界の現状につき報告

（【資料2】参照）があった。また、中国船主協会

を代表してCOSCOより同社では自社船を解撤する

際に、解撤ヤードに対し解撤作業前の事前洗浄な

ど、環境保全／労働安全の確保を要求している等

【資料墜
　　　　宅

委員長巽
　　　　三£．
　台湾船輩協会（NACS）
　　　　垂

報告があった。さらに、中国解撤協会より中国解

撤業の歴史と今後の展望等につき報告（【資料3】

参照）が行われるととも．に、香港船主協会より、

同船協はICS、　BIMCO等で構成するシップリサイ

クリングワーキンググループ（WG）での議論にも

積極的に参加しており、同WGの活動を支持して

いる旨報告があった。

　報告に引き続き、シップリサイクル問題の改善

には、関係者の協調努力が必要であるとともに、

バーゼル条約のような既存の規制ではなく海運、

リサイクル業界の特質を考慮したIMOガイドライ

ンの実施が効果的であることを確認したほか、世

界有数の海運、造船、解撤業を持つアジア地域の

声をより国際会議での議論に反映させるべきとの

認識で一致し、これらを踏まえた共同声明（【資料

4】参照）が採択された。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（企画部）

ASFシップ・リサイクリング委員会．（SRC）第8回中間会合出席者

　　　DrlごFrank　F．　H．　Lu，　Chainnan，　Y芝mg　Ming　Marine丑ansport　Corp．

出．席門

1．ASF　SRCメンバー

　中国船主協会（CSA）

　　ML　Wang　Weibin，　Gener訓Manager　of　Technical　pept．　of　Safe｛y　Technical　D踊sion，ρhina　Ocean

　　ShipP血9・（G・・μP）．　C・mp・耳y

　　Mr　Zhong　Zhaoqi，　Dep晦Secretary　Genera1，　C施3　Shipowhers’AssQcia廿on（C与A）

　香港船主協会（HKSOA）

　　Mr．　David　C．　C．　Koo，　Managing　Direct6r，　Valles　Stealnship　Co．，　Ltd．

　インドネシア船主協会（INSA）

　　Mr．　Hadi　Surya，　President　Director，　P．　T　Berlian．　L再u　Tank6r　Tbk

　日本船主協会（JSA）

　　井上登志仁　商船三井　経営企画部部長代理

　　本澤　健司　日本船主協会　企画部

　台湾船主協会．（NACS）※SRC事務局。．

　　ML　Jaw－shen　wang，　Managing　Director，　Yang　Ming　1まne（H・K）Ltd・

　　CapL　Bob　H．　L．　Hsu，　Secretary　General，　National　Association　of　Chinese　Shipowners（NACS）

2．オブザーバー

　中国解撤協会（CNSA）

　　ML　Jiang　Xuesi，　Vice　President，　Chilla　National　Shipscraping　Association　Shipping（Group）Company

8鯵ぜんきょう昭俳2005



中国造船協会（CANSD

　Ms．　Tan　Na逓en，　Division　Chie£China　Association　of　the　Nationa玉Shipbu且ding　Industry

中国船級協会（CCS）

　Mr，　Jin　Kejun，　General　Manager　of　Ships　in　Se輌ce　Dept，　Classi丘cation　Marine　Division，

　China　C玉asβ遁ca廿on　Society

　ch血a　ship　Bulldlng　coτp．（csBc）※台湾の造船会社。

　Mr．　Fan，　Kuang　Nan，　Chairman，　China　Shipbuildhlg　Corp．

中口穿通（CSE）※台湾の海運会社。

Mr．　W．　H．　Lin，　Special　Assistant　for　President，　China　Steel　Express　Corp．

　Mr．　Y．　S．　Chen，　Senior　Manager，　China　Steel　Express　Corp．

台湾船級協会（CR）

　Mr．　Teng　Yung－Lien，　Chief　Surveyor，　China　Corporation　Register　of　Shipping

　Mr，　Huang　YU－Der，　Principal　Surveyor，　China　Corpora廿on　Register　of　Shipping

憤料2】

　　　　　　　　　　　　　中国（香港、マカオ、台湾を除く）造船業の現状

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中国造船協会レポート、概要）

1．中国造船業の全体像（2004年末現在）

分　　野 事業者の数 労働者数（千人） 売上高（億RMB）

造　　　船 3｝6
一 57．1（725億円）

修　　　繕
176

一 12．8〔163億円）

舶　　　用
153

一 14，7（1B7億円）

合　　　計
645 287 84．6（1，074億円）

出所’National　Bureau　of　Statistic　of　Chlna　※1RMB＝12．7円で算出。

2．造船部門（2004年）

竣　工　量 B55万DWT（前年比33％増。世界シェアの14％）
i内　訳）

@原油／プロダクト／ケミカルタンカー　一　265万DWT（31％）
バルクキャリア　　　　　　　　　　一　503万DWT（51．696）
コンテナ船　　　　　　　　　　　　一　83万DWT（9．7％）

受　注　量 1，579万DWT（世界シェアの1696）
i内　訳）

ｴ油／プロダクト／ケミカルタンカー　一　565万DWT（33，7％）
バルクキャリア　　　　　　　　　　一　525万DWT（33％）
コンテナ船　　　　　　　　　　　　一　444万DWT（2B．196）

手持工事量 3，359万DWT（世界シェアの1596）

輸　出　量 ・建造量、受注量の6696、8496が輸出向け。
・2004年は、102の国／地域に輸出（31億US＄。前年比4．6％増）

主要造船所 China　State　Shipbuilding（GSCC）とChina　Shlpbuilding　Indu＄try　Gorporatlon（CSIG）。の二つの造胎
所で、2004年の中国の建造量の6696、受注量と手持工事量で各69％を占める。このほか、江蘇省、漸江省、福建省、

三束省でも造船事業が発展しつつあり、2004年には3つの造船所が10万DWTを超える建造量を確保した。近年で
は、国営の造船所に加え、ジョイントベンチャー、外資系の造船所も現れている。

3．舶用部門

　旺盛な舶用機器需要により、2004年のCSCC、　CS正Cの契約高は、87億RMB（1，005億円。前年比52％

増）となった。主機、補機、ギアボックス、スーパーチャージャー、プロペラの全てにおいて急速に増

加した。

せんぎょう伽72005麟9
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、億鷺鑑詔辮騰1歌頭B（1騨騨晶晶ギヒ24％騨榔1．

【資料31．

　　．中国シップリサ．イクル業界の現状．

．（中国折船．（解撤）．協会レポート、概要）

1967年以前 シナ海国から回収された沈没船を主として、解撤を実施6

1967年目 解撤船の輸入を開始。ヤードはビーチング型で、環境保護と労働安全衛生への配慮は乏しかった。

1983年～ 中国政府の優遇政策の導入により、船舶解撤業界が急速に発展。ピーク時には、16の省で200のヤードが200万LDT
ﾌ解撤能力を有し、船舶解撤、伸鉄製造、リサイクル部品の修理等を行っていた。解撤技術も向上し、環境保護
ﾌ意識も高まりを見ぜ始めたが、依然としてビーチング型解撒が多く、ドック型のものは僅かであった。解撤サ

Cクルは従前の6ヶ月以上から2－4ヶ月に短縮された。

1994年～ 税制改正により、解撤予定の輸入船舶への3％の輸入関税と17％のVAT（付加価値税）が導入された。また、イ
塔tレ抑制策により、国内の鋼材価格が下落し、シップリサイクル業界は窮地に追いやられる。

199B年～ 中国折船協会より認定されたヤードに対し、解撤予定輸入船舶へのVATの免除が始まる。ビーチング型からドッ
N型への移行、解撤技術と環境・労働安全に配慮した解撤、解撒工期の短縮（＞LCCで30－40日）、など目覚まし

｢変化が起こる。また、年間30－70万LDTの解撤を実施する事業者も現れた。1998－2004年の解撤量は、876万

kDTとなった。

2004年～． 好調な海運市況により世界的に解撤船舶の量が減少、インド・バングラデシュの解撤業者との価格競争も激しく
ﾈる。S＄Yの統計によると、2004年の世界の解撤量は、487隻（308万LDT）で前年比211隻（300万LDT）減。
蝸v解撤国を見ると、中国、インド、パキスタンで、夫々64，93％、67，6％、71．696減少し、トルコのみが前年比

S5，4696増となっている。中国の解撤船輸入量も2004年は前年比1／3の79万LDT。2005年の見通しも厳しいが、
Q006年以降は好転する見込み。

今後の課題等 中国の解撤業は、グリーンなシップリサイクルを目指す一方で、中国としての適正解撤量は年間30D万LDTが適
ﾘと思われ、解撤効率のアップと若「＝のリサイクル業の拡大も念頭に入れている。
D主に対しては、リサイクル船舶から事前に有害物質を取除くか、そうでなければ有害物質処理費用を解撤船購
?ｿ格から除いて欲しい。また、造船、海運、途上国等の出資による基金も提案したい。

．【資料4．】；

　　　　　　　　　　　　　　　　共　同　声．明

プジァ船主フォーラムシッ．プリサイクリング委員会第8回中間会合で採択

　　マジマ船主：フォ」．ラム．シップリサイ．クリ．ング委員会（SRC）第8回中間会合炉2005年2月28日と3月．1

日に広州で蘭催さμた。本会合には・ASFメンバー船協から中国・台湾・香港・イン．ドネシアおよび日．．

．本g）代表（9人）．が、ま々すブザ「バマ．（8人）．として造船、シップリサイクル業界および船級協会力1

．：出席した』．．

　奉季員．今は．、台湾船主協会が主催し、SRC委員長であるDr　Frank　E　H．　Lu氏が議事を進行しな6．

．1．．SRCは》． ﾅ近ρ国際会議、すなわちIMO、　ILOおホびバーゼル条約の動きについて鋭意議論を行い、

　宍全かつ環境上適切．を．シップリ．サイクルは、シップリサイク．ル施設、船主、造船所、舶用業芦および．．

　　関係国稼府といった全ての関係者が協調勢力しつつ追求すべきであることを確認した。
．．．

D2∴誌方で本委員会は、．「部の国／団体が海運とシップリサイクル業界の特性を十分考慮し．ない、より

　．．門川な規制を導入するめに過度に熱心なように見受けられることに対し重大な．懸念を表明した』SRC

　　は、：シップリサイク．ルに関する問題を解決するための方策は、シップリサイクル施設への最終航海1こ

　、向かう船舶の安全運航あみならず、世界における十分なシップリサイクル能力の維持と両立すべきと

　　考えている。．．

3．． rRCは1関係業界の特質と現在の慣行を十分に考慮しつつより安全かつ環境に優しいシップリサイ
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　クルを達成するには、王MOガイドラインの実施が最も効果的かつ合理的な方策であると確信しており、

この意味でSRCは、　IMOの作業を前面的に支持するものである。バーゼル条約を含む既存の法的スキ

ームの拙速な適用は健全な海運活動と海洋環境に悪影響を及ぼすだけでなく、世界のシップリサイク

ル能力の縮小に繋がることとなる。既存の法的メカニズムの適用それ自体が目的となってはならない。

4．以上の考え方を国際場裡での議論に反映させるため、アジアの関係者は、互いに協調努力しつつ、

より積極的に国際会議に出席することを求められた。世界の主要海運・造船・シップリサイクル業界、

舶用業者がアジアに本籍を置いているにも拘わらず、アジアの国々の声が国際会議で十分に反映され

　ていないように思われる。

5．国際機関での議論とは別に、SRCは、世界の十分なリサイクル能力を維持しつつ安全と環境のレベ

ルを着実に改善するためには、リサイクル施設への投資の促進が極めて重要であることを認識した。

この目的を達成するには、リサイクル国とそれ以外の関係国との緊密な連携が不可欠であり、本委員

会としても関係国に対し互いに協力するよう働きかけることに合意した。

叢μ　内外情報ド．◎熱

1

　国際商工会議所（Interna丘onal　Chamber　of　Com－

merce＝ICC）の下部組織である国際海事局（In亡er

na廿onal　Maritime　Bureau＝IMB）は、2004年に同

海賊情報センター（クアラルンプール）に連絡の

あった海賊事件（未遂事件も含む）の報告書を発

行した。

　また、国土交通省海事局外航課は、わが国外航

海運事業者等から2004年に日本関係船舶が受けた

海賊行為等による被害状況を調査し、その結果を

公表した。

　これらの概要は以下のとおりであるが、関係各

社におかれても、政府等関係機関に

対する防止対策強化の要請に資する

　　　　　　　、毎嵐／鋸、．瓢．誠藏，．論雪，譲転、勲別心扁妻聾酔諭雇ミ鳳

での発生率は高く、世界全体の48％（156件〉が東

南アジアで発生している。

　また、発生件数が減少する一方で、乗組員が海

賊に殺害される件数は30入と2003年の2ユ人から約

43％も増え、身代金要求型の人質事件も多発（2003

年0件、2004年86件〉していることから、より凶

悪化している傾向にあるといえる（［表1～3］参

照）。

［主な事件の概要】

〔1＞2004年5月25日ユ7時00分頃、シンガポール籍の

ため、事件に巻き込まれた際には、

関係先への通報をお願いいたします。

1．2004年IMB海賊レポー1・概要

　2004年中報告のあった海賊事件の

件数は325件で、2003年より120件、約

36．9％減り、3年ぶりに減少傾向に転

じた。

　地域別に見ると、依然東南アジア

［表11海賊発生件数推移

数
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［表2］世界各地域毎の海賊発生件数の比較

［表31乗組員、乗客の被害状況
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［表4］我が国関係船舶における海賊行為等による
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　一般貨物船「Be加yaH」号が、マラッカ海峡で

　マシンガン等の重火器で武装した4名の海賊に

　襲撃された。同船の通信機器は全て破壊され、

　貿易書類が強奪されるとともに、船長と機関長

　を誘拐して身代金を要求した。

（212004年8月2日04時20分、キプロス籍一般貨物

　船「Pa亡raikos　l」号が、シエラレオーネ（西ア

フリカ）フリータウン沖停泊中に、銃で武装し

た10名の海賊に襲撃された。全ての船室ドアが

破壊され、乗組員は銃で脅された上、現金と私

物を奪われた。襲撃されている問、船長は港湾

当局に連絡を取ったが、当局の関係者が到着し

たのは海賊が逃走してから約2時間後であった。

この事件で4名の乗組員が負傷し入院した。
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（3＞2004年9月21日、ソマリア・モガディシュ沖

　約100kmを航行中の一般貨物船が、2隻の高速

　船に分乗し銃で武装した15名の海賊に襲撃され

　た。海賊は船長に海岸沿いに錨泊するよう命じ、

　21名の乗組員は近くの村へ連れ去られた。

2．国土交通省わが国関係船舶における海賊被害

　状況調査

　国土交通省海事局外航課は、わが国外航海運事

業者等に対してアンケート調査を実施し、2004年

における日本関係船舶（邦唱曲が所有、運航、用

船している外国船舶）が受けた海賊事件について

取りまとめた。

（1）被害件数

　　2004年において、わが国関係船舶が海賊に襲

　われた件数は7件で、昨年の12件から減少した。

　被害船の船籍別内訳は、’日本籍1隻、パナマ籍

21．

　当協会は、政府が平成16年11月に実施した規制

改革集中受付月間において、同年6月集中月間の

結果等を踏まえ、11月16日、7項目からなる要望

を「内閣府規制改革・民間開放推進室（以下、規制

改革推進室）」に提出した（本誌2004年12月号P．21

参照）。

　今集中受付月間では11月17日目要望受付締め切

りまでに、当協会含む様々な要望主体から995項目

の要望が提出された。

　規制改革推進室は、直ちに関係省庁に対してこ

れら要望についての検討を要請し、各省庁から回

答が提出された後に各要望主体に改めて意見を聴

取し、それを踏まえ各省庁に再検討要請を行った。

各省庁からの再回答が提出された後も回答の内容

によって引き続き各省庁と折衝。そして、平成17

年2月18日開催の「規制改革・民間開放推進本部

（本部長：小泉総理）」において、「規制改革・民

間開放集中受付月間において提出された全国規模

の規制改革・民間開放要望への対応方針」として、

　5隻、キプロス籍1隻となっている。また、日

　本人が乗船していた船舶は1隻であった（［表4］

　参照）。

②　発生海域

　　地域別に見ると、インドネシア周辺海域を中

　心に、全て東南アジアで発生している。特に南

　シナ海での発生が顕著である。

（3＞　被害状況

　　被害事例としては、これまでは錨泊中、停泊

　中に小型ボートで接近し、襲撃されるケースが

　多かったが、2004年に発生した事案では、航海

　中に襲撃されるケースが増えている（7件中4

　件）。

　　また、日中に襲撃されたケース、自動小銃を

　乱射された事件が報告されている。

　　　　　　　　　　　　　　　　（海務部〉

海運関係分野の規制改革要望

一16年11月集中受付日問の結果7

今集中受付月間において実現する41項目の規制改

革等が決定された。このほか既存の3ヶ年計画に

おいて措置が明示されているもの、現行制度下で

対応可能なもの等、要望を充足していると考えら

れる事項は116項目であった。

　当協会要望7項目については、港湾における輸

出入手続き等の一層の簡素化については、規制改

革・民間開放推進3ヵ年計画を踏まえた進展がみ

られているもののその他要望については実現を見

なかった（【資料】参照〉。

　なお、集中受付月間における検討状況について

は、以下ホームページにて公開されている。

　h虻P：／／www，kisei－ka三kaku．go調P／index．h亡m1

　　　　　　　　　　　　　　　　（企画部）
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【資料】規制改革集中受付月間（2004年11月）における当協会要望の結果 2005年3月　日本凹田協会

【措置め分類】

a．：全国規模で対応

蕩翻脚こ騨着手してし’髄⑳麟が木偏聯⑳雫矩晦不騨若㌣くr平鱒麟

：軽羅聾羅謂：雷諜隅脚騨否ラ9．．
　（要望内容にういて、．現行の規定により対応可能であるもの）
e　：事実言呉言忍　．

　（要望内容について、規制自体が存在しないなど事実誤認のもめ）

f：税の減免等に関するもの　　　　　．竜．
　（要望内容について、税の減免、．．補助金等従来型の財政措置に関するもの等）

【措置の内容1．

1．．碑‡の手筆岬獅璽

．鰍令上騨て嘩ζ獅『

冊．．鶉r示キ哨響7．

，騰謡嘩のヂ当⑱rr亨：．

番
号

要望事項．

i事項名）
．具体的
v望内容

制度の
滑ﾇ官庁

措置
ﾌ
分
類

措置
ﾌ
内
容

措置の概要（対応策）．．……所轄官庁の回答．．．
規制改革・民間開放推進皇

ｩ．らの再検討要請

措
置
．
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要．（対応策）：・・・…所轄官庁の再回答L．

1
港湾関係 港湾関係諸税（とん 総務省

f 1 単に税の減免や特例措置を求めるものである。 再検討要請出されず

諸税なら 税、特別とん税、船

びに諸料 舶固定資産税）並び

金の適正

ｻ
に諸料金（入港料、

�､岸壁使用料等） 財務省
f

一
税制改正要望であり、規制緩和にはあたらない

の徴収の目的ならび

に考え方を明確にし

た上で、諸外国と同 国土交通省 d
一

制度の現状にも記述している通り、現行の制度により対応可能

等となるよう制度の となっている。

適正化を図ること。

2
外装埠頭 原価主義に基づく料 国土交通省 e

一 公社埠頭の貸付料は、埠頭公社と船社等との間で結ぶ岸壁等賃 再検討要請出されず

公社の埠 金の妥当性の検証及 貸借契約による民間契約で決定されている。しかし、公社が原

頭等貸付 び、荷動きの実態や 価を大きく下回る岸壁等貸付料を設定することは、公社の経営

料の適正 公共埠頭料金との格 を危うくし、埠頭整備に係る債務償還に支障を来すおそれがあ…

化 差等を勘案した、よ る。また、原価を上回る貸付料を設定することは，公益法人の｛
．

り弾力的で国際競争 本来の目的を逸脱するばかりか、三社等の経営を不当に圧迫す

力のある料金設定を るおそれがある。

可能とすること このような観点から、国は岸壁等貸付料の算定基準を定めると

同時に、国土交通大臣に届けられた貸付料については、是正が

必要な場合には、変更命令が担保されているところである。

なお、国において、国際競争力の強化・確保を図るため、岸壁

整備への国費の投入、無利子貸付の拡充、税制等の支援施策を

実施しており、公社埠頭の貸付料の低減に寄与しているところ

である。
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要望事項
i事項名）

　　具．．体．．．的．

D要望．．内．容．

制度．の．

滑ﾇ冒庁．

措置の．

ｪ類

措
置
の
内
容
． [置φ概要｛対応策〉嗣…∵所轄官庁の回答．．

、規制改革．・．民間開放推進室．．．か．．ら．の再検討要請．． 鑓
の
頒

措置
ﾌ
内
容

3 日本籍船 日本籍船では現行刑 警察庁 C カジノ開設には、暴力団や外国人犯罪組織等の関与のほか、少年 日本におけるカジノの実現に関しては、 C 警察庁は、公共の安全と秩序の維持を責務としており、これを

でのカジ 法が適用されるた の健全育成への悪影響、風俗環境の悪化等の懸念があるため、讐 要望主体から以下①・②の意見が出てい 遂行する立場からすれば、カジノ解禁を積極的に推進する立場

ノの自由 め．公海上であって 察庁としては、カジノ解禁を積極的に推進する立場にはない。 る。実現の可能性について改めて前向き にはないと考えている。

化 もカジノが禁止され しかし、経済の活性化、雇用の創出、地方財政の財源確保等一 に検討されたい。①平成15年11月要望時． なお、カジノ実現のための法律の主管については1カジノ解禁

ているが、カジノの 定の公益を図る観点からカジノ解禁を求める意見があることは 評価はB評価との分類であったと認識し により増進される公益実現を所掌事務とする行政機関が主管す

運営が非合法となら 承知しており、カジノ解禁により得られる公益と、一方で懸念 ているが何故、担当者が替わればC評価 べきであると考えている。

ないよう所用の法整 される影響とを比較衡量する議論がなされた上で、カジノ解禁 になるのか、内閣府特区・規制改革・民

備を行う。 を図るため、刑法の賭博罪の違法性を阻却する立法措置がなさ 間開放集中月間における全国規模の規制

れた場合には、警察庁としては、その施行に関する事項のうち 改革・民間開放要望事項に対する各省庁

警察の責務の範囲に含まれる事項について，責任を負い、施行 の回答のいい加減さをここで証明されて

に関与していく。 いる。小泉総理の構造改革・行政改革に

法務省 o 三 C：全国規模で対応不可

Y法第丁85条及び第186条は、社会の風俗を害する行為として規定

ｳれているところ、刑罰法規の基本法である刑法を改正して、

Jジノのみを刑法第185条及び第】85条の構成要件から外すこと

ﾍでぎない。いずれかの省庁において，カジノを法制化する法

･を立案することとなれば．その内容について、法務省が個別

ﾉ、当該省庁との協議に応じる用意はある。

@　　　　　　　　　　　　　　「

おける各省庁へ指示、徹底命令に対して

末ｱ型は最高責任者命令違反を堂々と行

ﾁている証拠である。これは公務員法第

RQ条服務の根本基準違反・第32条法令等

yび上司の職務上の命令に従う義務違反

ﾅあり、刑法第193条公務員職権濫用罪・

走ｯの権利・憲法第16条請願権に対する

N寄・民法第1条信義・誠実の原則・権

?迫pの禁止に対する侵害ではなかろう

ｩとの疑念をもたざるを得ない。上記の

摎Rがないとすれば、当然A評価として

S国規模で対応する様に事務型で作業の

i行び行われる事が当然である。先月、

煌t府職員へ10月30日NHKで構造改革の

�ｵが報道されていたので私も内閣府職

�ﾆ同席して、各省庁職員との協議する

黷ﾅ16年間における行政の不作為・契約

b 1 平成15年11月要請に対し、措置の分類を「b：全国規模で検討」と

ｵた理由は、カジノの特別立法については法務省が積極的に検

｢する主体ではないものの、いずれかの省庁においてカジノを

@制化する法律を立案することとなれば、その協議に応じる用

ﾓはあるとして、今後検討に値すると判断したためである。一

禔A本件要請に対し、措置の分類を「c：全国規模で対応不可」と

ｵた理由は、その後においても、カジノの法制化についての検

｢主体や検討開始時期等が具体的に決定していない現段階にお

｢て、法務省としては「b：全国規模で検討」とまで判断すること

ﾉ躊躇したためである。もっとも、本件要請においても、措置

ﾌ概要〔対応策）として記載した内容は、平成15年11月要請の

ﾛのものと同様であり、措置の分類について「b」と評価され

驍ｱとについては特段異論はない。なお、措置の分類を「a：

S国規模で対応」とすることについては、カジノの法制化につ

｢ての検討主体や検討開始時期等が具体的に決定されていない

ｻ段階においては困難である。

違反の実態を経験している証拠を基に立

ち合いたい事を要望したが「それは出来

ない、私達だけ職員で行う』と言われた。

この事から私の提案がA評価になる様に

納得出来る回答を公表して頂き、議論を

進行して頂きたい。もし公表する事での

議論がない事は総理大臣の指示命令違反

として、憲法第16条請願権に基づく罷免

の請求を求める権利として担当者罷免を

請求したい。②所管省庁を早急に決め、

カジノ実現に向け必要な法整備等の制度

構築について再度検討を依頼する。
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要望事項
i事項名）

具体的要望内容 制度の
滑ﾇ官庁

措置
ﾌ
分
類

措置
ﾌ
内
容

措置の概要（対応策）．……所轄誤射の回答
規制改革．・民間開放推進室

ｩら．の再検討要請．

措置
ﾌ
分
類

措置
ﾌ
内
容

措置の概要（対応策）・…・・所轄官庁の否回答．

4 港湾・輸 全ての港湾・輸出入 法務省 b． 皿 手続の見直しについては、規制改革・民間開放推進3ね、年計画 FAL条約の平成16年度中の批准に向け b 皿 FAL条約の綴結については、次期通常国会への提出、平成17年

出入手続 関連手続を対象とし において、シングルウィンドウ化の成果と問題点を踏まえ、申 て、とあるが、具体的なスケジュールに 秋頃の締結を予定している。

き等の一 て、申請の必要性が 請手続や申請書類の徹底した省略，簡素化を図D、速やかにワ ついて示されたい。また、最適化計画に 輸出入及び港湾・空港手続関係業務等の最適化計画の策定につ

層の簡素 失われたもの、申請 ンストップサービスの一層の推進を図ることとしており、関係 ついても、策定に至る具体的なスケジュ いては、最適化に係る見直し方針の策定を平成17年6月までに

化 の中で肖ll除できる項 者の意見をふまえて、業務・システムの最適化計画を平成17年 一ルを明確に示されたい。 行った後、平成17年度末までのできるだけ早期に最適化計画の

目、さらに省庁間に 度未までのできる限り早期に策定するよう，関係府省と検討を 策定を行うこととしている。「電子政府構築計画」においても、

共通する項目の標準 進めているところである。 平成｝7年度末までのできる限り早期に策定することとしている

化、統一化できるも また、手続の簡素化、国際標準への準拠の一環として、外国船 ことから、このスケジュールに沿うよう、関係府省と検討を進

のを抽出した上で， 舶の入出港に関する手続や必要書類の簡易化を図ることを内容 め早期策定に向け努力していぎたい。

申請手続を徹底的に とする「国際海運の簡易化に関する条約（仮称）（FAL条約〉」の

削減・簡素化するよ 平成16年度中の批准に向け関係省庁は一体となって取り組んで

う要望する。 いるところである。

財務省
b 1

ユ．手続の見直しについては、規制改革・民間開放推進3か年 b K

計画において、シングルウィンドウ化の成果と問題点を踏ま

え、申請手続や申請書類の徹底した省略、簡素化を図り、速

やかにワンストップサービスの一層の推進を図ることとして

おり、関係者の意見をふまえて、業務・システムの最適化計

厚生労働省 b 皿 画を平成17年度末までのでぎる限り早期に策定するよう、関
b 皿

係府省と検討を進めているところである。

2．外国船舶の入出港に関する手続や必要書類の簡易化を図る

農林水産省 b
ことを内容とする「国際海上交通の簡易化に関する条約（仮

ﾌ）（FAL条約）」については、関係府省が連携して、次期通
b

　

常国会へ同条約を提出すべく検討を行っている。検討に際し

ては、FAL様式の採用を含め、簡易化等の措置を講じた上で

締結することを予定している。

国土交通省 b 1
1．手続の見直しについては、規制改革・民間開放推進3か年 b 1 FAL条約の締結については、本年の通常国会に条約批准案を提

計画において、シングルウィンドウ化の成果と問題点を踏ま 出すべく、関係府省と運携して検討作業中である。また、条約

え、申請手続や申請書類の徹底した省略、簡素化を図り、速 の締結とあわせて、港則法に基づく夜間入港規制の廃止や港湾

やかにワンストップサービスの一層の推進を図ることとして 法の改正による港湾管理者手続の簡易な国際標準様式への画一

おり、関係者の意見をふまえて、業務・システムの最適化計 化等の措置を実施し、本年秋頃を目処に施行できるよう鋭意調

画を平成17年度末までのできる限り早期に策定するよう、関 整作業を行っているところである。

里雪省と検討を進めているところである。 最適化計画については、税関システム等のレガシーシステム刷

新可能性調査と連動した形で、適宜パブリックコメント等を通

2，また、手続の簡素化，国際標準への準拠の一環として、外 じて利用者の意見を聴取しつつ見直し方針を策定し、平成17年

国船舶の入出港に関する手続や必要書類の簡易化を図ること 度末までのできる限り早期に最適化計画を策定すべく、関係府

を内容とする「国際海上交通の簡易化に関する条約（仮称） 省と連携して検討作業を進めているところである。

（FAL条約）1の早期締結に向け関係省庁は一体となって取り

組んでいるところであD、FAL条約の対象となる港湾管理者

の手続について、画一化できるように港湾法を改正する等の

措置を実施する予定である。
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要望事項
i箏項名）．

．．． ?ﾌ的．
D． v望内容

制度の
D所管官庁

措
置
の
分
類

措
置
．
の
内
容

措置の概要（対応策）……所轄官庁の回答．
規制改革・民間開放推進室

ｩらの再検討要請
．
措
置
の
分
類

措
置
の
内
容

措置の概要（対応策）ご…・・所轄官庁の再回答

5
解撤等の 現在「特定有害物質 経済産業省 C

一
・有害物質の種類・分量が分からぬまま当該船舶が他国に輸出 要望者より以下の意見が提出されてお C

一
バーゼル法に従った手続きを行うと手続きが極めて煩雑で時間

ために輸 等の輸出入等の規制 される場合、当該物質の適正な処理の実施が困難となることは り、再検討願いたい。 を要し、同船活動の実態にそぐわないという問題が生じるとの

出される に関する法律」似下 明日であり、輸入国における環境汚染を引き起こしかねない。そ 解撤船舶の輸出はバーゼル法の手続ぎを ことだが、有害物質を含む船舶について手続きをとらずに輸出

船舶のバ バーゼル法）を所管 のためバーゼル条約では廃棄物の名称や重量等の情報を関係国 経れば可能、また、現在まで解撤予定船 された場合には、輸入国において有害物質の適正な処理の実施

一ゼル法 する各省庁は、平成 に提供することを義務付けているところであり、バーゼル法等 舶の輸出に関して承認申請の実績はない が確保されない以上、輸入国における環境汚染を引き起こす可

に基づく 11年5月の通達によ の手続きを行わず輸出することは、人の健康の保護及び生活環 とのことだが、平成11年5月の通達によ 能性が高い。そのためバーゼル条約では廃棄物の名称や量、処

輸出手続 り、解撤等を目的と 境の保全に資することを目的とし、有害廃棄物等の国内処理の り、先の要望で述べたとおり日本籍船の 理方法等の情報を関係国に提供し同意の取得を義務付けている

きの廃止 した日本籍船の輸出 原則を掲げるバーゼル法やバーゼル条約の趣旨に合致しない。 解撤目的の輸出は事実上不可能となるこ ところであり、人の健康の保護及び生活環境の保全の確保を目

について当該船舶が ・解撤目的船舶の取扱いについて、バーゼル条約締約国会議で と、また、仮にバーゼル法に従って輸出 的とした同条約を適切に履行するためは，同条約及び国内法で

アスベスト等の有害 の議論が結論に達しておらず、国際海事機関、国際労働機関を を行なうとしても手続きが極めて煩磧で 定めた必要最低限の手続きを踏む必要があると思われる。

廃棄物を含む場合、 交えた検討が行われているのは事実であるが、今のところ結論 かつ半年以上の時間を要し、そのため売

輸出申請等の手続ぎ は見えていない状況にあり、バーゼル条約で規制する有害物質 船の時期を失するなどの売船活動の実態

が必要としてし、る。 を含む船舶を解撤目的として輸出するに際して、現行のバーゼ にそぐわない問題が生じることから、船

このバーゼル法に基 ル条約及びバーゼル法で解釈しうる措置を行うことが必要であ 主は可使期間の最後まで船舶を使用せず

ついた輸出申請等手 る。 「生き船」として中古売船を行なわざる

続きの廃止を要望す また、実質的に解撒目的での輸出が困難とのことだが、有害 を得ないのが現実である。

る。 物質の種類や分量については、アスベストやPCB等想定される 従って、日本籍船につぎまとうこの八ン

有害物質について含まれていると考えられる箇所についてサン ディキャップを除去し、円滑な解撤を確

プル試験等により含有状況を把握することは可能と考えられ、 保するために、同通達の廃止を求める。

バーゼル法の手続を経れば輸出は可能であることから、同法に

基づく手続きを踏まれることが必要と思料。

環境省 C
一

我が国においては、船舶のうちアスベスト等の有害物質を有する C
一

バーゼル法の規制対象となる船舶についての解撤目的の輸出は

ものが、解撒を目的として国境を越える移動がなされる場合、 不可能ではなく、バーゼル法の手続きを経れば可能である。バー

当該有害物質の処分を目的の一つとしている場合には、バーゼ ゼル条約では、特定有害廃棄物等を輸出する際には、輸入国・

ル条約の対象になるとみなしている。 通過国への事前通告と同意取得、環境上適正な処理がされるこ

有害物質の種類・分量が分からぬまま当該船舶が他国に輸出さ との確認、移動書類の携帯等の必要な措置を義務づけている。

れる場合、当該物質の適正な処理の実施が困難となることは明 輸出申請に対しては、同条約の国内担保法であるバーゼル法に

臼であり、輸入国における環境汚染を引き起こしかねない。そ 基づぎ、輸入国・通過国への事前通告、同意取得、環境汚染防

のためバーゼル条約では廃棄物の名称や重量等の情報を関係国 止のために必要な措置が講じられているかの確認等、バーゼル

に提供することを義務付けているところであり、バーゼル法等 条約で求められている必要最低限の措置・手続きを経て輸出承

の手続きを行わず輸出することは、人の健康の保護及び生活環 認を行うこととしており、これ以上の手続きの簡素化は同条約

境の保全に資することを目的とし、有害廃棄物等の国内処理の に反することとなるため不可能である。このため、輸出に当た

原則を掲げるバーゼル法やバーゼル条約の趣旨に合致しない。 っては同法に基づく手続きを踏まれるようお願いする。

また、実質的に解撤目的での輸出が困難とのことだが、有害物

質の種類や分量については、アスベストやPCB等想定される有

害物質について含まれていると考えられる箇所についてサンブ

ル試験等により含有状況を把握することは可能と考えられ、バ

一口ル法の手続を経れば輸出は可能であることから、同法に基

つく手続きを踏まれるようお願いする。

6
内航輸送 内航輸送用のトレー 国土交通省 C 車検有効期間については、安全で環境等の調和のとれた車社会 有効期間の延長を判断するための調査状 C 平成17年／月17日に開催した「第5回自動車の検査・点検整備

用トレー ラー・シャーシに対 の実現を目指すという車検・点検整備制度本来の目的を念頭に 況について示されたい。 に関する基礎調査検討会」において、車検有効期間の延長を行

『、tー’ン する車検制度を現行 置き、必要なデータ等を収集の上、安全確保，環境保全、技術 うことは、自動車の安全確保と環境保全に対して大きな悪影響

ヤーシの の1年から3年にす 進歩の面から有効期間の延長を判断するための調査を平成16年 を及ぼすとのデータが取りまとめられた。

車検制度 る。また、国土交通 度中にとりまとめ、その結果に基づき速やかに所要の措置を講

の緩和 省では、平成16年度 ずることとしている。
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措
置
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の
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措置の概要．〔対応策）．：1…所轄官庁の回答．
規制改革・民間開放推進室から．の．．再検討要請

措置
ﾌ
分
類

措置
ﾌ
内
容

　　　措置の概要（対応策）桝…所轄官庁の再回答．

6 中に安全確保、環境

保全、技術進歩の面

から有効期間の延長 1

を判断する調査を実 1

施することとなって

いるが、これを早急

に取りまとめ、その

結果に基づき所要の 1

措置を講じられた
｢。

7
内航輸送 内航輸送用シャーシ 警察庁 C 港湾地区においては、路上に放置されたシャーシに対する追突に 特定の港について、複数台登録を可能に C 「複数台数登録」により形式的には保管場所が減少しても、路

用トレー 運用上においては、 よる死亡事故等の重大事故が発生している状況にあること（平 するなど、一部で緩和する事の可否につ 上に溢れ出るシャーシが出現しないよう、港湾を管理する自治

ラー・シ 登録用車庫確保の負 成14年中は人身事故が4件（死者3人、重傷3人、軽傷1人） いて改めて検討され、示されたい。 体又は事業者団体等において、少なくとも、特例対象シャーシ

ヤーシの 担が所有者に強いら 発生し、平成］5年中は人身事故が11件（重傷フ人、軽傷7人） のための排他的駐車スペースを確保し必要に応じ直ちに提供す

車庫に関 れる一方、その車庫 発生している。）、季節，天候、景気等により運行に供されるシャ る体制を整え変動に対応するとともに、シャーシの管理が不適

する規定 はほとんど利用され 一シの数が日々変動し特定できないこと等を踏まえ、御提案を 切になされていないかを確認する等の担保措置を責任を持って

の見直し ておらず，現在の規 検討するに、その実現には、「復数台数登録」により形式的には 確実に講じることにより、事業者ことに実質的に必要となる保

制は利用実態にそぐ 保管場所が減少しても，路上に溢れ出るシャーシが出現しない 管場所の数を特定する必要がある，このため、港湾を管理する

わない。ため、内航 よう、港湾を管理する自治体又は事業者団体等において、少な 自治体又は事業者団体等からかかる担保措置の提案があれば、

輸送用シャーシにつ くとも、特例対象シャーシのための排他的駐車スペースを確保 その担保措置の内容を見定めた上、それが確実に講じられる見

いては、車庫一台の し必要に応じ直ちに提供する体制を整え変動に対応するととも 通しが得られるときは、その担保措置を前提に「保管場所を確

スペースで複数台登 に、シャーシの管理が不適切になされていないかを確認する等 保］したと解釈できる場合を示すことも考えられるが、そのよ

録でぎるようにする の担保措置を責任を持って確実に講じること1こより、事業者こ うな見通しを得られるような御提案がないまま、特定の港につ

べぎである。 とに実質的に必要となる保管場所の数を特定する必要がある。 いて、復数台登録を可能にするなど、一部で緩和することはで

このため、港湾を管理する自治体又は事業者団体等からかかる きない。

担保措置の提案があれば、その担保措置の内容を見定めた．と、

それが確実に講じられる見通しが得られるときは、その担保措

置を前提に「保管場所を確保」したと解釈できる場合を示すご

とも考えられるが、現在のところ、そのような見通しを得られ

るような御提案はいただいていない。

国土交通省 C 船内及び港頭地区の駐車場にあるシャーシの数は、景気変動、 C 1．仮に、特定の港について複数台登録を可能にする場合、当

季節波動、トラック事業者の内航輸送の利用状況等により変動 該港に複数台登録したシャーシが集中したときには駐車スペ

するものであD、その数をあらかじめ特定することはきわめて 一スを確保できない事態が生じ、貨物自動車による違法駐車

困難であるため、その数を見込んで車庫］か所あたり複数のシ 等を引き起こし得るという問題があることから、要望に対応

ヤーシの使用を認めることはでぎない。 することは困難である。

仮に、船内及び港頭地区の駐車場にあるシャーシの数を特定す

ることができたとしても、車庫、か所あたD複数のシャーシの 2．そもそも、自動車の保管場所の確保等に関する法律の規制に

使用を前提とする事業計画は、自動車の保管場所の確保等に関 ついて措置が手当てされない限り、貨物自動車運送事業法の

する法律の趣旨に反するものであり、貨物自動車運送事業法上 運用の変更のみでは本件提案の実現は不可能である。

も認められない。

3．なお、フェリー会社等が確保している船内及び港頭地区の

駐車場については、貨物自動車送事業者が当該土地の所有者

と賃貸借契約を締結する等により車庫として使用する権原を

取得すれば、事業計画上の車庫として認められ、その分につ

いては別途車庫を確保する必要はなくなる。
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駕欝竈難囎灘遍羅黙’
　　に関する報告を発表した。それによると、海

　　賊事件件数は325件（2003年445件）となってお

　　り減少傾向に転じた。

　　（P．11海運ニュース参照）

織シップリサイクルに関するILO／IMO／バーゼ

瓢ζ驚同際会伽ドンにおいて開

須｛（P．6鍵ニュース参照）

瓢墜温室効果ガスの排出削減義務を定めた「気候

難ヨ｝1変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」

　　が発効した。2012年までの日本の削減目標は

　　6％。

1証6iiパナマ運河庁は、フルコンテナ船に対する新

：涯1；1たな通航料金システムが政府から承認された

　　と発表した。5月1日から実施される。

三三国土交通省は、国際船舶制度における外国人
｛llヨ；ii船員承認制度のうち、本船での船長による能

　　力確認制度の対象国に15日付でインドネシア

　　を指定したと発表した。昨年のフィリピンに

　　次いで2力国目となる。

…li潔MO第9回目髄信’捜索鋤1’委員会（C咀

i陽暦s舐9）がロンドンにおいて開盤れた・

欝P・2海運ニュース参照）

陸灘漆国土交通省は、わが国外航海運事業者等を対

羅ヨ義脚とした2004年のわが国関係船舶における海

　　賊行為、武装強盗・窃盗等の被害状況調査結果

　　を発表した。2004年に海賊行為等の被害（単

　　に船舶に乗り込まれたものを含む）を受けた

　　我が国関係船舶は、7件（2003年12件）あり、

　　その発生海域は、インドネシア周辺海域を中

　　心に全て東南アジアで発生している。

　　（P．12海運ニュース参照）

脱臼意鷲撫；繍禦錺稿藻號

　　施策推進本部（本部長：岩村敬事務次官）」の

　　第ユ回会合を開催した。物流・港湾・航空施

　　策とその連携・効率化について検討し、日本

　　の経済発展につなげていくこととしている。

灘IMO第48回設計設捌’類会（DE48）がロン

1鰻ドンにおいて離された・

逡離（P，4海運ニュース参照）

鐵i

三瀬痴愚繍難讐難謙設融

　　締結国に7力国目としてクロアチア共和国を

　　追加したと発表した。

繊ASFシ・プリサイクリング委員会下8回中間

lll鴛騨騰開催された．

せんぎょう1肋72005鐙19
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社団法人日本船主協会

　　　　　見よう！！

」弱へ社臨B輔圭協会

一概＿簿，、覧

麗灘醗羅懸鯨「，∵　、

　　　　　　　灘　　　。　騨．

“＿イ1、「 ?

　掬勃　喚艦
　購　　膝

　巨1罫轄

　当協会は1998年1」月の永一ムペー

ジ開設以来、海運業界の取り組みを初

めとして様々な情報を発信しています。

　　　　と今年3月からは、「環境コーナー」を泓
　　ゴ　　　　　　　　　　　　き

新し、会員各社の環境への取り組みや

環境問題に関するデータベースを追
　　　　げ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　け　ミ

加しました。　　　、　，

　　　　　　　　　　　　　　を強た、海運トップの声である「オビ子

オン」や「海賊インフォメぬション」、「統ば

　　　　に　　　　　　　ニか　　　　　　　　　　　　　　　　　　き　ぎ

計データ」などの情報もお届けしてい

ます。さらに、「海運用語集」や［海と

船のQ＆A」、£海運雑学ゼミナール」

には、各種情報か満載です。

　　　　　　　　　　　　　　ま　海運・海・船のことなら当協会の

WEBページをせひご覧ください。
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鷹薩灘羅灘影回灘織三下雛欝
　当協会機関誌「せんきょう」に掲載された巻頭言を

　こ紹介しています。
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今年3月リニューアルした「環境コーナー」ては、会員各社の環境への取り組みや、

環境問題に関するデータベースを追加しました。
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海運業界でよく使われる用語を解説しています。

英文略語の解説もあり、人気のコーナーてす。
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アメリカ大統領選顛末記

　　　　2004年アメリカ大統領選は現職の共和党候補ブ

　　　ッシュ大統領がケリー民主党候補に競り勝ったこ

　　　とは既に旧聞に属するのかも知れない。去る1月

　　　14日、アメリカ有権者研究委員会なる団体が最終

　　　投票結果レポートを公表した。同レポートは当地

　　　ワシントンポスト紙の8面に掲載され、注意しな

　　　いと見落とすような小さな記事であった。そこに

　　　は選挙が終了した時点で私達の記憶に刻み込まれ

　　　た数値と全く異なる数値が並んでいた。最近はこ

　　　の統計を共和党の有力指導者達もよく使用するの

　　　で、それを一部使い．ながら我々の記憶を整理して

　　　みよう。

　　　　今回の大統領選は記録尽くめであった。

　　　　（1）過去最大の1億2，210万人が投票所へ足を運

　　　　　んだ。

　　　　（2＞ブッシュ大統領は歴代大統領で初めて史上

　　　　　最多得票記録保持者のレーガン大統領の5，400

　　　　　万票を800万票も上回る6，203万人の支持を獲得

　　　　　した。

　　　　（3）同じくレーガン大統領の得票総数を500万票

　　　　　も上回る5，903万票を獲得したケリー候補が落

　　　　　選した。

　　　　㈲　均衡を破り自党が両院の双方で多数派（上

　　　　　院一55名、下院一232名）を握ると同時に自党

　　　　　大統領が選出されるのは民主党のフランクリ
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（5）1968年以降最高の投票率60．7％を記録した。

　2億入の有権者の内、60．7％の有権者が投票

　行動を選択したということは、独立候補とし

　て2000年の大統領選では283万票を獲得しゴア

　候補を落選させたとして不評を買った消費者

　運動家ネーダー氏の立候補が危機感を煽り、

　その影響を最小限に食い止めたいとする民主

　党支持者の思惑が一部働いたと見ることがで

　きる。同候補が今回、前回の16％に相当する

　僅か46万票しか獲得できなかったことに「過

　去の轍を踏まない」と考える有権者の固い意

　志が表れていた。

〔6）民主党のジョンソン大統領が61．1％の高閣

　票率で再選を果たした1964年以来、何れの民

　主党所属大統領よりも高い得票率50．8％を獲

　得した。因みに、銃弾に倒れたケネディ大統

　領が当選した1960年の得票率は49．7％であった。

　クリントン大統領の初当選は43．0％、再選でも

　49．2％の得票に終わっている。

（7＞ブッシュ大統領は初当選時に比べ再選で歴

　代大統領最大の1，160万入増の支持を獲得した。

　これはクリントン大統領が再選時に実現した

　200万人増の凡そ6倍の数字に相当する。

（8）選挙資金としてブッシュ大統領が2億7，400

　万ドル、ケリー候補が2億4，600万ドルを集金

　し、両候補者の総額は5億2千万ドルに達した。

　これは歴代最高額となる。選挙運動期間中、

　集金の多寡が選挙戦を制するとまでいわれた。

　アメリカ政治の在り方に哲学をもつジョーズ



過去40年に亘るアメリカ大統領の系譜

（百万人）　（％）　　（％）　　（％）

就任時期 氏　　名 政党 前　職　年齢　　出身州 期間 得票総数 投票率 得票率 実質支持率

選挙人獲得
r差（人）

1965
LB，　Johnson D 大統　領

57
テ＿キ　サ　ス 4年＼43　、 ．61：9 r61．1 37．8．

434

1969
R．M．　Nixon R （副大統領） 56

カリフォルニア 4年
32

60．9、 43．4 26．4
110

1973． （第二期）． R
大統　領

6G
同．　上． 1年

47
55．2・ 60．7、 33．5

503

1974
G，R．　Ford R 副大統領

61
ミ　シ　ガ　ン 3年』 一 一 ＿、 一 一

R－1

1977
J，Carter D 州　知　事 52

ジョージア 4年
4
1 53．5 50．1 26．8

57

τ981 R．Reagan
R （州知事） 69

カリフォルニア 4年
44

52．6 50．8． 27．4
1440

1985 （第二期） R 大統　領
73

同　　上 4年
54

153．！ 58．B 312 ．512

1989 G．H．W．　BUsh R 副大統領
64

テ　キ　サ　ス 4年
49 50．1 53．4’ 26．8 315

1993． B．Cllnton D 州　知　事 ．46 マーカンソー 4年
45 552 ．43．Or 24．0 ：r202

1997． （第二期）、 D 大統　領 ．50 同　　上 4年 47． 49；8 ．49．2 24．1
220

200τ　　、 G、W．．Bush R
州知事

54
テ　ギ．サ．ス4年

50 ．51．2 47．9 24．3
5

2005、 （第＝期） R 大．統．領 開 ’同．　上　　就任
62

60．7
5078

30．8
34 R－2
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（出所〉［2003年丁he　New　York　T；mes　Almanac、　The　World　Almanac　and　Book　of　Facts　2002および最新情報等を基に筆

　　者が作成］
［註ユ　D＝民主党　R＝共和党　　　（副大統領）／（州知事）とは元の意

R－1　第二期目にウオーターゲート事件で辞任したニクソン大統領の残存任期3年を勤めた
R・2　2005年1月14日付「アメリカ有権者研究委員会」公表数値

　　・ソロスなどの有力投資家が「ブッシュ大統

　　領の落選」を目指して数千万ドル単位で民主

　　党のケリー候補に強力な肩入れを行ったこと

　　は有名な話である。

　（9｝選挙運動に両候補者は総額で5億1，300万ド「

　　ルを費やした。ブッシュ大統領が2億7，300万

　　ドル、ケリー候補が2億4，000万ドルの出費を

　　計上している。史上初の高額出費からどんな

　　熾烈な選挙戦が展開されたか、想像に難くない。

　斯かる様々な記録を見ると、ブッシュ大統領が

当選を果たした選挙戦は「米国の新しい政治潮流

として一時代を画した」と後世の政治学者が評価

することだろう。

　昨年11月2日の大統領選において当確を決めた

時のブッシュ候補の得票総数は5，983万票、敗れた

ケリー候補が5，637万票であった。去る1月14日に

公表されたレポートでは、ブッシュ候補が6，203万

票、ケリー候補は5，903票を獲得した。当確時と同

レポートとの比較では、ブッシュ候補が220万票増

加、ケリー候補に至っては266万票増となり、両候

補合わせて486万票もの差異が生じている。それが

何処に起因するものかについて同レポートは触れ

ていない。最終集計で4％もの誤差が政治問題化

しないのは大勢に影響がない以上決着事項を蒸し

返さないというアメリカ流儀とでも理解したらい

いのだろうか。

　気の早い某政治団体が最近、4年後の大統領選

候補者アンケートを実施し、結果を公表した。民

主党からは、ヒラリー・クリントン上院議員、共

和党候補としてはジュリアー二元ニューヨーク市

長とライス国務長官が肩を並べている。1789年、

初代大統領に就任したワシントン大統領以来38名

の大統領が選出されているが、女性大統領が過去

一度も選ばれたことはない。2008年に民主党のヒ

ラリー上院議員と共和党のライス国務長官が大統

領候補に指名され女性対決が実現すれば、アメリ

カ政治史にまた新たな一頁を加えるのは間違いな

い。

（北米地区事務局ワシントン事務所長　岡哲夫）
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＠　船舶職員及び小型船舶操縦工法施行令の一部

　　を改正する政令（政令第14号、平成17年2月

　　2日公布、平成17年4月1日施行）．

菌　1992年の油による汚染損害の補償のための国

　　際基金の設立に関する国際条約の2003年の議

　　定書（条約第5号、平成17年2月18日公布、

　　2003年5月16日ロンドンで作成〉

㊧　1973年の船舶による汚染の防止のための国際

　　条約に関する1978年の議定書によって修正さ

　　れた同条約を改正する1997年の議定書（条約

　　第6号、平成17年2月18日公布、！997年9月26

　　日にロンドンで作成）

㊨　船員職業安定法第92条第4項の規定等による

　　未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃

　　金の請求の手続等に関する省令等の規定の適

　　用に関する省令（厚生労働省令第19号、平成

　　17年2月21日公布、平成17年4月1日施行）

㊨　船員職業安定法第92条第4項の規定による船

　　員に係る未払賃金の額の確同等に関する省令

　　の規定の適用についての技術的読替えに関す

　　る省令（厚生労働省令一国土交通省令第1号、

　　平成17年2月21日．公布、平成17年4月1日施

　　行）

㊥船員職業安定法施行規則の一部を改正する省

　　令（国土交通省令第8号、平成17年2月21日

　　公布、平成17年4月1日施行）

㊨　船員法施行規則の一部を改正する省令（国土

　　交通省令第9号、平成17年2月23日公布、平

　　成17年4月1日施行）

㊨　船舶油濁損害賠償保障法施行令の一部を改正

　　する政令（政令第31号、平成17年2月25日公

　　布、平成17年3月1日施行）

㊨船舶登記規則（法務省令第27号、平成ユ7年2

　　月28日公布、平成17年3月7日施行）

㊨　船籍港の所在地を管轄する登記所が2以上あ

　　る船舶の管轄登記所を指定する省令（法務省

　　令第28号、平成17年2月28日公布、平成17年3

　　月7日施行）

㊨船舶油濁損害貝剖賞保障法施行規則の一部を改

　　正する省令（国土交通省令第10号、平成17年

　　2月28日公布、平成17年3月1日施行）

陳購書i麟要具書

提出日：2月24日、3月1日

宛　先：通関情報処理センター　水谷理事長、財

　　　　務省関税局　森川総務課長

件　名lSea－NACCSに関する要望について

要　旨：B／L作成のための必要な情報をEDIで入

　　　　手できることを目的として、当協会、外

　　　　国船舶協会、日本通関業連合会および日

　　　　本海運貨物取扱業会の関係4団体で連携

　　　　して実施している船積確認事項登録業務

　　　　（ACL業務）の利用促進運動への協力要請

　　　　とともに、わが国の国際海上交通の簡易

　　　　化に関する条約（FAL条約〉批准により入

　　　　港届等各種申請書類が変更されるため、

　　　　これら諸手続のEPI化に向けた施策や次

　　　　世代シングルウィンドウのグランドデザ

　　　　インの構築等、わが国港湾諸手続きの効

　　　　率化に向けた検討をお願いしたい。

提出日：2月28日

宛先：海上保安庁 石川長官、海上保安庁　地

24鯵せんぎょう物72005
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　　　　引交通部長、水産庁　田原長官

件　名：備讃瀬戸における船舶航行の安全確保に

　　　　ついて

要　旨：備讃瀬戸海域の海上交通安全法上の航路

　　　　が、毎年2月～6月の問、同海域で行な

　　　　われる「こませ」網漁業によって、全面

　　　　塞閉される事態が度々発生している。そ

　　　　の結果、通航船舶は航路外航行を余儀な

　　　　くされ、非常に危険な状況が発生してお

　　　　り、座礁・衝突事故等の重大海難の発生

　　　　が強く懸念されることから、航路内に少

　　　　なくとも幅300メートルの安全な可航水域

　　　　の確保などを要請した。

提出日：3月1日

宛　先：岡山県知事　石井正弘　殿、香川県知事

　　　　真鍋武紀　殿

件　名：備讃瀬戸における船舶航行の安全確保に

　　　　ついて

要　旨：同　上

国際会議の講定譲響月遂

会議名：ASFシッビング・エコノミックス・レビ

　　　　ュー委員会第17回中間会合

日　程：4月4日

場所：ペナン（マレーシア）

会議名：IMO第9回ばら積み液体およびガス小委

　　　　員会（BLG　9）

日　程：4月4日～8日

場　所：ロンドン

会議名：IMO第90回法律委員会（LEG90）

日　程：4月ユ8日～29日

場　所；ロンドン

日本港湾協会、「日本の港湾2005」を発行

　本書は、1977年（昭和52年）以来4年ごとに卿日本海事広報協

会から発行されて．きましたが、今般、㈹日本港湾協会が出版権を

引継ぎ第8版として刊行しました。

　本書は、．国土交通省関係部署の担当官による「港湾の現状と課

題」、港湾管理者による日本の主要港湾133港の港勢、施設状況お

よびポートサービスの詳細の他・主要港の港勢比較等が掲載され

た日本の港湾のデータブックです。

　なお、概要および申．し込み・問合せ先は以下の通りです。

好本の倦湾

（概　要）

・A4版／950頁

・定価16，000円（本体15，238円）送料1，000円

・掲載内容：国土交通省関係部署の担当官による「港湾の現状と課題」、各港湾管理者提供資料に

　よる主要港湾の概況、筆勢、港湾施設の規模等現状、ポートサービスの詳細、主要港湾の港勢

比較、外航定期航路就航状況、検数・鑑定・検量業一覧

（申し込み・問合せ先）

社団法人　日本港湾協会

　　　　　〒107－0052東京都港区赤坂3丁目．3番5号　国際山主ビル8階

　　　　　　　　　　　TEL　O3－5549－9575　R鰻（03－5549－9576
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蒙鍮君道羅磁撚乾撫滋§籍葦綴鰹繍蹴箋懸妻織叢繍総！無鷺懸蕪i籏．

1，わが国貿易額の推移

幹＝、
！

　　　（単位：／0億円）

田議論計一…一一一一…

輸　出 輸　入
前年比甫年同期比（％）

年　月
（FOB） ．（CIF）

入（▲）出超

輸　出 輸入
199D 411457

33，855 7，601 9．6 16．8

1995 411530 311548 9，982 2．6 12．3

2000
51β54 40，938 10，715 8．6 16．1

2001
48，979 42，415 6，563 ▲5．2 3．6

2002 52，109 42，228 9，881 6．4 ▲O．4
2003 54，548 44，362 10，i86 4．7 5．1

2004 61，182 49，177 12，005 12．2 10．9

20D4年2月 4，768 3，367
11402

10．3 ▲0．9
3 5，442 4，319

11123
13．2 12．3

4
5，107 4，030 1，076 10．8 6．6

5
4，724 3，793

931
9．8 5．0

6
5，289 4，！46 1，143 19．4 15．．5

7
5，308 4，．74 1」34 等4，3 8．3

8
4，783 4，210

573
10．5 18．5

9
5，463 4，231 1，232 12．4 12．5

10
5，472 4，318 1，155 11．7 12．7

1
1 5，156 4，557

598 13．4 28．1

12
5，395 4，258 1，137 8．8 11．0

．2005年．1．月 4412　　　　　． 41．2…6： 196： 3．．P2．． 11：，7．

（注）聯鐸易統計による・

3．不定期船自由市場の成約状況

2．対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）

年　月 醐）平均 最高値・ 最安値

1990 144．81 124．30 160．10

1995 94．06 80．30 104．25

1999 113．91 m．28 116．40
2000 107．77 102．50 114．90
2001 121．53 113．85 B1．69
2002 125．28 η5．92 134．69
2003 115．90 107．03 120．81

2004 108．17 102．20 114．40

2004年3月 108．62 104．30 112．12

4 107．25 104．03 110．20
5

112．35 108．82 114．40
6 ．109．47 1D7．35 111．07
7 109．36 107．90 τ12．D8

8 110．36 109．15 m．70
9

109．96 109．22 m．20
10 108．92 106．13 111．10
1
1 304．93 102．40 106．98
12

103．84 102．20 105．28

20D5年1月 103．21 102．15 1D4．57

2． ．104．，88．． 103． ?U3 丁05，73

（単位：干M／T）

区分 航 海 用 船

△
シングル

（品　目 別 内　訳〉
定期 用船

年次

ロ　計 連続航海
航　海

石　炭 穀　物 砂　糖 鉱　石 スクラヅプ 肥　料 その他 Trip Period

1999 141，321
11304 150，481 56，184 30，686 3，274 57，309

235 11709
1，082 149，734 39，581

2000 146，64B 2，182 144，461 46，549 26，147 4，576 67，431
198 182

1，551 170，032 45，021

2001 154，005 3，063 150，942 52，324 16，789 7，288 72，177
472 978 914

150，154 38，455

2002 132，269
978 131291

43，406 15，i82 5，853 65，105
442 1，054

249
184，890 50，474

2003 99，655
11320 98，335 30，722 6，097 3，657 57，00】 248 438 17．Q 20B，690 81，721

2004 83，398 2，414 80，984 3118フ5 5，621
700

41β94
596 690 108

250，386 59，906

2004　6 7，g34
6DO 7，334 2，214

971 282
3，764 99 6 o

22，307 4，312

7
6，826

0
6，826 2，760 1，064

0
2，840

69 93 0
25，945 8，837

B
6，038

505 5，533 1，441 262 112
3，607 80 31 0

19，612 4，645

9
7，994

160 7，834 2，065
373 49

5，11B
65 164 0

25，942 6，411

10
4，721

0 4，721 1，935
546 24

2，090 68 58 0
22，743 6，659

1
1 4，809

0 4，809

τ
5
1
0
　
1

267 31
2，997

0 4 0
19，318 7，998

逢2 4，830
0 4，830 2，007

261 45
2，465

50 2 0
17，106 4，576

12005　1 7，510
345 7，165 3，131

297 77
3，600

60 0 0
22，215 4，779

：21．
5，281．． 310 ．4；971．

1
9
7
ブ
．
　
， 273 0 ．2，720

2 0 22；．311． a594．．

　　　　（注）①マリタイム・リサーチ社資料による。②品目別はシングルものの合計。③年別は暦年。
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．穀物（ガルフ／日本・ガルフ／西欧）

　
　
ガ
ル
フ
／
』
本
．
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aQu歌年｝ 2QO、 ㎜ ㎜
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脳．

）
0

ル
O
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o

4，原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）

ペルシャ湾／日本 ペルシャ湾／欧米

月次
2003 2004 20G5 2003 2004 20C5

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低
］ 161，00102．50 152．50　87．00 85．00　59，5D 12D．00　75．00 127，50　82．50 77．00　62．50
2

132，50　6フ，50 159，00102．50 167．50．． 117．50　65，00 132．50　87．50 140．00
3

160．00105．00 11フ，50　70．75 145，00　85，00 112．50　60，00
4

137．50　52．50 110，00　77，50 97．00　45．00 87．50　67．50
5

、09，50　42，00 125．00　7125 99，00　50，0D 10D．00　69，50
6

90．00　56．00 135．00114．00 70．00　52．50 η2．50　87，50

7
63，75　45．00 148，0012Q．QO 54，00　42，50 123．00　95．00

8
68．00　41，00 121、00　97．50 57．50　40．00 102．50　87．50

9
135，00　70，00 157．50　83．50 115，00　50，00 145．00　75．00

10
78，00　42．50 29D．00156．00 90，00　47，50 225．00117．501

1 152．50102．50 350．00265．00 126．50　75．00 255．0016ア．50
12

16000133．75 310．00　8500 13750　9500 225，00　9750
（注〉①日本郵船調査グループ資料による。

　　④グラフの値はいずれも最高値。
②単位はワールドスケールレート。　③いずれも20万D／W以上の船舶によるもの。

5，穀物（ガルフ／日本・ガルフ／西欧） （単位：ドル／トン）

ガルフ／日本 ガルフ／西欧

月次
2004 2DO5 20D4 2005

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低
1

』 60．50　59．7昌 一 一2
73．00

一3
72．50

一4
一 一5
一 一6

37．00
一

7
50，0D　　46，50 一8

53．75
一9

一 一10
59．GO

一1
1 62．50

一12
61．00

一
（注）①日本郵船調査グループ資料による。②いずれも5万D〆W以上8万D／W未満の
　　船舶によるもの。③グラフの値はいずれも最高値。
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　　石炭〔オ「ス．トラ．り宇／西敵＞r鉄鉱石．（ブラジルイ：中之1ブラジル／西欧〉
．て1言｝；．
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／ 1．

｝～．ピ
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6．石炭（オーストラリア／西欧）・鉄鉱石（ブラジル／中国・ブラジル／西欧） （単位：ドル／トン）

オーストラリア／西欧（石炭） ブラジル／中国（鉄鉱石） ブラジル／西欧（鉄鉱石）

月次
2004 2005 2004 2005 2DO4 2005

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低
1

39．70　　35，00 一 46．5D　　34，00 40．00　　12，50 26．00　　22．00 19．75　　16．00
2

32．00 一 50．00　　35，00 3δ．00 26．00　　20．75 22．OD
3

31．65 40．00　　35，50 19．00　　17，25
4

　
35．OO　　32，50 18．DO　　15．25

5
18．30 26．50　　25．DO 14、75　　11．30

6

一
28．00　　22．90 ］3、50　　　8．25

7
一 32．DO 18．90　　］6．90

8

一
34，50　　10．20 19．OO　　14．90

9

一
37．55　　30、OD 18．25　　14．50

10
27．50 40．00　　33．25 一11
41．00 45．80　　40．00 一12
一 50．60　　41．80 27，10　　22．50

（注）①日本郵船調査グループ資料による。

　　③グラフの値はいずれも最高値。
②いずれもケーブサイズ（］4万D／W以上）の船舶によるもの。

7．タンカー運賃指数

夕 ン 力 一　　運 賃 指 数

月次
2003 2004 2005

VLCC 中型 小型 H・D H・C VLCC 中型 小型 H・D 卜占C VLOC Suez Afra Hand Clean
1

98．6 161．9 165．6 266．3 231．3
133 250 289 386 287 80 170

2耳D 307 322
2

133．3 180．9 186．8 267．1 245．6
132 178 215 355 326

3
114．0 224．9 275．6 290．0 273．4

132 153 182 238 323
4

128．6 240．2 294．0 290．0 328．2 96 141 140 2D4 210
5

79．8 150．4 217フ 200．0 294．3 95 137 164 201 235
6

85．4 156．2 200．9 235．0 231．1 119 149 193 233 256

7
50．6 110．5 132．9 250．0 221．D

127 156 187 243 240
8

52．B 103．2 167．7 197．5 221．1
107 155 169 219 217

9
58．4 92．1 13B2 208．9 233．1

103 154 163 229 226
1D

57．9 120．4 153．3 202．0 180．0
195 285 355 320 263

11
70．4 158．4 164．0 2583 21a3 276 342 374 433 390

12
125．5 278．9 332．5 290．0 288．6

216 240 268 378 367

平均 87．9 164．8 202．4 246．3 246．8 144．3 195．0 224．9 286．6 278．3

（注）①2003年までは「Uoyd’s　Ship　Manager」、2004年からは「LIoyd’s　Shipping　Economist」による。②タンカー運賃はワー

　　ルドスケールレート。③タンカー運賃指数の5区分については、以下のとおり（～2003）⑦VLCO：15万トン以上◎中型17万～

　　15万トン⑳小型：3万～7万トン㊤H・D＝ハンディ・ダーティ：3万5000トン未満㊥H・G＝ハンディ・クリーン：全船型。（2004

　　～）⑦VLCC：20万トン以上◎Suez：12～20万トン⑪Afra：7～12万トン◎Handy：2．5～7万トン㊥Clean：全船型
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8．貨物船定期用船料指数
2002 2003 2004 2005

月次
総合指数 BDl

総合指数 BDl
総合指数 BDI 1．2万～

Q万
2万～
R，5万

@656

3．5万～

T万
5万～
W，5万

8，5万～ 総合指数 BDI
1
2
3
4
5
6
　
7
8
9
0
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
1

89
V3
P02
P04
X3
X5

X9
P13
P25
P14
P40
P54

　889@915
P，073

P，085
P1034
P1035

P，005
@992
P1063

P，063

P，163

P，163

185
P56
P51

Q03
Q90
R04

Q73
Q76
Q94
R37
R09
R60

11733

V，669

P，802

Q，081

Q，317
Q，135

Q，238

Q，322

Q，467
S，47フ

S，046

S，539

553
U13
S51

T58
T33
S01

S78
T62
T14
T03
T44
V01

4，539
T，290

T，122
S，635

R，452

Q，762

R，971

S，180
S，214
S，δ02

S，264

T，176

686 577 846 680 677
4，471

S，511

出所’「Lloyd「s　Shippi
@（注）

　　　　　　ng　Econom［st」①船型区分は重量トンによる。②用船料指数は1985年＝100。

　　　③BDI（Baltic　Dry　Index）は中央値。

9、係船船腹量の推移
2003 2004 2005

月次 貨物船 タンカー 貨物船 タンカー 貨物船 タンカー隻数千G／T千D／W 隻数千G／T千D／W 隻数干G／T千D／W 隻数干G／T干D／W 隻数干G／T千D／W 隻数干Gノ丁千D／W軍
2
3
4
5
6
　
7
8
9
0
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
ー
マ

241L8591，958236118651，9可123ア1，ア701，ア9マ2321，6871，7202241，5251，5552151，4411，513

Q26L556117192151、4771，6332〒3L407　L53420312731，383209113201，4062071，3081，386

43　9051183844　741L48845　485　94044　361　70646　525LG1648　52ア1．019

S8　5241、01450　7861、56950　784τ156753　7091141452　706114Gア51　7051，407

2051、3171，350206L2361，279τ88　　1，1561，2341811．101112321ア5　　1、0411，1ア8168　9351，057

}66　902LOO6159　9001，008146　802　88マ155　882　934138　813　877｝38　811　877

53　287　48951　286　49056　300　50955　163　25654　i45　22455　142　218

T2　131　2D450　マ30　19947　　90　14643　103　14838　τ13　τ6239　143　218

138　779　830 35　恰5　209

（注） インフォーマ発行のロイズ・インアクディブベッセルズによ
る。

’．粒鷺戴〆；§締黙：編・論1鶴認：1三四ま磯回歌1撫・・捜・τ・罵1撫、懲臣下搬1響町羅響鞭　｝撚淑…畿凶
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　毎年1月になると、備讃瀬戸海域ではこの地方

独特の漁法である「こませ網」漁がはじまる。こ

の漁の対象魚はイカナゴ、イカ、マナガツオ、フ

グなどで、その捕獲法は、錨で固定した網を船で

潮流に沿って展張し、潮流にのって回遊してくる

これらの魚が袋網の中に入ってくるのを待つ、と

いうものである。網を引上げるのは流速が落ちる

潮の変わり目で、魚がたくさん入ったから途中で

引上げよう、ということはないらしい。このため

投網から揚網まで約6時間と長い。

　瀬戸内の美味しい海の幸を我々に提供してくれ

る漁法ではあるのだが、この漁の盛漁期にあたる

2月から6月に備讃瀬戸航路を通航する船舶にと

っては、なかなか歓迎してばかりいられる状況に

はない。というのは、海上交通安全法で船舶の通

航路として定められている航路が、「こませ網」漁

によって大幅に狭められ、時には全面閉塞される

事態が度々発生しているからだ。この結果、通航

船舶はやむなく．航路外にはみ出て通航したり、反

対航路を通航したりせざるをえない状況となって
いる。

　当協会としても関係団体と連携して、巨大船に

自主的に進路警戒船を追加配備したり、航路入航

調整をしたりと自助努力を行ってはいるが、こう

した対症療法にも限界がある。また、状況改善の

ために毎年海上保安庁、水産庁、関係自治体、漁

業関係者等に対して、安全な可航幅が確保できる

よう対応をお願いしているが、根本的な解決策を

見出せないでいる。幸いにして、これまで重大な

海難事故は発生していないが、ひとたび大型船の

座礁・衝突などによる油濁事故が発生した場合に

は、周辺の地域経済・海洋環境に与える影響は計

り知れないものがある。

　今後も、船舶の大型化に伴う操船の困難度の増

大など航行環境は厳しさを増すであろうことを考

えると、たまにお呼ばれでフグをご馳走になるこ

とがあっても、なかなか気分も盛り上がってこな

い。いっか、このような心配をせずに・フグやイカ

ナゴを晴れ晴れとした気分でたらふく食べられる

日が来るよう期待したいものである。

日本船主協会　海務部長　半田　牧

　一一…一駕…… ﾒ集委員名簿一・一一一一一　一　・………一編集後記脇一…一…

第一中央汽胎

飯野海運

川崎近海汽船

川崎汽船
日本郵船
商船三井
三光汽船
三洋海運
新和海運
日本船主協会

総務グループ次長

ステークホルダーリレーションズ

マネジメントグループ法務保険チームリーダー

総務部副部長

IR・広報グループ情報広報チーム長

調査グループ調整チーム長

広報室室長代理

社長室経営企画課長

総務部総務課長

総務グループ次長総務・法規保険チームリーダー

常務理事

常務理事

海務部長

企画部長

総務部内

海務部・労政担当部長

加藤和男

鈴木康昭
廣岡　　啓

高山　　敦

山田　喜之

大貫英則

遠藤秀己

荒井正樹

森　　均

梅本哲朗

植村保雄

半田　牧

園田裕一
井上　　晃

高橋幸一郎

　例年、当協会ではこの時期に4月からの

新入社員向け導入研修「海運講習会」を開

催しています（詳細は来月号掲載予定）。私

も昨年スタッフ兼受講生として参加してい

ました。ふと気付けばそれも遠い？日のこ

と、日々の業務の中で受講生との距離も開

きつつある？この頃、社会・企業・海運業

界という新たな大海原へ出航前夜の受講生

のPowerに満ちた姿を見ると、新人の頃の

謙虚さや積極性を忘れてはいけないと改め

て感じさせられます。この季節、異動なさ

る方も多いと思いますが、それぞれの場所

で常にchallengeの姿勢を忘れずにいたいも

のですね。　　　　　　　　　　（MN）

　　　　　　　せんきょう3月号
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　四方を海に囲まれ、資源小国・貿易立国であるわが国にとって海運は国の存立にかかわる重要
産業ですが、わが国海運業は、諸外国との競争において税制の上で大きなハンディキャップを負っ
ています。

　欧州先進海運国は、船舶のトン数を基準に法人税額を算出するトン数標準税制を相次いで導入

し、企業がこれを選択的に採用できるようにすることにより、海運業所得に対し大幅な減税を行

い、自国海運の維持・発展を図っています。例えば、イギリスでは、海運の果たす役割の重要性

から、海運業への実効税率は他産業の1／10程度ときわめて低くなっていましたが、さらにトン数

標準税制の導入によって、その半分程度に軽減し、自国海運を強化しています。

　産業と国民生活の基礎を支えるわが国海運を維持していくため、税制上の競争条件を諸外国と

同一にしていただきたい、というのが私たちの切なる願いです。

　海運税制の充実・改善は、小泉内閣の構造改革が目指すわが国産業・経済の競争力の強化に資す

るものと、私たちは考えます。

トン数標準税制の導入国

導入済み
オランダ、ノルウェー、ドイツ、イギリス、スペイン、ギリシャ、デンマ「久フランス、

Aイルランド、ベルギー、インド

導入決定済 米国、韓国

税

。

っ　諸タト国

碩
　　　　親日i㌧
食、〃

曝　　・　　　」腐　ノノ・

　　船が支える日本の暮らし

社団法人日本船主協会
http＝〃www．lsanet．or．lpノ



平成17年3月20日発行　毎月1回20日発行　ND、536　昭和47年3月B日第3種郵便物認可　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　海賊事件3年ぶりに減少するも、凶悪化傾向　　一2004年の海賊事件発生状況一2005馨．No．536鯵「せんぎょう　三　三輪　　　　灘ま難：…て外航海運の新しい段階　一℃yclical　Growth　Industry”日本船主協会常任理事株式会社商船三井代表取締役社長【】芦田昭充1［羅懸灘lil、師　＿　＾1．ロングレンジ・トラッキングシステムについて審議される　一lMO第9回無線通信・捜索救助小委貴会（COMSAR9）の模様について一2．燃料油タンク保護規則案合意、船底部のタンク配置は困難となる　一lMO第48回設計設備小委員会（DE48）の模様について一3．シップリサイクル．IMO、バーゼル条約の考え方の違いが鮮明に　一驚1回ILO／IMO／バーゼル条約共同作業部会の模様について一4．シップリサイクル問題におけるIMOでの作業を支持　一アジア船主フォーラム（ASF）シップ・リサイクリング委員会（SRC）　　第8回中間会合の模様一「▼　騨　　　　　‘「L海賊事件3年ぶりに減少するも、凶悪化傾向　一2004年の海賊事件発生状況一2．海運関係分野の規制改革要望　一16年11月集中受付月間の結果一221122海運日誌（2月）19船協だより　　　24海運統計編集雑感6023・JSA・WEBを見よう・日本港湾協会、「日本の港湾2005」を発行0522馬　外航海運業は市況変動が大きいために業績の振れが激しいCydical　Industryと認識され、事実、長年にわたりそのとおり推移してきた。そのため好業績を上げている昨今、記者やアナリストから、ピークアウトはいっか、次の下降局面では大幅に損益が悪化するのではないか、といった質問を受けることがある。これに対して私は「今後もマーケットの動きにより一時的な影響を受け’ることはあろうが、外航海運は長期的には持続的成長が可能な産業、即ち、OycliGal　Growth　Industryに転換した」と答えている。　中国による資源・エネルギーの旺盛な需要、世界の工場として製品の大量輸出による海上荷動き増加は、新たな発展段階に入った構造的転換によるものと理解している。大きく後戻りするとは考えにくく、10年単位での成長が期待できよう。しかし、需給関係の逼迫という外部環境による部分もさることながら、忘れてならないのは日本海運が業界全体で切磋琢磨して競争力の強化を成し遂げてきたこと古ある。　1985年のプラザ合意に端を発する急激な円高ドル安へのさまざまな対応に始まり、1990年代以降も手綱を緩めることなく顧客ニーズを先取Dしながら、あらゆる局面でコスト削減を果敢にかつ地道に続けてきた。こうした日本の外航海運の筋肉質への転換こそがこの好業績の大きな要因と思う。将来、もし中国経済が一時的な調整局面に入ったとしても、絶えずコスト競争力で世界レベルの優位性を保ちながら顧客満足のため不断の努力を続ければ、業績サイクルの山・谷の形、ピークの高さまでを変えることも可能ではないだろうか。　外航海運業の好業績は日本企業に限られたことではなく、我々の競争相手である海外の船社の多くも好業績を謳歌している。特にトン数標準税制が導入されている国の船社は、我々を上回る利益を上げているにも拘らす法人税は我々の何十分の一というケースも見られ、このまま好業績が続けば、内部留保の差が拡大していくことは火を見るより明らかである。税金を払わずに手元に残ったキャッシュフローを新たな船舶投資に回すことができる外国船社と競争力で劣位に立たされる懸念が拭い切れない。トン数標準税制が既に導入されているEU諸国の他、韓国や米国でも導入が決定した。導入の背景にあるそれぞれの国の社会経済や政策などが日本とは違う場合もあることはわかるが、一刻も早い導入がわが国でも実現することを切望する。懇懇難羅灘灘綴馨難。蒸灘灘難羅灘難1二灘磁讐璽纐懸鐡強灘簸翼灘灘難。一…舞難群鶴鞍軋誕多鞠琴鵜葦笛薬嚢豪華ζ〆勢鳳輩暢　　妻禦繕Σ藝一難華舞嚢要点町鎌…妻詳罫一箋軽鑑舗装嚢｝　軽琴蕪蓑裟窪藝酔桟ぎ慧賦せんぎょう肋72005繕正　・：麗匠W5騨匡W5維W鎌醗嘱難轡蕊懸輔i畷鰯難　灘擁、・購二期藤懇．難国際会議レポ遜恭懸　国際海事機関（IMO）の第9回無線通信・捜索救助小委員会（COMSAR　9）が、2005年2月7日から11日までロンドンのIMO本部において開催された。審議の概略は以下のとおりである。1．ロングレンジトラッキングシステム　2002年12月の海上人命安全条約　（SOLAS条約）締約国会議において、多くの船舶に搭載されているインマルサットCの呼び掛け（ポーリング）機能を利用することを考慮した、不審船の早期摘発を可能とするシステム「Long・range　identificationand　tracking（LRIT＞」の早期実施を促す決議が採択された。　同決議に基づき、これまでのIMO会合MSC77／78、前回COMSAR　8、NAV49／50において、通信費の負担問題、インマルサットC非搭載船舶への適用問題、ポーリング情報機密保持などのシステムの細部について検討が行なわれてきた。しかしながら、システムの運用主体や実施方法などの枠組みについては議論が紛糾しており、未だ合意には至っていない。　このような状況下、2004年11月に米国草案によるLRITを強制要件とするSOLAS条約規則改正案がIMO事務局より回章されるとともに、2004年12月のMSC79においては、　MSC80（2005年5月予定）で本システムを強制要件として採択するため、今回COMSAR　9でシステム開発のための最終検討を行うことが指示された。　審議の結果、主に以下の事項が合意され、更なる検討のためにMSC80に報告されることとなった。（1）LRIT情報入手の権限について　　締約国の情報入手権限は、次の3つに分けら　れることとなったが、権限が及ぶ具体的な範囲　（自国沿岸からの距離等）については審議され　なかった。　�@旗国：全ての自国籍船のLRIT情報を入手　　　　　　　することができる。　�A寄港国：自国領海内にある港湾施設に入港　　　　　　　しょうとする、全ての船舶のLRIT　　　　　　　情報を入手することができる。2醗ぜんぎょう銘σ72005　�B沿岸国：自国沿岸から一定の距離以内を航　　　　　　　行ずる、全ての船舶のLRIT情報を　　　　　　　入手することができる。　　また、旗国の権限として、自国籍船のLRIT　情報を、他締約国が入手することを防ぐことが　できることとされた。（2｝船上機器の機能要件について　　船上機器においてLRIT情報の送信を停止した　場合、当該船舶の旗国もLRIT情報を入手するこ　とができなくなるため、その代替措置として、　収集されたLRIT情報を旗国以外の各締約国に配　信ずることを中止する機能を、データセンター　に持たせることも合意された。　　また、具体的な情報送信間隔については審議　されなかったものの、ポーリング機能に特定せ　ず、LRITの機能要件を満たす限り、船上機器か　ら一定時間ごとに情報を自動発信するシステム　でも良いこととされた。（3）LRIT調整者（コーディネーター）について　　LRIT調整者は、自らが中央組織としてデータ　を収集する、またはデータの収集を行うデータ　センターが別途設置された場合は、その監督を　行うこととされた。なお、各締約国は、LRIT　調整者等から提供されたサービスに対し、対価　を支払うことが合意された。（4）LRITトラッキング事業者について　　LRITトラッキング事業者は、　LRIT調整者が指　怪した方法でLRIT情報の集配を行うこととされ　た。また、LRITシステムは複数のプロバイダーで　構成されることが望ましいことも合意された。　　なお、会合期間中に合意されなかった以下の事　項を検討するため、米国主導によるCG（コレス　ポンデンスグループ）が設置されることとなつ　たが、同CGの検討結果は、　MSC80（2005年5　月予定）へ報告されるのではなく、COMSAR　10（2006年2月予定）へ報告されることとなつ　た。　　したがって、MSC80では、同CGの性能基準　案が報告されないまま、本システムを強制要件　として採択するための審議が行われることとなった。�@LRIT情報のデータベースを複数設置するこ　との必要性�Aデータベースの秘密保持のための要件�B締約国がLRIT調整者などを経由せずに、LRIT　トラッキング事業者から直接情報を入手する　ことの可否�CLRIT情報を保管することの要否�D保管情報の更新手順および更新間隔�ESOLAS条約規則およびLRIT機能要件に規　定すべき、それぞれの項目の区分�GLRIT機能要件を満たすシステム全体の構成�H　締約国がLR正T情報入手間隔を変更すること　の可否2．捜索救助関連（1）遭難信号の誤発射について　　遭難警報は誤発射が非常に多いが、これは装　置の構造上の欠陥が原因であるので、コスパス　・サーサット機構（遭難通信を取り扱う国際機　関）に、誤警報が発生することが判明している　機器のモデルやメーカーの詳細を公表すること　を要請することが、事務局に指示された。（2）SAR（捜索救助）サービスにおける医療援助　　緊急医療キットを装備すべきRO−RO旅客船以　外の客船の定義を、「陸上からの医療介助に30分　以上かかる航路を、100人以上の乗客を乗せて航　行ずる、医師が乗船していない客船」とする回　章章が合意され、MSC80へ承認のため報告され　ることとなった。（3）客船の安全　�@SAR活動における航空機と船舶の連携に関　　し、航空機へ船舶用無線機器を搭載するのか、　　それとも船舶へ航空機当無線機器を搭載する　　のかについて、米国が後者を支持し、また国　　際民間航空機関（ICAO）より、ICAO規則で　　は前者を義務付けることは困難であることが　　表明されたため、COMSAR小委員会としては、　　後者を勧告することとなった。　�A遭難者の回収設備については、コレスポンせんきょうMσ72005磯3睡W5羅WS騨匿W5賊匿W麟盤輔1耀聡｝羅灘デンスグループへ検討が委託されたものの、日本からの要請により、検討内容に「SOLAS船への適用が適切かつ効果的であるか充分検討すること」という事項が明記されることとなった。3．GMDSS（海上における遭難および安全に関す　る世界的な制度）関連〔1）南アジアの津波災害対応　　津波およびその他の自然災害の警報は、とり　あえず既存の全世界航行警報サービス（NAV−　AREA、　NAVTEX等）を利用して放送されること、　また、当該警報を受信した被災地域にいる船舶　は、国際無線電話（VHF）等の適切な手段を用　いてこれを再放送することを考慮すべきとした　回章案が合意され、MSC80へ承認のため報告さ　れることとなった。（2）海上無線通信システムおよび技術の開発　　日本からの提案である、IPネットワークを利　卸したGMDSS機能の開発（E−mai1による遭難　警報の配信手順の開発等）については、重要事　項であることが合意され、目標年次を延長する　こととして、関連する提案文書を次回COMSAR　10までに提出することが各国に要請された。　　　　　　　　　　　　　　　　　（海産部）　　　　燃糊由タンク保護規則案合意、船底部のタンク配置は困難となる　　　　一IMO第48回　設計設備小委員会（DE48）の模様について一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　憲臨．婿甑漁よ麟』癬触愛撫i熱量総．薫鰍属駄　国際海事機関（IMO）の第48回設計設備小委員会（DE4！）が・2005年2月21日力こら25日までロンドンのIMO本部にて開催され、燃料油タンクの保護・防蝉装の性能郎等について審議カミ行われた。　　亭　その概要は以下のとおりである。1．燃料油タンクの保護（1）これまでの経緯　　2003年3月に開催されたDE46において、オラ　ンダは海難事故による燃料油タンクからの油流　出事故を防ぐために、燃料油タンクを二重船側　化する新規則案を検討することを提案し、翌年　のDE47から審議することが合意された。　　2004年の2月に開催されたDE47では、ドイツ、　ギリシャ等が流出油量の許容範囲を定めた上で、　確率論的手法＊に基づきタンク配置を決めるこ　とを主張し、単船側のままタンク内を小区画に　区切ることを提案した。　　一方、米国とフランスは、確率論的な規則で　は社会的な理解が得られにくく、また規則が複　雑になることを理由に、ドイツ等の提案に難色　を示した。　　審議の結果、燃料油タンクの保護のための新　規則案については、書面審議グループが作成し、　今回のDE48に報告することが合意された。�A　審議概要　　今次会合ではドイツを議長国とするワーキン　ググループ（以下WG）が設置され、書面審議グ　ループが作成した規則案をベースに審議が行わ　れた。我が国はできるだけ設計の自由度を確保　するため、WGにおいて、新規則案に確率論的手　法を取り入れる提案を行った。具体的には、我　が国が行った燃料油流出実験の結果、船底損傷　時における油の流出については、燃料油が高粘　度であるため、タンク内下部にある程度の水の　層が形成された時点で油流出が止まる、すなわ　ち、二重底タンクの底から10cm程度、またはタ　ンク容量の5％しか燃料油は流出しないことを　主張した。　　しかし、米国とINTERTANKO（国際独立タン　カー船主協会）は船底損傷時の傾斜や動揺によ　り、また船側付近の損傷時には縦方向にも開口　が発生することにより、更に多くの燃料油が流　出することを理由として、船底から1rnまたは　タンク容量の50％のいずれか小さい値を仮想流4繕ぜんきょう臨72005出量とすべきとの意見を発言した。　種々論議の結果、WG議長より調停案として二重底タンクからの仮想流出量は、船底よりB／50（B：船幅）または0．4mのいずれか小さい方の値とする提案があり、WGに参加した各国は同案に合意した。．　日本代表団は我が国提案の実現に努めたものの、調停案に止む無く合意することとなった。その背景には、米国が全く受け入れることのできない仮想流出量がIMOの場で合意された場合、米国が独自の地域規制を導入することが懸念されたことがあった。　この数値は当初の米国案と比較するとかなり緩和されたものの、船種によっては二重底部分に燃料油タンクを配置することがほぼ困難となり、大幅な設計の変更が必要となる可能性が高くなった。　審議の結果、燃料油タンクの二重船側化に関する新規則案は概要次のとおり合意された。今後は、2005年7月に開催される第53回海洋環境保護委員会（MEPC53）に報告され、最短スケジュールでは、2006年のMEPC54で採択、2007年の夏に発効される見込みである。�@適用船舶および適用除外となるタンク　　燃料油タンクの総量が600m3以上の船舶に適　罰する。ただし、容量30m3を超えないタンク　については適用除外とする。�A燃料油の定義　　C重油、ディーゼルオイルおよびガスオイル�B　タンクの容量　　個々の燃料油タンクの容量は2500m3を超え　るものであってはならない。�C燃料油タンクは、原則として二重船側内部　に配置されなければならない。�D二重船側化に代わる方法、つまり、単船側　で燃料油タンクを配置する場合には、船底損　傷時には船底よりB／50（B：船幅）または　0．4mのいずれか小さい方の値の燃料油が流出　することが考慮されなければならない（図参　照）。＊確率論的手法；燃料油タンクから燃料油が流出する危険度を確率により計算して規制する方法。提案国のド　イツをはじめ、日本、ギリシア、シンガポール、リベ　リアおよびICS（国際海運会議所〉が、確率論的な性能要件はすでにSOLAS条約の「復原性」、およびMAR−POL条約の「流出算定」に採用されていることから、支持を表明していた。水圧とバランスすることにより、船外に燃料油が流出する確率が低い二重底タンクや、流出量が少ない小型船などは、完全な二重船側化が要求されない可能性がある。…　m　　一図：船底損傷の時の仮想油流出範囲（B：船幅）B　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　l　　　　　　　　　　　　　　　　l@　l　　　　　　　　　　　　　　　　l@　l　　　　　　　　　　　　　　　　；@　l　　　　　　　　　　　　　　　　l@　l　　　　　　　　　　　　　　　　；@　1　　　　　　　　　　　　　　　　；@　；　　　　　　　　　　　　　　　　；一一一40cmまたはB150のいずれか小さい方2．防食塗装の性能基準1玉）これまでの経緯　　2004年12月に開催された第79回海上安全委員会　（MSC79）では、バルクキャリアの安全性に関す　る改正SOLAS条約第12章が採択されたが、二重　船側部分に施すべき塗装基準が定められていな　いことから、今回のDE48で検討されることが合　意されるとともに、工ACS（国際船級協会協議会）　提案によって当該塗装基準はバラストタンクに　も適用されることとなった。　　DE48に向けてIACS−Industly　Joint　Working　GroupからTSCFの15年仕様＊をベースとする塗　装基準が提案されていた。このTSCF15年仕様に　は、下地処理の要件としてショッププライマー　（錆止めを目的として鋼材の時点で塗装される　ペイント）を70％除去することが含まれている　が、我が国造船所の標準的な施工では、建造前　の鋼材の状態が良好であることから、プライマ　一を除去せずに本塗装を行っている。　　もしこの基準案が強制化された場合には、下　地処理等の工程およびコストの増加となること　が予想される。これを避けるべく我が国は、塗せんきょう物プ2005轡5騰EWS賊W5賊W5辮W5織糀睡鰯騨蕊1耀糀　装基準を高めることについては賛同するものの　より合理的な手段として、プライマーと相性の　よい塗装剤を使用し、これによりプライマーを　除去した場合と同等以上の防食性能をもたせる　という提案を事前に行っていた。（2）審議概要　　議長より、本件はターゲットデートが2006年　であり詳細な専門的議論が必要であることから、　書面審議グループを設置して検討を進めていく　こととし、今次会合では一般的な議論を行いた　い旨の提案があった。これについて特段の反対　意見はなく、議長案に従い審議が行われ、以下　のとおり合意された。　�@適用船種　　　塗装基準は、バルクキャリアの二重船側部　　分とバラスト・タンクだけでなく、全甲種の　　バラスト・タンクに適用すべきとの意見を多　　数の国が表明し、我が国もこの意見に同調し　　た講また、ボイドスペースへの適用範囲拡大　　の意見も表明されたが、本件に関しては、本　年5月目開催されるMSC80で審議されること　となった。�A目標耐用年数　　耐用年数を15年とすることについてはどの　国からも異論は出ず、各国合意した。我が国　も同案を支持した。�Bプライマー除去の代替案　　ギリシャ、英国およびINTERrANKOから、　提案文書にある．プライマーの取り扱い（70％　除去〉に関し、それ以外の方法、つまり我が　国提案にある代替手段についても、同等性が　立証されるならば認められるべきとの考えが　示され、今後、書面審議グループの中で検討　することとなった。同グループで検討された　結果は、来年2月に開催されるDE49で審議さ　れることになる。＊TSCF（Tanker　Structure　Co−operated　Forum）が作成した”Guideline　for　BallastTank　Coating　Systems　and　Sur・face　Prepar誕on”の中に、塗装耐用年数（10年、15年、25年）に対応する仕様が定められている。　　　　　　　　　　　　　　　　（海務部）　2月15−17日に第1回ILO／王MO／バーゼル条約共同作業部会がロンドンのIMO本部で開催された。本会合にはIMOよりバングラデシュ、日本、オランダ、ノルウェー、米国、バーゼル条約（BC）より中国、ガンビア、ジャマイカ、ロシア、英国、ILOについては雇用者としてISF（国際海運連盟）、BIMCO（ボルテック国際海運協議会）、労働者としてIMF（国際鉄鋼労連）、　ITF（国際運輸労連）等、また、オブザrバーとして16力国、12団体（含むEC）が参加し、出席者は100名を超えるものとなった。　本作業部会はIMOでの開催であったため、　IMO側よりノルウェーが議長として選出され、審議が進められた。本作業部会は、当初はシップリサイクル問題を取扱う3機関の作業の重複を避けることを目的とした調整会合との位置付けであった。しかしながら、BC側の出席者には、本作業部会を利用して「リサイクル予定船舶のための通報システム」や「旗国責任」などの！MOが進めている作業に干渉しようとする意図が見受けられ、今次会合ではそれを阻止しようとするIMO側との激しいやり取りも見られた。　このような状況下、会合としての成果物は、シップリサイクルに関する強制要件、リサイクル船舶のための通報システム、船舶に含まれる有害物質リスト等に関する3機関の作業計画ならびに3機関が作成したガイドラインの項目の比較表が作成されたことである。同作業計画は、IMO・MEPC（海洋環境保護委員会）での検討に干渉するために今次会合で「旗国責任」と「通報システム」を議論しようとするBC側の注意を反らすために、　IMO側の参加者が議場で提案し、ノルウェーを議長と6鯵せんきょうハ血ア2005する非公式WGで作成されたものである。同非公式WGの検討はノルウェーと日本以外は殆ど環境派という厳しい条件の中で行われたが、議長が巧みにBC側の主張を退け、その結果、作業計画は、IMOで通報システム、強制用件等の検討を進めその結果について本作業部会の意見を聞くという内容となっている。　また、ガイドラインの項目の比較表については、本作業部会の付託事項のひとつに．“3機関が作成したガイドラインの重複、差異、抵触箇所の検証作業の実施”が含まれていたことを考慮し、ILOが提案したものである。これについては英国を議長とする非公式WGで検討されたが、各ガイドラインの比較は膨大な時間を要するとの判断から今次会合では具体的な検討はなされず、次回作業部会まで英国を議長とするコレスポンデンスグループで検討を進めることとなった。　今次会合で明らかとなった点としては、先に述べたが、作業部会が3機関の作業調整の場であるにも拘らず、BC側が本作業部会を利用してIMOでの検討事項（リサイクル船舶のための通報システムなど）に干渉しようとしてい．ることである。今次会合では通報システムや旗国責任等のIMO側で進めている作業の検討は行わないとする当初の目標は達成されたものの、その過程で第7回バーゼル条約締約国会議（本誌2004年11月号P．12参照）の決議に従い今次会合で旗国責任や通報システム等を検討するよう主張する英国、オランダ、デンマーク、フランス等のBC側代表と、それに反対するノルウェー、日本、米国といったIMO側代表との激しいやり取りがあり、妥協策として、「通報システム」、「旗国等関係国の役割」等については第2回共同作業部会（2005年12月または2006年1月予定）の議題に含まれることとなった。IMO側としては次回作業部会でこれらが議題に上がることは不本意と思われるが、会合の発言者を見ると環境派の方が圧倒的に多く、IMO側から5ヶ国が出席しているものの、バングラデシュは解撤国として出席し、オランダに至ってはIMOから選出されたにも拘らず環境省がスポークスマンとなりBC側の意見を述べるなど、議長がIMO側でなかったらもう少しBC側に押し切られた形で議事が進められていたことも考えられる。　BC側はこれまで徒にバーゼル条約の理念（「環境上適切な管理、ESM」等）を唱えるだけでこれまで海運・リサイクル業界の実態を考慮した提案／作業を行ってきていないことを考慮すると、本作業部会で検討を進めていくことはIMOでの作業に悪影響を及ぼす可能性もある。そのため次回作業部会までにIMO・MEPC53（2005年7月予定）およびIMO総会（2005年11月予定）でIMO側の検討を進め、BCが干渉できないような状況を作り出す必要があるかもしれない。　　　　　　　　　　　　　　　　　（企画部）シップリサイクル問題におけるIMOでの作業を支持一アジア船主フォーラム（ASF）シップ・リサイクリング委員会（SRC）第8回中間会合の模様一　ASFシップ・リサイクリング委員会（SRC）の第8回中間会合が、2005年2月28日と3月1日に、中国の広州において開催された。　今会合には、中国、香港、インドネシア、日本、台湾（SRC事務局）の船主協会が出席したほか、オブザーバーとして中国の造船、船舶解撤協会、船級協会、ならびに台湾の造船業界と船級協会が参加した。当協会からは同委員会副委員長の鈴木．ぐ駄．』鰍．漁，』「冨；鶉議舞．。論�m轟、麟≒。．謡甑．説翫護誌邦雄副会長（商船三井会長）の代理として、当協会安全環境委員会解撤幹事会の井上登志仁幹事（商船三井経営企画部部長代理）他が参加した。（【資料1】参照）　会合はFrank　E　H．　Lu委員長（台湾船主協会）が議長となり議事が進められ、参加各国船協から船舶リサイクル問題に関わる報告が以下のとおり行われた。せんぎょうM俳2005鶴7髄EW5麗匿W5睡匿W5難屡W鶉縄醗轡醗・蠣騨難・薦亀解藻　まず、当協会よりIMO、バーゼル条約等の国際会議の動き、ならびにバーゼル条約を船舶に適用した場合の問題点等につき説明を行った。続いて中国造船協会より、中国造船業界の規模、2004年の建造結果など同国の造船業界の現状につき報告（【資料2】参照）があった。また、中国船主協会を代表してCOSCOより同社では自社船を解撤する際に、解撤ヤードに対し解撤作業前の事前洗浄など、環境保全／労働安全の確保を要求している等【資料墜　　　　宅委員長巽　　　　三£．　台湾船輩協会（NACS）　　　　垂報告があった。さらに、中国解撤協会より中国解撤業の歴史と今後の展望等につき報告（【資料3】参照）が行われるととも．に、香港船主協会より、同船協はICS、　BIMCO等で構成するシップリサイクリングワーキンググループ（WG）での議論にも積極的に参加しており、同WGの活動を支持している旨報告があった。　報告に引き続き、シップリサイクル問題の改善には、関係者の協調努力が必要であるとともに、バーゼル条約のような既存の規制ではなく海運、リサイクル業界の特質を考慮したIMOガイドラインの実施が効果的であることを確認したほか、世界有数の海運、造船、解撤業を持つアジア地域の声をより国際会議での議論に反映させるべきとの認識で一致し、これらを踏まえた共同声明（【資料4】参照）が採択された。　　　　　　　　　　　　　　　　　（企画部）ASFシップ・リサイクリング委員会．（SRC）第8回中間会合出席者　　　DrlごFrank　F．　H．　Lu，　Chainnan，　Y芝mg　Ming　Marine丑ansport　Corp．出．席門1．ASF　SRCメンバー　中国船主協会（CSA）　　ML　Wang　Weibin，　Gener訓Manager　of　Technical　pept．　of　Safe｛y　Technical　D踊sion，ρhina　Ocean　　ShipP血9・（G・・μP）．　C・mp・耳y　　Mr　Zhong　Zhaoqi，　Dep晦Secretary　Genera1，　C施3　Shipowhers’AssQcia廿on（C与A）　香港船主協会（HKSOA）　　Mr．　David　C．　C．　Koo，　Managing　Direct6r，　Valles　Stealnship　Co．，　Ltd．　インドネシア船主協会（INSA）　　Mr．　Hadi　Surya，　President　Director，　P．　T　Berlian．　L再u　Tank6r　Tbk　日本船主協会（JSA）　　井上登志仁　商船三井　経営企画部部長代理　　本澤　健司　日本船主協会　企画部　台湾船主協会．（NACS）※SRC事務局。．　　ML　Jaw−shen　wang，　Managing　Director，　Yang　Ming　1まne（H・K）Ltd・　　CapL　Bob　H．　L．　Hsu，　Secretary　General，　National　Association　of　Chinese　Shipowners（NACS）2．オブザーバー　中国解撤協会（CNSA）　　ML　Jiang　Xuesi，　Vice　President，　Chilla　National　Shipscraping　Association　Shipping（Group）Company8鯵ぜんきょう昭俳2005中国造船協会（CANSD　Ms．　Tan　Na逓en，　Division　Chie£China　Association　of　the　Nationa玉Shipbu且ding　Industry中国船級協会（CCS）　Mr，　Jin　Kejun，　General　Manager　of　Ships　in　Se輌ce　Dept，　Classi丘cation　Marine　Division，　China　C玉asβ遁ca廿on　Society　ch血a　ship　Bulldlng　coτp．（csBc）※台湾の造船会社。　Mr．　Fan，　Kuang　Nan，　Chairman，　China　Shipbuildhlg　Corp．中口穿通（CSE）※台湾の海運会社。Mr．　W．　H．　Lin，　Special　Assistant　for　President，　China　Steel　Express　Corp．　Mr．　Y．　S．　Chen，　Senior　Manager，　China　Steel　Express　Corp．台湾船級協会（CR）　Mr．　Teng　Yung−Lien，　Chief　Surveyor，　China　Corporation　Register　of　Shipping　Mr，　Huang　YU−Der，　Principal　Surveyor，　China　Corpora廿on　Register　of　Shipping憤料2】　　　　　　　　　　　　　中国（香港、マカオ、台湾を除く）造船業の現状　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中国造船協会レポート、概要）1．中国造船業の全体像（2004年末現在）分　　野事業者の数労働者数（千人）売上高（億RMB）造　　　船3｝6一57．1（725億円）修　　　繕176一12．8〔163億円）舶　　　用153一14，7（1B7億円）合　　　計64528784．6（1，074億円）出所’National　Bureau　of　Statistic　of　Chlna　※1RMB＝12．7円で算出。2．造船部門（2004年）竣　工　量B55万DWT（前年比33％増。世界シェアの14％）i内　訳）@原油／プロダクト／ケミカルタンカー　一　265万DWT（31％）バルクキャリア　　　　　　　　　　一　503万DWT（51．696）コンテナ船　　　　　　　　　　　　一　83万DWT（9．7％）受　注　量1，579万DWT（世界シェアの1696）i内　訳）ｴ油／プロダクト／ケミカルタンカー　一　565万DWT（33，7％）バルクキャリア　　　　　　　　　　一　525万DWT（33％）コンテナ船　　　　　　　　　　　　一　444万DWT（2B．196）手持工事量3，359万DWT（世界シェアの1596）輸　出　量・建造量、受注量の6696、8496が輸出向け。・2004年は、102の国／地域に輸出（31億US＄。前年比4．6％増）主要造船所China　State　Shipbuilding（GSCC）とChina　Shlpbuilding　Indu＄try　Gorporatlon（CSIG）。の二つの造胎所で、2004年の中国の建造量の6696、受注量と手持工事量で各69％を占める。このほか、江蘇省、漸江省、福建省、三束省でも造船事業が発展しつつあり、2004年には3つの造船所が10万DWTを超える建造量を確保した。近年では、国営の造船所に加え、ジョイントベンチャー、外資系の造船所も現れている。3．舶用部門　旺盛な舶用機器需要により、2004年のCSCC、　CS正Cの契約高は、87億RMB（1，005億円。前年比52％増）となった。主機、補機、ギアボックス、スーパーチャージャー、プロペラの全てにおいて急速に増加した。せんぎょう伽72005麟9髄EW5麗匿W5騨鶴轡藻罫艦轡騒i饗羅轡灘’霞難擢蕊灘》1藩繋．．∫存．戸．受払峰絶．．．、億鷺鑑詔辮騰1歌頭B（1騨騨晶晶ギヒ24％騨榔1．【資料31．　　．中国シップリサ．イクル業界の現状．．（中国折船．（解撤）．協会レポート、概要）1967年以前シナ海国から回収された沈没船を主として、解撤を実施61967年目解撤船の輸入を開始。ヤードはビーチング型で、環境保護と労働安全衛生への配慮は乏しかった。1983年〜中国政府の優遇政策の導入により、船舶解撤業界が急速に発展。ピーク時には、16の省で200のヤードが200万LDTﾌ解撤能力を有し、船舶解撤、伸鉄製造、リサイクル部品の修理等を行っていた。解撤技術も向上し、環境保護ﾌ意識も高まりを見ぜ始めたが、依然としてビーチング型解撒が多く、ドック型のものは僅かであった。解撤サCクルは従前の6ヶ月以上から2−4ヶ月に短縮された。1994年〜税制改正により、解撤予定の輸入船舶への3％の輸入関税と17％のVAT（付加価値税）が導入された。また、イ塔tレ抑制策により、国内の鋼材価格が下落し、シップリサイクル業界は窮地に追いやられる。199B年〜中国折船協会より認定されたヤードに対し、解撤予定輸入船舶へのVATの免除が始まる。ビーチング型からドッN型への移行、解撤技術と環境・労働安全に配慮した解撤、解撒工期の短縮（＞LCCで30−40日）、など目覚まし｢変化が起こる。また、年間30−70万LDTの解撤を実施する事業者も現れた。1998−2004年の解撤量は、876万kDTとなった。2004年〜．好調な海運市況により世界的に解撤船舶の量が減少、インド・バングラデシュの解撤業者との価格競争も激しくﾈる。S＄Yの統計によると、2004年の世界の解撤量は、487隻（308万LDT）で前年比211隻（300万LDT）減。蝸v解撤国を見ると、中国、インド、パキスタンで、夫々64，93％、67，6％、71．696減少し、トルコのみが前年比S5，4696増となっている。中国の解撤船輸入量も2004年は前年比1／3の79万LDT。2005年の見通しも厳しいが、Q006年以降は好転する見込み。今後の課題等中国の解撤業は、グリーンなシップリサイクルを目指す一方で、中国としての適正解撤量は年間30D万LDTが適ﾘと思われ、解撤効率のアップと若「＝のリサイクル業の拡大も念頭に入れている。D主に対しては、リサイクル船舶から事前に有害物質を取除くか、そうでなければ有害物質処理費用を解撤船購?ｿ格から除いて欲しい。また、造船、海運、途上国等の出資による基金も提案したい。．【資料4．】；　　　　　　　　　　　　　　　　共　同　声．明プジァ船主フォーラムシッ．プリサイクリング委員会第8回中間会合で採択　　マジマ船主：フォ」．ラム．シップリサイ．クリ．ング委員会（SRC）第8回中間会合炉2005年2月28日と3月．1日に広州で蘭催さμた。本会合には・ASFメンバー船協から中国・台湾・香港・イン．ドネシアおよび日．．．本g）代表（9人）．が、ま々すブザ「バマ．（8人）．として造船、シップリサイクル業界および船級協会力1．：出席した』．．　奉季員．今は．、台湾船主協会が主催し、SRC委員長であるDr　Frank　E　H．　Lu氏が議事を進行しな6．．1．．SRCは》．ﾅ近ρ国際会議、すなわちIMO、　ILOおホびバーゼル条約の動きについて鋭意議論を行い、　宍全かつ環境上適切．を．シップリ．サイクルは、シップリサイク．ル施設、船主、造船所、舶用業芦および．．　　関係国稼府といった全ての関係者が協調勢力しつつ追求すべきであることを確認した。．．．D2∴誌方で本委員会は、．「部の国／団体が海運とシップリサイクル業界の特性を十分考慮し．ない、より　．．門川な規制を導入するめに過度に熱心なように見受けられることに対し重大な．懸念を表明した』SRC　　は、：シップリサイク．ルに関する問題を解決するための方策は、シップリサイクル施設への最終航海1こ　、向かう船舶の安全運航あみならず、世界における十分なシップリサイクル能力の維持と両立すべきと　　考えている。．．3．．rRCは1関係業界の特質と現在の慣行を十分に考慮しつつより安全かつ環境に優しいシップリサイ10麟せんきょう銘岬2005　クルを達成するには、王MOガイドラインの実施が最も効果的かつ合理的な方策であると確信しており、この意味でSRCは、　IMOの作業を前面的に支持するものである。バーゼル条約を含む既存の法的スキームの拙速な適用は健全な海運活動と海洋環境に悪影響を及ぼすだけでなく、世界のシップリサイクル能力の縮小に繋がることとなる。既存の法的メカニズムの適用それ自体が目的となってはならない。4．以上の考え方を国際場裡での議論に反映させるため、アジアの関係者は、互いに協調努力しつつ、より積極的に国際会議に出席することを求められた。世界の主要海運・造船・シップリサイクル業界、舶用業者がアジアに本籍を置いているにも拘わらず、アジアの国々の声が国際会議で十分に反映され　ていないように思われる。5．国際機関での議論とは別に、SRCは、世界の十分なリサイクル能力を維持しつつ安全と環境のレベルを着実に改善するためには、リサイクル施設への投資の促進が極めて重要であることを認識した。この目的を達成するには、リサイクル国とそれ以外の関係国との緊密な連携が不可欠であり、本委員会としても関係国に対し互いに協力するよう働きかけることに合意した。叢μ　内外情報ド．◎熱1　国際商工会議所（Interna丘onal　Chamber　of　Com−merce＝ICC）の下部組織である国際海事局（In亡erna廿onal　Maritime　Bureau＝IMB）は、2004年に同海賊情報センター（クアラルンプール）に連絡のあった海賊事件（未遂事件も含む）の報告書を発行した。　また、国土交通省海事局外航課は、わが国外航海運事業者等から2004年に日本関係船舶が受けた海賊行為等による被害状況を調査し、その結果を公表した。　これらの概要は以下のとおりであるが、関係各社におかれても、政府等関係機関に対する防止対策強化の要請に資する　　　　　　　、毎嵐／鋸、．瓢．誠藏，．論雪，譲転、勲別心扁妻聾酔諭雇ミ鳳での発生率は高く、世界全体の48％（156件〉が東南アジアで発生している。　また、発生件数が減少する一方で、乗組員が海賊に殺害される件数は30入と2003年の2ユ人から約43％も増え、身代金要求型の人質事件も多発（2003年0件、2004年86件〉していることから、より凶悪化している傾向にあるといえる（［表1〜3］参照）。［主な事件の概要】〔1＞2004年5月25日ユ7時00分頃、シンガポール籍のため、事件に巻き込まれた際には、関係先への通報をお願いいたします。1．2004年IMB海賊レポー1・概要　2004年中報告のあった海賊事件の件数は325件で、2003年より120件、約36．9％減り、3年ぶりに減少傾向に転じた。　地域別に見ると、依然東南アジア［表11海賊発生件数推移数α件504003002001000　93　　94　　95　　96　　97　　98　　99　　00　　01　　02　　03469445．きア0．．．・335．・．．．．．．．［「．■．3DO325「228．．247．−ト202188．．．．．．．．．．．冗．．．．．．ヒ．．103．90．．．．．．［「．■．．．．．．L．．04（年）せんきょう砺α72005磯11麗EW5閥EW5麗EWS齢羅W騨耀騨騒舗曙轡灘｝艦雛轡藩［表2］世界各地域毎の海賊発生件数の比較［表31乗組員、乗客の被害状況100％80％60％40％20％0％24ﾓ∵S0226監毒21轟@9@1　4ぎ1．n．一R，9．・辮、e［I11ピ2燧WBS030^136凄冗．．囁「T9P2、斑；・β4／　9＝齢き．鷲ib202　r囁r郵F鷲Q1D19135966P48990001020304（年〉皿行方不明團殺害■傷害□暴行団脅迫2誘拐上人質注）誘拐については、20G3年以前のデータの記載なし［表4］我が国関係船舶における海賊行為等による　　　被害発生件数の推移（過却0年））年．（一……一．と…一．……亭．．…−；・．．．一……ア40．、．1．．「「［．．i．iドー．．．．一三．i．．．．．．．．．、．．三山．．．’．」［．．甲．．．1．．．．．．．．．．．、．1．．」．．．．．‘ーー…一1．……i…．一を．　　　　　　i　　　　　　　　．　　　　　．30　　　　　　　　．ーー；…．お9ーー20．．．．．　「．「．』．．当．．．．　　　．．『．．．　　　．．．．．、．．　．．　　　　　0　　　　‘　　　　　．−　　．　　　　一　　　　　　　　　　　一鼎　　「　　　　　　　　．か．距　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．010099　　　　　．．湘　　．．．　団．9　　　　　．　　　一−　旧　　　　　　　　一．8979．．．i−．．」．．　．．．．嘔．．「．．．≡．．　　　　．．」．＝．−．．．5．．≡．．一．　．．　　　　．．．．．‘．69　　＝−．．．．’「．「．．．「．、．、．．．『．．．．．．．「．．．．．．．．．．．“「．、．、．．．．．卜．．「．「．．11」．1．」≡．．−．．．．．「「．≡＝．．−．）数　一　　　　　　　　　　．　　ヒ　．一…孝．……ーーー……ーー…達ーー7iO？　　i59件45（40R5R0Q5Q0P5P0T0　一般貨物船「Be加yaH」号が、マラッカ海峡で　マシンガン等の重火器で武装した4名の海賊に　襲撃された。同船の通信機器は全て破壊され、　貿易書類が強奪されるとともに、船長と機関長　を誘拐して身代金を要求した。（212004年8月2日04時20分、キプロス籍一般貨物　船「Pa亡raikos　l」号が、シエラレオーネ（西アフリカ）フリータウン沖停泊中に、銃で武装した10名の海賊に襲撃された。全ての船室ドアが破壊され、乗組員は銃で脅された上、現金と私物を奪われた。襲撃されている問、船長は港湾当局に連絡を取ったが、当局の関係者が到着したのは海賊が逃走してから約2時間後であった。この事件で4名の乗組員が負傷し入院した。12麟せんぎょう漉γ2005（3＞2004年9月21日、ソマリア・モガディシュ沖　約100kmを航行中の一般貨物船が、2隻の高速　船に分乗し銃で武装した15名の海賊に襲撃され　た。海賊は船長に海岸沿いに錨泊するよう命じ、　21名の乗組員は近くの村へ連れ去られた。2．国土交通省わが国関係船舶における海賊被害　状況調査　国土交通省海事局外航課は、わが国外航海運事業者等に対してアンケート調査を実施し、2004年における日本関係船舶（邦唱曲が所有、運航、用船している外国船舶）が受けた海賊事件について取りまとめた。（1）被害件数　　2004年において、わが国関係船舶が海賊に襲　われた件数は7件で、昨年の12件から減少した。　被害船の船籍別内訳は、’日本籍1隻、パナマ籍21．　当協会は、政府が平成16年11月に実施した規制改革集中受付月間において、同年6月集中月間の結果等を踏まえ、11月16日、7項目からなる要望を「内閣府規制改革・民間開放推進室（以下、規制改革推進室）」に提出した（本誌2004年12月号P．21参照）。　今集中受付月間では11月17日目要望受付締め切りまでに、当協会含む様々な要望主体から995項目の要望が提出された。　規制改革推進室は、直ちに関係省庁に対してこれら要望についての検討を要請し、各省庁から回答が提出された後に各要望主体に改めて意見を聴取し、それを踏まえ各省庁に再検討要請を行った。各省庁からの再回答が提出された後も回答の内容によって引き続き各省庁と折衝。そして、平成17年2月18日開催の「規制改革・民間開放推進本部（本部長：小泉総理）」において、「規制改革・民間開放集中受付月間において提出された全国規模の規制改革・民間開放要望への対応方針」として、　5隻、キプロス籍1隻となっている。また、日　本人が乗船していた船舶は1隻であった（［表4］　参照）。�A　発生海域　　地域別に見ると、インドネシア周辺海域を中　心に、全て東南アジアで発生している。特に南　シナ海での発生が顕著である。（3＞　被害状況　　被害事例としては、これまでは錨泊中、停泊　中に小型ボートで接近し、襲撃されるケースが　多かったが、2004年に発生した事案では、航海　中に襲撃されるケースが増えている（7件中4　件）。　　また、日中に襲撃されたケース、自動小銃を　乱射された事件が報告されている。　　　　　　　　　　　　　　　　（海務部〉海運関係分野の規制改革要望一16年11月集中受付日問の結果7今集中受付月間において実現する41項目の規制改革等が決定された。このほか既存の3ヶ年計画において措置が明示されているもの、現行制度下で対応可能なもの等、要望を充足していると考えられる事項は116項目であった。　当協会要望7項目については、港湾における輸出入手続き等の一層の簡素化については、規制改革・民間開放推進3ヵ年計画を踏まえた進展がみられているもののその他要望については実現を見なかった（【資料】参照〉。　なお、集中受付月間における検討状況については、以下ホームページにて公開されている。　h虻P：／／www，kisei−ka三kaku．go調P／index．h亡m1　　　　　　　　　　　　　　　　（企画部）せんきょう班σr2005欝13【資料】規制改革集中受付月間（2004年11月）における当協会要望の結果2005年3月　日本凹田協会【措置め分類】a．：全国規模で対応蕩翻脚こ騨着手してし’髄�S麟が木偏聯�S雫矩晦不騨若�kくr平鱒麟：軽羅聾羅謂：雷諜隅脚騨否ラ9．．　（要望内容にういて、．現行の規定により対応可能であるもの）e　：事実言呉言忍　．　（要望内容について、規制自体が存在しないなど事実誤認のもめ）f：税の減免等に関するもの　　　　　．竜．　（要望内容について、税の減免、．．補助金等従来型の財政措置に関するもの等）【措置の内容1．1．．碑‡の手筆岬獅璽．鰍令上騨て嘩ζ獅『冊．．鶉r示キ哨響7．，騰謡嘩のヂ当�Qrr亨：．番号要望事項．i事項名）．具体的v望内容制度の滑ﾇ官庁措置ﾌ分類措置ﾌ内容措置の概要（対応策）．．……所轄官庁の回答．．．規制改革・民間開放推進皇ｩ．らの再検討要請措置．の分類措置の内容措置の概要．（対応策）：・・・…所轄官庁の再回答L．1港湾関係港湾関係諸税（とん総務省f1単に税の減免や特例措置を求めるものである。再検討要請出されず諸税なら税、特別とん税、船びに諸料舶固定資産税）並び金の適正ｻに諸料金（入港料、�共岸壁使用料等）財務省f一税制改正要望であり、規制緩和にはあたらないの徴収の目的ならびに考え方を明確にした上で、諸外国と同国土交通省d一制度の現状にも記述している通り、現行の制度により対応可能等となるよう制度のとなっている。適正化を図ること。2外装埠頭原価主義に基づく料国土交通省e一公社埠頭の貸付料は、埠頭公社と船社等との間で結ぶ岸壁等賃再検討要請出されず公社の埠金の妥当性の検証及貸借契約による民間契約で決定されている。しかし、公社が原頭等貸付び、荷動きの実態や価を大きく下回る岸壁等貸付料を設定することは、公社の経営料の適正公共埠頭料金との格を危うくし、埠頭整備に係る債務償還に支障を来すおそれがあ…化差等を勘案した、よる。また、原価を上回る貸付料を設定することは，公益法人の｛．り弾力的で国際競争本来の目的を逸脱するばかりか、三社等の経営を不当に圧迫す力のある料金設定をるおそれがある。可能とすることこのような観点から、国は岸壁等貸付料の算定基準を定めると同時に、国土交通大臣に届けられた貸付料については、是正が必要な場合には、変更命令が担保されているところである。なお、国において、国際競争力の強化・確保を図るため、岸壁整備への国費の投入、無利子貸付の拡充、税制等の支援施策を実施しており、公社埠頭の貸付料の低減に寄与しているところである。羅田《くU織田《く頓講評蓬納轟轟彌《燭�蒲�朧蓬購轟轟購蓬購…驚麟鰻纏U§、きも軌鹸WH窃番号要望事項i事項名）　　具．．体．．．的．D要望．．内．容．制度．の．滑ﾇ冒庁．措置の．ｪ類措置の内容．[置φ概要｛対応策〉嗣…∵所轄官庁の回答．．、規制改革．・．民間開放推進室．．．か．．ら．の再検討要請．．鑓の頒措置ﾌ内容3日本籍船日本籍船では現行刑警察庁Cカジノ開設には、暴力団や外国人犯罪組織等の関与のほか、少年日本におけるカジノの実現に関しては、C警察庁は、公共の安全と秩序の維持を責務としており、これをでのカジ法が適用されるたの健全育成への悪影響、風俗環境の悪化等の懸念があるため、讐要望主体から以下�@・�Aの意見が出てい遂行する立場からすれば、カジノ解禁を積極的に推進する立場ノの自由め．公海上であって察庁としては、カジノ解禁を積極的に推進する立場にはない。る。実現の可能性について改めて前向きにはないと考えている。化もカジノが禁止されしかし、経済の活性化、雇用の創出、地方財政の財源確保等一に検討されたい。�@平成15年11月要望時．なお、カジノ実現のための法律の主管については1カジノ解禁ているが、カジノの定の公益を図る観点からカジノ解禁を求める意見があることは評価はB評価との分類であったと認識しにより増進される公益実現を所掌事務とする行政機関が主管す運営が非合法となら承知しており、カジノ解禁により得られる公益と、一方で懸念ているが何故、担当者が替わればC評価べきであると考えている。ないよう所用の法整される影響とを比較衡量する議論がなされた上で、カジノ解禁になるのか、内閣府特区・規制改革・民備を行う。を図るため、刑法の賭博罪の違法性を阻却する立法措置がなさ間開放集中月間における全国規模の規制れた場合には、警察庁としては、その施行に関する事項のうち改革・民間開放要望事項に対する各省庁警察の責務の範囲に含まれる事項について，責任を負い、施行の回答のいい加減さをここで証明されてに関与していく。いる。小泉総理の構造改革・行政改革に法務省o三C：全国規模で対応不可Y法第丁85条及び第186条は、社会の風俗を害する行為として規定ｳれているところ、刑罰法規の基本法である刑法を改正して、Jジノのみを刑法第185条及び第】85条の構成要件から外すことﾍでぎない。いずれかの省庁において，カジノを法制化する法･を立案することとなれば．その内容について、法務省が個別ﾉ、当該省庁との協議に応じる用意はある。@　　　　　　　　　　　　　　「おける各省庁へ指示、徹底命令に対して末ｱ型は最高責任者命令違反を堂々と行ﾁている証拠である。これは公務員法第RQ条服務の根本基準違反・第32条法令等yび上司の職務上の命令に従う義務違反ﾅあり、刑法第193条公務員職権濫用罪・走ｯの権利・憲法第16条請願権に対するN寄・民法第1条信義・誠実の原則・権?迫pの禁止に対する侵害ではなかろうｩとの疑念をもたざるを得ない。上記の摎Rがないとすれば、当然A評価としてS国規模で対応する様に事務型で作業のi行び行われる事が当然である。先月、煌t府職員へ10月30日NHKで構造改革の�況が報道されていたので私も内閣府職�と同席して、各省庁職員との協議する黷ﾅ16年間における行政の不作為・契約b1平成15年11月要請に対し、措置の分類を「b：全国規模で検討」とｵた理由は、カジノの特別立法については法務省が積極的に検｢する主体ではないものの、いずれかの省庁においてカジノを@制化する法律を立案することとなれば、その協議に応じる用ﾓはあるとして、今後検討に値すると判断したためである。一�、本件要請に対し、措置の分類を「c：全国規模で対応不可」とｵた理由は、その後においても、カジノの法制化についての検｢主体や検討開始時期等が具体的に決定していない現段階にお｢て、法務省としては「b：全国規模で検討」とまで判断することﾉ躊躇したためである。もっとも、本件要請においても、措置ﾌ概要〔対応策）として記載した内容は、平成15年11月要請のﾛのものと同様であり、措置の分類について「b」と評価され驍ｱとについては特段異論はない。なお、措置の分類を「a：S国規模で対応」とすることについては、カジノの法制化につ｢ての検討主体や検討開始時期等が具体的に決定されていないｻ段階においては困難である。違反の実態を経験している証拠を基に立ち合いたい事を要望したが「それは出来ない、私達だけ職員で行う』と言われた。この事から私の提案がA評価になる様に納得出来る回答を公表して頂き、議論を進行して頂きたい。もし公表する事での議論がない事は総理大臣の指示命令違反として、憲法第16条請願権に基づく罷免の請求を求める権利として担当者罷免を請求したい。�A所管省庁を早急に決め、カジノ実現に向け必要な法整備等の制度構築について再度検討を依頼する。［一；　　歪｝崔竜．　遣葦　ゴ、　　　．華｛　　　…　P　　　　峯．蚕μ�@麟脚ぱ「〉�`曙針ゆ§、吋OO軌番号要望事項i事項名）具体的要望内容制度の滑ﾇ官庁措置ﾌ分類措置ﾌ内容措置の概要（対応策）．……所轄誤射の回答規制改革．・民間開放推進室ｩら．の再検討要請．措置ﾌ分類措置ﾌ内容措置の概要（対応策）・…・・所轄官庁の否回答．4港湾・輸全ての港湾・輸出入法務省b．皿手続の見直しについては、規制改革・民間開放推進3ね、年計画FAL条約の平成16年度中の批准に向けb皿FAL条約の綴結については、次期通常国会への提出、平成17年出入手続関連手続を対象としにおいて、シングルウィンドウ化の成果と問題点を踏まえ、申て、とあるが、具体的なスケジュールに秋頃の締結を予定している。き等の一て、申請の必要性が請手続や申請書類の徹底した省略，簡素化を図D、速やかにワついて示されたい。また、最適化計画に輸出入及び港湾・空港手続関係業務等の最適化計画の策定につ層の簡素失われたもの、申請ンストップサービスの一層の推進を図ることとしており、関係ついても、策定に至る具体的なスケジュいては、最適化に係る見直し方針の策定を平成17年6月までに化の中で肖ll除できる項者の意見をふまえて、業務・システムの最適化計画を平成17年一ルを明確に示されたい。行った後、平成17年度末までのできるだけ早期に最適化計画の目、さらに省庁間に度未までのできる限り早期に策定するよう，関係府省と検討を策定を行うこととしている。「電子政府構築計画」においても、共通する項目の標準進めているところである。平成｝7年度末までのできる限り早期に策定することとしている化、統一化できるもまた、手続の簡素化、国際標準への準拠の一環として、外国船ことから、このスケジュールに沿うよう、関係府省と検討を進のを抽出した上で，舶の入出港に関する手続や必要書類の簡易化を図ることを内容め早期策定に向け努力していぎたい。申請手続を徹底的にとする「国際海運の簡易化に関する条約（仮称）（FAL条約〉」の削減・簡素化するよ平成16年度中の批准に向け関係省庁は一体となって取り組んでう要望する。いるところである。財務省b1ユ．手続の見直しについては、規制改革・民間開放推進3か年bK計画において、シングルウィンドウ化の成果と問題点を踏まえ、申請手続や申請書類の徹底した省略、簡素化を図り、速やかにワンストップサービスの一層の推進を図ることとしており、関係者の意見をふまえて、業務・システムの最適化計厚生労働省b皿画を平成17年度末までのでぎる限り早期に策定するよう、関b皿係府省と検討を進めているところである。2．外国船舶の入出港に関する手続や必要書類の簡易化を図る農林水産省bことを内容とする「国際海上交通の簡易化に関する条約（仮ﾌ）（FAL条約）」については、関係府省が連携して、次期通b　常国会へ同条約を提出すべく検討を行っている。検討に際しては、FAL様式の採用を含め、簡易化等の措置を講じた上で締結することを予定している。国土交通省b11．手続の見直しについては、規制改革・民間開放推進3か年b1FAL条約の締結については、本年の通常国会に条約批准案を提計画において、シングルウィンドウ化の成果と問題点を踏ま出すべく、関係府省と運携して検討作業中である。また、条約え、申請手続や申請書類の徹底した省略、簡素化を図り、速の締結とあわせて、港則法に基づく夜間入港規制の廃止や港湾やかにワンストップサービスの一層の推進を図ることとして法の改正による港湾管理者手続の簡易な国際標準様式への画一おり、関係者の意見をふまえて、業務・システムの最適化計化等の措置を実施し、本年秋頃を目処に施行できるよう鋭意調画を平成17年度末までのできる限り早期に策定するよう、関整作業を行っているところである。里雪省と検討を進めているところである。最適化計画については、税関システム等のレガシーシステム刷新可能性調査と連動した形で、適宜パブリックコメント等を通2，また、手続の簡素化，国際標準への準拠の一環として、外じて利用者の意見を聴取しつつ見直し方針を策定し、平成17年国船舶の入出港に関する手続や必要書類の簡易化を図ること度末までのできる限り早期に最適化計画を策定すべく、関係府を内容とする「国際海上交通の簡易化に関する条約（仮称）省と連携して検討作業を進めているところである。（FAL条約）1の早期締結に向け関係省庁は一体となって取り組んでいるところであD、FAL条約の対象となる港湾管理者の手続について、画一化できるように港湾法を改正する等の措置を実施する予定である。■…s《い蟹田《《頓灘聯《《鵬繊麗騰蓬瞬欝撫朧篭観慧繍講暴騰爆麟三頭魏Uさ鳩恥Oも軌融H¶番号要望事項i箏項名）．．．．?ﾌ的．D．v望内容制度のD所管官庁措置の分類措置．の内容措置の概要（対応策）……所轄官庁の回答．規制改革・民間開放推進室ｩらの再検討要請．措置の分類措置の内容措置の概要（対応策）ご…・・所轄官庁の再回答5解撤等の現在「特定有害物質経済産業省C一・有害物質の種類・分量が分からぬまま当該船舶が他国に輸出要望者より以下の意見が提出されておC一バーゼル法に従った手続きを行うと手続きが極めて煩雑で時間ために輸等の輸出入等の規制される場合、当該物質の適正な処理の実施が困難となることはり、再検討願いたい。を要し、同船活動の実態にそぐわないという問題が生じるとの出されるに関する法律」似下明日であり、輸入国における環境汚染を引き起こしかねない。そ解撤船舶の輸出はバーゼル法の手続ぎをことだが、有害物質を含む船舶について手続きをとらずに輸出船舶のババーゼル法）を所管のためバーゼル条約では廃棄物の名称や重量等の情報を関係国経れば可能、また、現在まで解撤予定船された場合には、輸入国において有害物質の適正な処理の実施一ゼル法する各省庁は、平成に提供することを義務付けているところであり、バーゼル法等舶の輸出に関して承認申請の実績はないが確保されない以上、輸入国における環境汚染を引き起こす可に基づく11年5月の通達によの手続きを行わず輸出することは、人の健康の保護及び生活環とのことだが、平成11年5月の通達によ能性が高い。そのためバーゼル条約では廃棄物の名称や量、処輸出手続り、解撤等を目的と境の保全に資することを目的とし、有害廃棄物等の国内処理のり、先の要望で述べたとおり日本籍船の理方法等の情報を関係国に提供し同意の取得を義務付けているきの廃止した日本籍船の輸出原則を掲げるバーゼル法やバーゼル条約の趣旨に合致しない。解撤目的の輸出は事実上不可能となることころであり、人の健康の保護及び生活環境の保全の確保を目について当該船舶が・解撤目的船舶の取扱いについて、バーゼル条約締約国会議でと、また、仮にバーゼル法に従って輸出的とした同条約を適切に履行するためは，同条約及び国内法でアスベスト等の有害の議論が結論に達しておらず、国際海事機関、国際労働機関をを行なうとしても手続きが極めて煩磧で定めた必要最低限の手続きを踏む必要があると思われる。廃棄物を含む場合、交えた検討が行われているのは事実であるが、今のところ結論かつ半年以上の時間を要し、そのため売輸出申請等の手続ぎは見えていない状況にあり、バーゼル条約で規制する有害物質船の時期を失するなどの売船活動の実態が必要としてし、る。を含む船舶を解撤目的として輸出するに際して、現行のバーゼにそぐわない問題が生じることから、船このバーゼル法に基ル条約及びバーゼル法で解釈しうる措置を行うことが必要であ主は可使期間の最後まで船舶を使用せずついた輸出申請等手る。「生き船」として中古売船を行なわざる続きの廃止を要望すまた、実質的に解撒目的での輸出が困難とのことだが、有害を得ないのが現実である。る。物質の種類や分量については、アスベストやPCB等想定される従って、日本籍船につぎまとうこの八ン有害物質について含まれていると考えられる箇所についてサンディキャップを除去し、円滑な解撤を確プル試験等により含有状況を把握することは可能と考えられ、保するために、同通達の廃止を求める。バーゼル法の手続を経れば輸出は可能であることから、同法に基づく手続きを踏まれることが必要と思料。環境省C一我が国においては、船舶のうちアスベスト等の有害物質を有するC一バーゼル法の規制対象となる船舶についての解撤目的の輸出はものが、解撒を目的として国境を越える移動がなされる場合、不可能ではなく、バーゼル法の手続きを経れば可能である。バー当該有害物質の処分を目的の一つとしている場合には、バーゼゼル条約では、特定有害廃棄物等を輸出する際には、輸入国・ル条約の対象になるとみなしている。通過国への事前通告と同意取得、環境上適正な処理がされるこ有害物質の種類・分量が分からぬまま当該船舶が他国に輸出さとの確認、移動書類の携帯等の必要な措置を義務づけている。れる場合、当該物質の適正な処理の実施が困難となることは明輸出申請に対しては、同条約の国内担保法であるバーゼル法に臼であり、輸入国における環境汚染を引き起こしかねない。そ基づぎ、輸入国・通過国への事前通告、同意取得、環境汚染防のためバーゼル条約では廃棄物の名称や重量等の情報を関係国止のために必要な措置が講じられているかの確認等、バーゼルに提供することを義務付けているところであり、バーゼル法等条約で求められている必要最低限の措置・手続きを経て輸出承の手続きを行わず輸出することは、人の健康の保護及び生活環認を行うこととしており、これ以上の手続きの簡素化は同条約境の保全に資することを目的とし、有害廃棄物等の国内処理のに反することとなるため不可能である。このため、輸出に当た原則を掲げるバーゼル法やバーゼル条約の趣旨に合致しない。っては同法に基づく手続きを踏まれるようお願いする。また、実質的に解撤目的での輸出が困難とのことだが、有害物質の種類や分量については、アスベストやPCB等想定される有害物質について含まれていると考えられる箇所についてサンブル試験等により含有状況を把握することは可能と考えられ、バ一口ル法の手続を経れば輸出は可能であることから、同法に基つく手続きを踏まれるようお願いする。6内航輸送内航輸送用のトレー国土交通省C車検有効期間については、安全で環境等の調和のとれた車社会有効期間の延長を判断するための調査状C平成17年／月17日に開催した「第5回自動車の検査・点検整備用トレーラー・シャーシに対の実現を目指すという車検・点検整備制度本来の目的を念頭に況について示されたい。に関する基礎調査検討会」において、車検有効期間の延長を行『、tー’ンする車検制度を現行置き、必要なデータ等を収集の上、安全確保，環境保全、技術うことは、自動車の安全確保と環境保全に対して大きな悪影響ヤーシのの1年から3年にす進歩の面から有効期間の延長を判断するための調査を平成16年を及ぼすとのデータが取りまとめられた。車検制度る。また、国土交通度中にとりまとめ、その結果に基づき速やかに所要の措置を講の緩和省では、平成16年度ずることとしている。HOQ轡口〉、曝野U§、吋O◎笥番号要望事項k事項名）　　具体的．．D要望内容：制度の．滑ﾇ官庁措置ﾌ．．ｪ類．措置．の内容措置の概要．〔対応策）．：1…所轄官庁の回答．規制改革・民間開放推進室から．の．．再検討要請措置ﾌ分類措置ﾌ内容　　　措置の概要（対応策）桝…所轄官庁の再回答．6中に安全確保、環境保全、技術進歩の面から有効期間の延長1を判断する調査を実1施することとなっているが、これを早急に取りまとめ、その結果に基づき所要の1措置を講じられた｢。7内航輸送内航輸送用シャーシ警察庁C港湾地区においては、路上に放置されたシャーシに対する追突に特定の港について、複数台登録を可能にC「複数台数登録」により形式的には保管場所が減少しても、路用トレー運用上においては、よる死亡事故等の重大事故が発生している状況にあること（平するなど、一部で緩和する事の可否につ上に溢れ出るシャーシが出現しないよう、港湾を管理する自治ラー・シ登録用車庫確保の負成14年中は人身事故が4件（死者3人、重傷3人、軽傷1人）いて改めて検討され、示されたい。体又は事業者団体等において、少なくとも、特例対象シャーシヤーシの担が所有者に強いら発生し、平成］5年中は人身事故が11件（重傷フ人、軽傷7人）のための排他的駐車スペースを確保し必要に応じ直ちに提供す車庫に関れる一方、その車庫発生している。）、季節，天候、景気等により運行に供されるシャる体制を整え変動に対応するとともに、シャーシの管理が不適する規定はほとんど利用され一シの数が日々変動し特定できないこと等を踏まえ、御提案を切になされていないかを確認する等の担保措置を責任を持っての見直しておらず，現在の規検討するに、その実現には、「復数台数登録」により形式的には確実に講じることにより、事業者ことに実質的に必要となる保制は利用実態にそぐ保管場所が減少しても，路上に溢れ出るシャーシが出現しない管場所の数を特定する必要がある，このため、港湾を管理するわない。ため、内航よう、港湾を管理する自治体又は事業者団体等において、少な自治体又は事業者団体等からかかる担保措置の提案があれば、輸送用シャーシにつくとも、特例対象シャーシのための排他的駐車スペースを確保その担保措置の内容を見定めた上、それが確実に講じられる見いては、車庫一台のし必要に応じ直ちに提供する体制を整え変動に対応するととも通しが得られるときは、その担保措置を前提に「保管場所を確スペースで複数台登に、シャーシの管理が不適切になされていないかを確認する等保］したと解釈できる場合を示すことも考えられるが、そのよ録でぎるようにするの担保措置を責任を持って確実に講じること1こより、事業者こうな見通しを得られるような御提案がないまま、特定の港につべぎである。とに実質的に必要となる保管場所の数を特定する必要がある。いて、復数台登録を可能にするなど、一部で緩和することはでこのため、港湾を管理する自治体又は事業者団体等からかかるきない。担保措置の提案があれば、その担保措置の内容を見定めた．と、それが確実に講じられる見通しが得られるときは、その担保措置を前提に「保管場所を確保」したと解釈できる場合を示すごとも考えられるが、現在のところ、そのような見通しを得られるような御提案はいただいていない。国土交通省C船内及び港頭地区の駐車場にあるシャーシの数は、景気変動、C1．仮に、特定の港について複数台登録を可能にする場合、当季節波動、トラック事業者の内航輸送の利用状況等により変動該港に複数台登録したシャーシが集中したときには駐車スペするものであD、その数をあらかじめ特定することはきわめて一スを確保できない事態が生じ、貨物自動車による違法駐車困難であるため、その数を見込んで車庫］か所あたり複数のシ等を引き起こし得るという問題があることから、要望に対応ヤーシの使用を認めることはでぎない。することは困難である。仮に、船内及び港頭地区の駐車場にあるシャーシの数を特定することができたとしても、車庫、か所あたD複数のシャーシの2．そもそも、自動車の保管場所の確保等に関する法律の規制に使用を前提とする事業計画は、自動車の保管場所の確保等に関ついて措置が手当てされない限り、貨物自動車運送事業法のする法律の趣旨に反するものであり、貨物自動車運送事業法上運用の変更のみでは本件提案の実現は不可能である。も認められない。3．なお、フェリー会社等が確保している船内及び港頭地区の駐車場については、貨物自動車送事業者が当該土地の所有者と賃貸借契約を締結する等により車庫として使用する権原を取得すれば、事業計画上の車庫として認められ、その分については別途車庫を確保する必要はなくなる。田《《い舞岡《《頓鷹醗≦鵬慧醜蓬購曝鵜鰯曙輪　�k薦購藻鱗難馨罐｝轄編駕欝竈難囎灘遍羅黙’　　に関する報告を発表した。それによると、海　　賊事件件数は325件（2003年445件）となってお　　り減少傾向に転じた。　　（P．11海運ニュース参照）織シップリサイクルに関するILO／IMO／バーゼ瓢ζ驚同際会伽ドンにおいて開須｛（P．6鍵ニュース参照）瓢墜温室効果ガスの排出削減義務を定めた「気候難ヨ｝1変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」　　が発効した。2012年までの日本の削減目標は　　6％。1証6iiパナマ運河庁は、フルコンテナ船に対する新：涯1；1たな通航料金システムが政府から承認された　　と発表した。5月1日から実施される。三三国土交通省は、国際船舶制度における外国人｛llヨ；ii船員承認制度のうち、本船での船長による能　　力確認制度の対象国に15日付でインドネシア　　を指定したと発表した。昨年のフィリピンに　　次いで2力国目となる。…li潔MO第9回目髄信’捜索鋤1’委員会（C咀i陽暦s舐9）がロンドンにおいて開盤れた・欝P・2海運ニュース参照）陸灘漆国土交通省は、わが国外航海運事業者等を対羅ヨ義脚とした2004年のわが国関係船舶における海　　賊行為、武装強盗・窃盗等の被害状況調査結果　　を発表した。2004年に海賊行為等の被害（単　　に船舶に乗り込まれたものを含む）を受けた　　我が国関係船舶は、7件（2003年12件）あり、　　その発生海域は、インドネシア周辺海域を中　　心に全て東南アジアで発生している。　　（P．12海運ニュース参照）脱臼意鷲撫；繍禦錺稿藻號　　施策推進本部（本部長：岩村敬事務次官）」の　　第ユ回会合を開催した。物流・港湾・航空施　　策とその連携・効率化について検討し、日本　　の経済発展につなげていくこととしている。灘IMO第48回設計設捌’類会（DE48）がロン1鰻ドンにおいて離された・逡離（P，4海運ニュース参照）鐵i三瀬痴愚繍難讐難謙設融　　締結国に7力国目としてクロアチア共和国を　　追加したと発表した。繊ASFシ・プリサイクリング委員会下8回中間lll鴛騨騰開催された．せんぎょう1肋72005鐙19叢鑛購響韓盤羅繰難ひ訟　　　　　　　　　撤社団法人日本船主協会　　　　　見よう！！」弱へ社臨B輔圭協会一概＿簿，、覧麗灘醗羅懸鯨「，∵　、　　　　　　　灘　　　。　騨．“＿イ1、「?　掬勃　喚艦　購　　膝　巨1罫轄　当協会は1998年1」月の永一ムページ開設以来、海運業界の取り組みを初めとして様々な情報を発信しています。　　　　と今年3月からは、「環境コーナー」を泓　　ゴ　　　　　　　　　　　　き新し、会員各社の環境への取り組みや環境問題に関するデータベースを追　　　　げ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　け　ミ加しました。　　　、　，　　　　　　　　　　　　　　を強た、海運トップの声である「オビ子オン」や「海賊インフォメぬション」、「統ば　　　　に　　　　　　　ニか　　　　　　　　　　　　　　　　　　き　ぎ計データ」などの情報もお届けしています。さらに、「海運用語集」や［海と船のQ＆A」、£海運雑学ゼミナール」には、各種情報か満載です。　　　　　　　　　　　　　　ま　海運・海・船のことなら当協会のWEBページをせひご覧ください。�_睡　　奪　　　啄　　祠　　　　島　恥　　　へ　　転ξ　　奪奪ぐ轟秋毒劔　ま…ま一膣『毒〜席ξ諏嚢・�e蓬暇藁嵐毎葺讐轟　華さ嚢韓一警諺毒臣霧鷹薩灘羅灘影回灘織三下雛欝　当協会機関誌「せんきょう」に掲載された巻頭言を　こ紹介しています。纏　　　驚・喉瓢≒オピニオン　脳デ醐冠ドい武矧臓賭　　　荘鹸勉そこ日介ゾてし匝翔卜　［ζ　月　L　η　　駐　A自、　　下　　弓、『　且『【、凸　　目ド　　　鳶　　　　氏　　「餌自　　鼻　　町「“巾1　工「町　貯　則湖　苛　　角暫一1乱冨了　　戸　　τ炉　　　十〒q開　�d等凧’、　ロ山　遮3『　　舶つ　　　　　　廿一冒r藍革　嵩昏周　阻「7　←丁ヒ｝制解　　レト　　J冴　自　　　　　　　　　貸τ苧t艀【炉　　　可　剛　1軸ノ「レ　　鼻＝　1　』篁1鴇　9疋　　［　　τ臣　　　↓斎　目　眺」「ノ翔イ酔軍卜　　　「　　月占軍ご　　，胴愚壬　「5P　　事乏　辱　　q」畠〜　　　ぐ脚　5　0冒予匿　’貿r際　げ駒　　　F　　言丹＞　Or9月　、煽畔　1寺とr電甲　」励ゾ　mドP　ロP尋明　“ゐ尊墨　内鮨門庭ニー　　阻L’」ト　改電　一〉ヌ嚇月　五τ電4目　　犀7　T二王」嚢1幅20雌5目魏炉止弾解q酪　　’1り窃�or腕1帥・門うr岡2　r旬恒ぐ　岬　ち　四初，　lo�g11　「『撫　っし冗　聖距γ　孕り野曾月　鷹嚇嵩　　ノ　1竃P　o　鷺　り月　∫降　　　　し〜一　　　「」酔　　　年　　11　」O題蕩“　　￥、レ　　　　　　阿翫F　1賜卜μ鷹　　　　卸」略マ哲　　　　9弓　8」3　　　厚　　　　几　　　趣丁げツ9　一　　引　冒煙下」6　ず月　　奮　帰oR　塞　　4踊レ鳥比　ψ轟P　　　尋　月　　＝　規　鰍臥碍　雷　「置脚1炉　　　‘年司q　　＝掌日’　2与酔』P　　　年　『　　　　コ　　　」ア営曝堵ξ町♪　　　丁　耳　「「ζFπ　旺・・蓬建四百　　　　　　　糞オビ；オン　　　　　　　　丁1籍鉾「弓　　L鴫　コ囲耳＝　　∀紳　PL　　甥靖　　r8　や、r昂　卜　　鑑　　5「　　，　　出撃†　炉　　　　　鴫明　9サ随　τ宇　LP「　巨　　　　、m　5　�d射　　　ら　　「　L」　　層馬　　　窄蚕観懸獅∴澤ζll壽∵1搾熱撫贈鵡3機∴�d償、警∵艀�g純綴銭轡聯競灘今年3月リニューアルした「環境コーナー」ては、会員各社の環境への取り組みや、環境問題に関するデータベースを追加しました。■■●●●●，，．9●●●，，OO・・．■●●●●●曾●．�j墾］一1一鯵論議，青馬1海潮恥加伽1�`ド蜘著帽勧1副網目雌1獅1旦藍；、1　乳　F曳哩賦　F　　ワノ　　　　　　ト1携【†　6　　　　ザ　　4丹　Hl襯脚ノ71了ら餉踊コア，　，　●　■　o　●　　・　○蒙疑亀　　’ト　鰍踵φ　5一き　あ　　びい聯ぐ窄　　　そ　鷲　卯　一，　●　　　　　　　　紅　マヒ　　　　　　踊　�`　　力艦、至　�qζ　　　　申　　　　年　開苧‘　，　　　べト四　閣　辱λ　　　　騨q蹟　卜　　鷺置　｝　�j輔｝　7　　「零雫F〜ド網罵叫卜｝　城賦隠【L菊b馬増苅嚇Ψ颯側亀甕綴ボへ�c�`職穿’�`阿至織�j了渦蔦フ　区卸　　｝蝋ヴ託》　　嘔　　薦事〉　　　　　τ扇島繧nτ昏　　薦　「榊瞥閏ル，ゲ　”讐盤望　　‘　冒　▼｛　二A　，ク¢両睡r4び蹴「　うメ　噛欣臓西口竃　鯛　溜　ζ6　『轟骨巽難難墾「鋒1漁猟　姦　繍一一1　　噛　　　脚、　脚団犀『、　醐　・・騨　　　　　　へ　　匪　∫　　潮　　層別緬｝ζ瘍　『　灘一．　　　　綴海運業界でよく使われる用語を解説しています。英文略語の解説もあり、人気のコーナーてす。「「一　騨町　　　　　　引野四　　　　　　　　　　　　1　1砿τ“b　「亭轟蜘れ　1　，る瓦1巾【　ρ　1　　　　　　　　　　　　go‘r　　q　しりロほユロて　　ロ　ヨヤほだロドぽヨび　　ロア　ニロユ　ゆ　　す　ヨ1　↑uu．　』則マ桝麟宙醒　9嶋6矧　騨町　日1　濯a廻　L　旦　ゼし　唇狙　　胴7　c7　き　y　　ノ榊｛　宜へ　　昇　　　　L辱コ　［　　　亜の“匹工7動里舘　　　　騰団一癖坂　アピ　　ル藷　訳　　　7　h　　　，耳摩　　1コ謬q〒げ　　　　　　　占写性　ワ壌卜重　n　�d　臼　n　臨，隅　繧マ　　　　　　∫　　’1甲野＝　　，？　　　弓　琿壇1零　金L剛6自工晦↑勤、面，マ丁亙「瑚「ヒ「＝　　u　　「’四」1　　　　　　　　属メ、膳量榊ﾝ遮　、・JF中晶「　　ド　　F　　　｝こ9穆ゆごや33ζ二鶏1曲τ4■7　〒ぞ〒　7　‘　　Fロドゆイド＝；．．騨了　ロ　ρ．一　　占π　　　　　　　　　卜　Ψ■4　　リ　セ　　膏　卜■　　　　”　　　　［ρ与　「コの　　　　　デ＝＝乙『L＝1軸儀、■f亀田■低1喧貞調験�r　由m■　　ヒ5面が　　【し　」，｝L＝　　　　LT圏　r陸圏工　7》　　　卜賢甲嵐申　　　　噌f　■甚澗F　WI　コユエ饗懸。　計レ機ゼ蟻存『邑茅暑乱離桑怖　　　　　」　　軋　　イ了∫の膳恥　　Opp「畠ホ　　忙　　吼77　　　　内　　　ゆ　　ぜの　　　　ヒ　コキゾ　アロむ　　　　アロア　　　わモヨりき　ほ　　　韓評1二1い…w・一　　華ll；｛ll畿1顎畿1　　　申『　「，　輪鮭　　　　∫　馴　　1一　戸い�hIWl臥　　哩匿，　　　　醒［り　」　　　　騨7　輿τ　1幽，　」−　1阿卜助　駅踏五筍窒や署　　　　繍卸馨　　海と船に関する様々疑問を読み物形式て　　やさしく、わかりやすく解説しています。き��灘灘灘灘醗懸灘雛醗難難三三三三両懸灘懸　・醸撚、・灘海運に関する様々なチータを掲載しています。関連の出版物もお問い合せください。　　　　　　　　　　　　　　　　野　昌　　　　　謡｝｝　　　　　　　　　　　　　　　　　圧　　　　　　　　　　　　　　　　　．　硬　o　　　　　　軍　　　　　　�`�`窪炉阜揮即；幽　粛駒叫縦�釜K姻�j竪“荊臨κか�r　瓢寄『譲，諺。ひP●O‘■「肌…罷窪」’：与脾毒ζ．継　○野　　�`i聴∬販襲“｝ぺ更ﾊ　寄亀旨国内国外航路で活躍する日本の船を紹介しています。　　　　　尋　｝　　　　ひ　　　　　　　託、｝　♂ψ…ヨ融の鞭船渕蝉次Jノ　　，」　　下、　　引λr　　私　　’　o　　φ隔　L炉G、琵R、レ証Ulノノア　⇒　　　鼠　曇　　■勘域L胸｝、　　冨ピΨノ　　うDyノノ席μ　　　　1」L南口風　甑　n「　　　馴　評　�jド　ρ四療　π噺　〜　　　坤膿　　o鼠　「員へ《溝鮪浮ダ颪　レ　　ド　ピま　　受》・・N扁1筋コい鵬ノノ　　ノ　　rノ　’炉ノ刀一　　レ　　」　為　冴ノ「ノノ　ノノ1辱　　　　　、　節Y　　、　　亀〆i，�dレx｝　　　曳娩P』可「卜洲　�d　　茅‘　忌5町鳶瀞肛識紅　　畢¢　少　、　　s　「臼ず　》目考一蟹曾冶．5筆灘懇懸灘讃饗鍵懸懸欝欝漿灘1欝欝撫響瓢藩灘繋灘鱗繊　糞婆ーーー灘置銭藝凱，h鷲雛輔髄霧静醜繧ゆアメリカ大統領選顛末記　　　　2004年アメリカ大統領選は現職の共和党候補ブ　　　ッシュ大統領がケリー民主党候補に競り勝ったこ　　　とは既に旧聞に属するのかも知れない。去る1月　　　14日、アメリカ有権者研究委員会なる団体が最終　　　投票結果レポートを公表した。同レポートは当地　　　ワシントンポスト紙の8面に掲載され、注意しな　　　いと見落とすような小さな記事であった。そこに　　　は選挙が終了した時点で私達の記憶に刻み込まれ　　　た数値と全く異なる数値が並んでいた。最近はこ　　　の統計を共和党の有力指導者達もよく使用するの　　　で、それを一部使い．ながら我々の記憶を整理して　　　みよう。　　　　今回の大統領選は記録尽くめであった。　　　　（1）過去最大の1億2，210万人が投票所へ足を運　　　　　んだ。　　　　（2＞ブッシュ大統領は歴代大統領で初めて史上　　　　　最多得票記録保持者のレーガン大統領の5，400　　　　　万票を800万票も上回る6，203万人の支持を獲得　　　　　した。　　　　（3）同じくレーガン大統領の得票総数を500万票　　　　　も上回る5，903万票を獲得したケリー候補が落　　　　　選した。　　　　�求@均衡を破り自党が両院の双方で多数派（上　　　　　院一55名、下院一232名）を握ると同時に自党　　　　　大統領が選出されるのは民主党のフランクリ22劔せんぎょう掘鮮2005（5）1968年以降最高の投票率60．7％を記録した。　2億入の有権者の内、60．7％の有権者が投票　行動を選択したということは、独立候補とし　て2000年の大統領選では283万票を獲得しゴア　候補を落選させたとして不評を買った消費者　運動家ネーダー氏の立候補が危機感を煽り、　その影響を最小限に食い止めたいとする民主　党支持者の思惑が一部働いたと見ることがで　きる。同候補が今回、前回の16％に相当する　僅か46万票しか獲得できなかったことに「過　去の轍を踏まない」と考える有権者の固い意　志が表れていた。〔6）民主党のジョンソン大統領が61．1％の高閣　票率で再選を果たした1964年以来、何れの民　主党所属大統領よりも高い得票率50．8％を獲　得した。因みに、銃弾に倒れたケネディ大統　領が当選した1960年の得票率は49．7％であった。　クリントン大統領の初当選は43．0％、再選でも　49．2％の得票に終わっている。（7＞ブッシュ大統領は初当選時に比べ再選で歴　代大統領最大の1，160万入増の支持を獲得した。　これはクリントン大統領が再選時に実現した　200万人増の凡そ6倍の数字に相当する。（8）選挙資金としてブッシュ大統領が2億7，400　万ドル、ケリー候補が2億4，600万ドルを集金　し、両候補者の総額は5億2千万ドルに達した。　これは歴代最高額となる。選挙運動期間中、　集金の多寡が選挙戦を制するとまでいわれた。　アメリカ政治の在り方に哲学をもつジョーズ過去40年に亘るアメリカ大統領の系譜（百万人）　（％）　　（％）　　（％）就任時期氏　　名政党前　職　年齢　　出身州期間得票総数投票率得票率実質支持率選挙人獲得r差（人）1965LB，　JohnsonD大統　領57テ＿キ　サ　ス4年＼43　、．61：9r61．137．8．4341969R．M．　NixonR（副大統領）56カリフォルニア4年3260．9、43．426．41101973．（第二期）．R大統　領6G同．　上．1年4755．2・60．7、33．55031974G，R．　FordR副大統領61ミ　シ　ガ　ン3年』一一＿、一一R−11977J，CarterD州　知　事52ジョージア4年4153．550．126．857τ981R．ReaganR（州知事）69カリフォルニア4年4452．650．8．27．414401985（第二期）R大統　領73同　　上4年54153．！58．B312．5121989G．H．W．　BUshR副大統領64テ　キ　サ　ス4年4950．153．4’26．83151993．B．CllntonD州　知　事．46マーカンソー4年45552．43．Or24．0：r2021997．（第二期）、D大統　領．50同　　上4年47．49；8．49．224．1220200τ　　、G、W．．BushR州知事54テ　ギ．サ．ス4年50．51．247．924．352005、（第＝期）R大．統．領開’同．　上　　就任6260．7507830．834R−2讐鰭毒接薄霧一叢繍（出所〉［2003年丁he　New　York　T；mes　Almanac、　The　World　Almanac　and　Book　of　Facts　2002および最新情報等を基に筆　　者が作成］［註ユ　D＝民主党　R＝共和党　　　（副大統領）／（州知事）とは元の意R−1　第二期目にウオーターゲート事件で辞任したニクソン大統領の残存任期3年を勤めたR・2　2005年1月14日付「アメリカ有権者研究委員会」公表数値　　・ソロスなどの有力投資家が「ブッシュ大統　　領の落選」を目指して数千万ドル単位で民主　　党のケリー候補に強力な肩入れを行ったこと　　は有名な話である。　（9｝選挙運動に両候補者は総額で5億1，300万ド「　　ルを費やした。ブッシュ大統領が2億7，300万　　ドル、ケリー候補が2億4，000万ドルの出費を　　計上している。史上初の高額出費からどんな　　熾烈な選挙戦が展開されたか、想像に難くない。　斯かる様々な記録を見ると、ブッシュ大統領が当選を果たした選挙戦は「米国の新しい政治潮流として一時代を画した」と後世の政治学者が評価することだろう。　昨年11月2日の大統領選において当確を決めた時のブッシュ候補の得票総数は5，983万票、敗れたケリー候補が5，637万票であった。去る1月14日に公表されたレポートでは、ブッシュ候補が6，203万票、ケリー候補は5，903票を獲得した。当確時と同レポートとの比較では、ブッシュ候補が220万票増加、ケリー候補に至っては266万票増となり、両候補合わせて486万票もの差異が生じている。それが何処に起因するものかについて同レポートは触れていない。最終集計で4％もの誤差が政治問題化しないのは大勢に影響がない以上決着事項を蒸し返さないというアメリカ流儀とでも理解したらいいのだろうか。　気の早い某政治団体が最近、4年後の大統領選候補者アンケートを実施し、結果を公表した。民主党からは、ヒラリー・クリントン上院議員、共和党候補としてはジュリアー二元ニューヨーク市長とライス国務長官が肩を並べている。1789年、初代大統領に就任したワシントン大統領以来38名の大統領が選出されているが、女性大統領が過去一度も選ばれたことはない。2008年に民主党のヒラリー上院議員と共和党のライス国務長官が大統領候補に指名され女性対決が実現すれば、アメリカ政治史にまた新たな一頁を加えるのは間違いない。（北米地区事務局ワシントン事務所長　岡哲夫）菰三三灘＿諜せんぎょう銘α72005轡23＠　船舶職員及び小型船舶操縦工法施行令の一部　　を改正する政令（政令第14号、平成17年2月　　2日公布、平成17年4月1日施行）．菌　1992年の油による汚染損害の補償のための国　　際基金の設立に関する国際条約の2003年の議　　定書（条約第5号、平成17年2月18日公布、　　2003年5月16日ロンドンで作成〉��　1973年の船舶による汚染の防止のための国際　　条約に関する1978年の議定書によって修正さ　　れた同条約を改正する1997年の議定書（条約　　第6号、平成17年2月18日公布、！997年9月26　　日にロンドンで作成）�堰@船員職業安定法第92条第4項の規定等による　　未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃　　金の請求の手続等に関する省令等の規定の適　　用に関する省令（厚生労働省令第19号、平成　　17年2月21日公布、平成17年4月1日施行）�堰@船員職業安定法第92条第4項の規定による船　　員に係る未払賃金の額の確同等に関する省令　　の規定の適用についての技術的読替えに関す　　る省令（厚生労働省令一国土交通省令第1号、　　平成17年2月21日．公布、平成17年4月1日施　　行）��船員職業安定法施行規則の一部を改正する省　　令（国土交通省令第8号、平成17年2月21日　　公布、平成17年4月1日施行）�堰@船員法施行規則の一部を改正する省令（国土　　交通省令第9号、平成17年2月23日公布、平　　成17年4月1日施行）�堰@船舶油濁損害賠償保障法施行令の一部を改正　　する政令（政令第31号、平成17年2月25日公　　布、平成17年3月1日施行）�苑D舶登記規則（法務省令第27号、平成ユ7年2　　月28日公布、平成17年3月7日施行）�堰@船籍港の所在地を管轄する登記所が2以上あ　　る船舶の管轄登記所を指定する省令（法務省　　令第28号、平成17年2月28日公布、平成17年3　　月7日施行）�苑D舶油濁損害貝剖賞保障法施行規則の一部を改　　正する省令（国土交通省令第10号、平成17年　　2月28日公布、平成17年3月1日施行）陳購書i麟要具書提出日：2月24日、3月1日宛　先：通関情報処理センター　水谷理事長、財　　　　務省関税局　森川総務課長件　名lSea−NACCSに関する要望について要　旨：B／L作成のための必要な情報をEDIで入　　　　手できることを目的として、当協会、外　　　　国船舶協会、日本通関業連合会および日　　　　本海運貨物取扱業会の関係4団体で連携　　　　して実施している船積確認事項登録業務　　　　（ACL業務）の利用促進運動への協力要請　　　　とともに、わが国の国際海上交通の簡易　　　　化に関する条約（FAL条約〉批准により入　　　　港届等各種申請書類が変更されるため、　　　　これら諸手続のEPI化に向けた施策や次　　　　世代シングルウィンドウのグランドデザ　　　　インの構築等、わが国港湾諸手続きの効　　　　率化に向けた検討をお願いしたい。提出日：2月28日宛先：海上保安庁石川長官、海上保安庁　地24鯵せんぎょう物7200581　　　　引交通部長、水産庁　田原長官件　名：備讃瀬戸における船舶航行の安全確保に　　　　ついて要　旨：備讃瀬戸海域の海上交通安全法上の航路　　　　が、毎年2月〜6月の問、同海域で行な　　　　われる「こませ」網漁業によって、全面　　　　塞閉される事態が度々発生している。そ　　　　の結果、通航船舶は航路外航行を余儀な　　　　くされ、非常に危険な状況が発生してお　　　　り、座礁・衝突事故等の重大海難の発生　　　　が強く懸念されることから、航路内に少　　　　なくとも幅300メートルの安全な可航水域　　　　の確保などを要請した。提出日：3月1日宛　先：岡山県知事　石井正弘　殿、香川県知事　　　　真鍋武紀　殿件　名：備讃瀬戸における船舶航行の安全確保に　　　　ついて要　旨：同　上国際会議の講定譲響月遂会議名：ASFシッビング・エコノミックス・レビ　　　　ュー委員会第17回中間会合日　程：4月4日場所：ペナン（マレーシア）会議名：IMO第9回ばら積み液体およびガス小委　　　　員会（BLG　9）日　程：4月4日〜8日場　所：ロンドン会議名：IMO第90回法律委員会（LEG90）日　程：4月ユ8日〜29日場　所；ロンドン日本港湾協会、「日本の港湾2005」を発行　本書は、1977年（昭和52年）以来4年ごとに卿日本海事広報協会から発行されて．きましたが、今般、�兼�本港湾協会が出版権を引継ぎ第8版として刊行しました。　本書は、．国土交通省関係部署の担当官による「港湾の現状と課題」、港湾管理者による日本の主要港湾133港の港勢、施設状況およびポートサービスの詳細の他・主要港の港勢比較等が掲載された日本の港湾のデータブックです。　なお、概要および申．し込み・問合せ先は以下の通りです。好本の倦湾（概　要）・A4版／950頁・定価16，000円（本体15，238円）送料1，000円・掲載内容：国土交通省関係部署の担当官による「港湾の現状と課題」、各港湾管理者提供資料に　よる主要港湾の概況、筆勢、港湾施設の規模等現状、ポートサービスの詳細、主要港湾の港勢比較、外航定期航路就航状況、検数・鑑定・検量業一覧（申し込み・問合せ先）社団法人　日本港湾協会　　　　　〒107−0052東京都港区赤坂3丁目．3番5号　国際山主ビル8階　　　　　　　　　　　TEL　O3−5549−9575　R鰻（03−5549−9576せんぎょう梛αア2005磯25蒙鍮君道羅磁撚乾撫滋§籍葦綴鰹繍蹴箋懸妻織叢繍総！無鷺懸蕪i籏．1，わが国貿易額の推移幹＝、！　　　（単位：／0億円）田議論計一…一一一一…輸　出輸　入前年比甫年同期比（％）年　月（FOB）．（CIF）入（▲）出超輸　出輸入199D41145733，8557，6019．616．819954115303115489，9822．612．3200051β5440，93810，7158．616．1200148，97942，4156，563▲5．23．6200252，10942，2289，8816．4▲O．4200354，54844，36210，i864．75．1200461，18249，17712，00512．210．920D4年2月4，7683，3671140210．3▲0．935，4424，3191112313．212．345，1074，0301，07610．86．654，7243，7939319．85．065，2894，！461，14319．415．．575，3084，．741」34等4，38．384，7834，21057310．518．595，4634，2311，23212．412．5105，4724，3181，15511．712．7115，1564，55759813．428．1125，3954，2581，1378．811．0．2005年．1．月4412　　　　　．41．2…6：196：3．．P2．．11：，7．（注）聯鐸易統計による・3．不定期船自由市場の成約状況2．対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）年　月醐）平均最高値・最安値1990144．81124．30160．10199594．0680．30104．251999113．91m．28116．402000107．77102．50114．902001121．53113．85B1．692002125．28η5．92134．692003115．90107．03120．812004108．17102．20114．402004年3月108．62104．30112．124107．25104．03110．205112．35108．82114．406．109．471D7．35111．077109．36107．90τ12．D88110．36109．15m．709109．96109．22m．2010108．92106．13111．1011304．93102．40106．9812103．84102．20105．2820D5年1月103．21102．151D4．572．．104．，88．．103．?U3丁05，73（単位：干M／T）区分航海用船△シングル（品　目別内　訳〉定期用船年次ロ　計連続航海航　海石　炭穀　物砂　糖鉱　石スクラヅプ肥　料その他TripPeriod1999141，32111304150，48156，18430，6863，27457，309235117091，082149，73439，5812000146，64B2，182144，46146，54926，1474，57667，4311981821，551170，03245，0212001154，0053，063150，94252，32416，7897，28872，177472978914150，15438，4552002132，26997813129143，40615，i825，85365，1054421，054249184，89050，474200399，6551132098，33530，7226，0973，65757，00】24843817．Q20B，69081，721200483，3982，41480，9843118フ55，62170041β94596690108250，38659，9062004　67，g346DO7，3342，2149712823，764996o22，3074，31276，82606，8262，7601，06402，8406993025，9458，837B6，0385055，5331，4412621123，6078031019，6124，64597，9941607，8342，065373495，11B65164025，9426，411104，72104，7211，935546242，0906858022，7436，659114，80904，809τ510　1267312，99704019，3187，998逢24，83004，8302，007261452，465502017，1064，57612005　17，5103457，1653，131297773，600600022，2154，779：21．5，281．．310．4；971．197ブ．　，2730．2，7202022；．311．a594．．　　　　（注）�@マリタイム・リサーチ社資料による。�A品目別はシングルものの合計。�B年別は暦年。26醗せんぎょう砿α72005繍i鎌1譲垂難曲灘無灘鶉鷺雛繍驚隷憲鑑．．・m．購蕪簸総＝轍鍛雛蕪葺繍雛総簸難翁難難蕪1繍撫滋謙羅彗鰍疑灘薙鍵叢轍繍繋欝磁灘灘藤慈1蚕灘滋灘磁燕灘磁難繊妻漁轍灘S0σR00Q00A皿源油…（唖シ哨イ日本鯛レシや湾／酬。　．宏瓜年し．．．ao透見衰・確剥．〈1．u．　門犀／l’　．D黙．’　1．．」」n1．．Aグ．，ノ．｛．・トA・．：_「　　．了．．．．、1．m．「．，淋．．君働シ・湾／蘇：r’Da巳ca．23巳a．2go42DQ5．．．、。。．：．．D1品レレ300．200．iPDD8060嶋200．穀物（ガルフ／日本・ガルフ／西欧）　　ガルフ／』本．／＼ガルフ／西欧aQu歌年｝2QO、�o�o2QO4脳．）0ルO0602o4，原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）ペルシャ湾／日本ペルシャ湾／欧米月次2003200420G52003200420C5最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低］161，00102．50152．50　87．0085．00　59，5D12D．00　75．00127，50　82．5077．00　62．502132，50　6フ，50159，00102．50167．50．．117．50　65，00132．50　87．50140．003160．00105．0011フ，50　70．75145，00　85，00112．50　60，004137．50　52．50110，00　77，5097．00　45．0087．50　67．505、09，50　42，00125．00　712599，00　50，0D10D．00　69，50690．00　56．00135．00114．0070．00　52．50η2．50　87，50763，75　45．00148，0012Q．QO54，00　42，50123．00　95．00868．00　41，00121、00　97．5057．50　40．00102．50　87．509135，00　70，00157．50　83．50115，00　50，00145．00　75．001078，00　42．5029D．00156．0090，00　47，50225．00117．5011152．50102．50350．00265．00126．50　75．00255．0016ア．501216000133．75310．00　850013750　9500225，00　9750（注〉�@日本郵船調査グループ資料による。　　�Cグラフの値はいずれも最高値。�A単位はワールドスケールレート。　�Bいずれも20万D／W以上の船舶によるもの。5，穀物（ガルフ／日本・ガルフ／西欧）（単位：ドル／トン）ガルフ／日本ガルフ／西欧月次20042DO520D42005最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低1』60．50　59．7昌一一273．00一372．50一4一一5一一637．00一750，0D　　46，50一853．75一9一一1059．GO一1162．50一1261．00一（注）�@日本郵船調査グループ資料による。�Aいずれも5万D〆W以上8万D／W未満の　　船舶によるもの。�Bグラフの値はいずれも最高値。せんきょう〃砂2005嚢27　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぜ　　お　　　レ　議轍灘難礫窪鍮獺｝難熱F急き簿難雛籍驚讐醗撚懸雛難滋匙奮糠籔鰻灘轍欝ミ糠驚織灘郷1書驚鰹き騰鳳簸難撚ミ騰磯霧，諦き猟｝、灘繊脚獣難購1．i糠難灘1鍛灘纒難欝懸騨　　石炭〔オ「ス．トラ．り宇／西敵＞r鉄鉱石．（ブラジルイ：中之1ブラジル／西欧〉．て1言｝；．@　　　　　　　　　　　　　　　〔聡．細．5D4D302010D鉄鉱石　　　．iブラジル〆中国）1．　．9｝p．　’1巳．　’．．石炭（オーストラリ才／西欧）／1．｝〜．ピ．＼．　鉄鉱石（ブラジル／西欧〉2DOO爾．　　．2DO1．2002．　　　　20D3aゆ042DO5504D45D40D35030030　　250201D20015010D500　　　　0運賃指数ハンディーNリーンY氏Handy中　　　　　　1・、声CleanlIレ夢≧彩＝’Afra−P　、@’l　　　luez申Lr’、　　　1｢、　し　’r》・1、1　　　　」　　　1．↓、一、、　、、小型　　　　　1　’1　　　蒐　’1　　　�d’VLCC一炉ノ、つv、一ノ?^　1VLCC2001〔年｝　　　　　　　2GO2　　　　　　　　　2003　　　　　　　　　2脳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20055004附�p350300250鱒脚10050o6．石炭（オーストラリア／西欧）・鉄鉱石（ブラジル／中国・ブラジル／西欧）（単位：ドル／トン）オーストラリア／西欧（石炭）ブラジル／中国（鉄鉱石）ブラジル／西欧（鉄鉱石）月次20042005200420052DO42005最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低139．70　　35，00一46．5D　　34，0040．00　　12，5026．00　　22．0019．75　　16．00232．00一50．00　　35，003δ．0026．00　　20．7522．OD331．6540．00　　35，5019．00　　17，254　35．OO　　32，5018．DO　　15．25518．3026．50　　25．DO14、75　　11．306一28．00　　22．90］3、50　　　8．257一32．DO18．90　　］6．908一34，50　　10．2019．OO　　14．909一37．55　　30、OD18．25　　14．501027．5040．00　　33．25一1141．0045．80　　40．00一12一50．60　　41．8027，10　　22．50（注）�@日本郵船調査グループ資料による。　　�Bグラフの値はいずれも最高値。�Aいずれもケーブサイズ（］4万D／W以上）の船舶によるもの。7．タンカー運賃指数夕ン力一　　運賃指数月次200320042005VLCC中型小型H・DH・CVLCC中型小型H・D卜占CVLOCSuezAfraHandClean198．6161．9165．6266．3231．3133250289386287801702耳D3073222133．3180．9186．8267．1245．61321782153553263114．0224．9275．6290．0273．41321531822383234128．6240．2294．0290．0328．2961411402D4210579．8150．4217フ200．0294．395137164201235685．4156．2200．9235．0231．1119149193233256750．6110．5132．9250．0221．D127156187243240852．B103．2167．7197．5221．1107155169219217958．492．113B2208．9233．11031541632292261D57．9120．4153．3202．0180．01952853553202631170．4158．4164．0258321a327634237443339012125．5278．9332．5290．0288．6216240268378367平均87．9164．8202．4246．3246．8144．3195．0224．9286．6278．3（注）�@2003年までは「Uoyd’s　Ship　Manager」、2004年からは「LIoyd’s　Shipping　Economist」による。�Aタンカー運賃はワー　　ルドスケールレート。�Bタンカー運賃指数の5区分については、以下のとおり（〜2003）�FVLCO：15万トン以上◎中型17万〜　　15万トン�S小型：3万〜7万トン��H・D＝ハンディ・ダーティ：3万5000トン未満��H・G＝ハンディ・クリーン：全船型。（2004　　〜）�FVLCC：20万トン以上◎Suez：12〜20万トン�JAfra：7〜12万トン◎Handy：2．5〜7万トン��Clean：全船型28鰯せんぎょう漁ア2005蹴徽麟離繍懸三雛融羅灘螺総・麟撒羅撫撫・灘・撫瀧灘。灘灘、醸、。継用船料指数嫌則ロ船腹12ασ奄P00P000XG31290　　iD00@　　　万ロ卿@　　　日oo10�o怫pr6GO，　　　　　　　　轟k　　lI1・h　　p，　　　　111oo撃盾O0X00�ｏｏ　　　　400�p7DO6005σθ’「，　1　　　　、伽　1　　　「v　7@　　印「’i　　　’85万以上r、　　　rf　　　「f　　　、貨物船@峯姻細姻珈卍σG1008r恥aF備r　　　　　　　　　　　　　　　−n層」5万以上T万稲　ノ監ノ物@1600T00ｨ300　　　　　200　　　　　0、　’、秩@l「17　　、　　　　　　圧X｝　　馳@2万以上　　　　　　一@35禾満　　　　”　　　’j’@　‘、総含指数1臥タンカーへ．！　　’レ、　　〆、1／　L、！200P00Oノ、　、02〔幻。〔年　　　　　2001　　　　　aoo2　　　　　2003　　　　　2叩4脚5　　　　　　199�梶@　麗ロ。　　200エ29α2　　　　2003　　　　2�p4o係船船腹8．貨物船定期用船料指数2002200320042005月次総合指数BDl総合指数BDl総合指数BDI1．2万〜Q万2万〜R，5万@6563．5万〜T万5万〜W，5万8，5万〜総合指数BDI123456　789012　　　　　　　　　11189V3P02P04X3X5X9P13P25P14P40P54　889@915P，073P，085P1034P1035P，005@992P1063P，063P，163P，163185P56P51Q03Q90R04Q73Q76Q94R37R09R6011733V，669P，802Q，081Q，317Q，135Q，238Q，322Q，467S，47フS，046S，539553U13S51T58T33S01S78T62T14T03T44V014，539T，290T，122S，635R，452Q，762R，971S，180S，214S，δ02S，264T，1766865778466806774，471S，511出所’「Lloyd「s　Shippi@（注）　　　　　　ng　Econom［st」�@船型区分は重量トンによる。�A用船料指数は1985年＝100。　　　�BBDI（Baltic　Dry　Index）は中央値。9、係船船腹量の推移200320042005月次貨物船タンカー貨物船タンカー貨物船タンカー隻数千G／T千D／W隻数千G／T千D／W隻数干G／T千D／W隻数干G／T干D／W隻数干G／T千D／W隻数干Gノ丁千D／W軍23456　789012　　　　　　　　　1ーマ241L8591，958236118651，9可123ア1，ア701，ア9マ2321，6871，7202241，5251，5552151，4411，513Q26L556117192151、4771，6332〒3L407　L53420312731，383209113201，4062071，3081，38643　9051183844　741L48845　485　94044　361　70646　525LG1648　52ア1．019S8　5241、01450　7861、56950　784τ156753　7091141452　706114Gア51　7051，4072051、3171，350206L2361，279τ88　　1，1561，2341811．101112321ア5　　1、0411，1ア8168　9351，057}66　902LOO6159　9001，008146　802　88マ155　882　934138　813　877｝38　811　87753　287　48951　286　49056　300　50955　163　25654　i45　22455　142　218T2　131　2D450　マ30　19947　　90　14643　103　14838　τ13　τ6239　143　218138　779　83035　恰5　209（注）インフォーマ発行のロイズ・インアクディブベッセルズによる。’．粒鷺戴〆；§締黙：編・論1鶴認：1三四ま磯回歌1撫・・捜・τ・罵1撫、懲臣下搬1響町羅響鞭　｝撚淑…畿凶せんきょうMb／2005麟29……一一一一一一灘一…一一撒ﾒ集雑感一一…一一一一一一…一一一　毎年1月になると、備讃瀬戸海域ではこの地方独特の漁法である「こませ網」漁がはじまる。この漁の対象魚はイカナゴ、イカ、マナガツオ、フグなどで、その捕獲法は、錨で固定した網を船で潮流に沿って展張し、潮流にのって回遊してくるこれらの魚が袋網の中に入ってくるのを待つ、というものである。網を引上げるのは流速が落ちる潮の変わり目で、魚がたくさん入ったから途中で引上げよう、ということはないらしい。このため投網から揚網まで約6時間と長い。　瀬戸内の美味しい海の幸を我々に提供してくれる漁法ではあるのだが、この漁の盛漁期にあたる2月から6月に備讃瀬戸航路を通航する船舶にとっては、なかなか歓迎してばかりいられる状況にはない。というのは、海上交通安全法で船舶の通航路として定められている航路が、「こませ網」漁によって大幅に狭められ、時には全面閉塞される事態が度々発生しているからだ。この結果、通航船舶はやむなく．航路外にはみ出て通航したり、反対航路を通航したりせざるをえない状況となっている。　当協会としても関係団体と連携して、巨大船に自主的に進路警戒船を追加配備したり、航路入航調整をしたりと自助努力を行ってはいるが、こうした対症療法にも限界がある。また、状況改善のために毎年海上保安庁、水産庁、関係自治体、漁業関係者等に対して、安全な可航幅が確保できるよう対応をお願いしているが、根本的な解決策を見出せないでいる。幸いにして、これまで重大な海難事故は発生していないが、ひとたび大型船の座礁・衝突などによる油濁事故が発生した場合には、周辺の地域経済・海洋環境に与える影響は計り知れないものがある。　今後も、船舶の大型化に伴う操船の困難度の増大など航行環境は厳しさを増すであろうことを考えると、たまにお呼ばれでフグをご馳走になることがあっても、なかなか気分も盛り上がってこない。いっか、このような心配をせずに・フグやイカナゴを晴れ晴れとした気分でたらふく食べられる日が来るよう期待したいものである。日本船主協会　海務部長　半田　牧　一一…一駕……ﾒ集委員名簿一・一一一一一　一　・………一編集後記脇一…一…第一中央汽胎飯野海運川崎近海汽船川崎汽船日本郵船商船三井三光汽船三洋海運新和海運日本船主協会総務グループ次長ステークホルダーリレーションズマネジメントグループ法務保険チームリーダー総務部副部長IR・広報グループ情報広報チーム長調査グループ調整チーム長広報室室長代理社長室経営企画課長総務部総務課長総務グループ次長総務・法規保険チームリーダー常務理事常務理事海務部長企画部長総務部内海務部・労政担当部長加藤和男鈴木康昭廣岡　　啓高山　　敦山田　喜之大貫英則遠藤秀己荒井正樹森　　均梅本哲朗植村保雄半田　牧園田裕一井上　　晃高橋幸一郎　例年、当協会ではこの時期に4月からの新入社員向け導入研修「海運講習会」を開催しています（詳細は来月号掲載予定）。私も昨年スタッフ兼受講生として参加していました。ふと気付けばそれも遠い？日のこと、日々の業務の中で受講生との距離も開きつつある？この頃、社会・企業・海運業界という新たな大海原へ出航前夜の受講生のPowerに満ちた姿を見ると、新人の頃の謙虚さや積極性を忘れてはいけないと改めて感じさせられます。この季節、異動なさる方も多いと思いますが、それぞれの場所で常にchallengeの姿勢を忘れずにいたいものですね。　　　　　　　　　　（MN）　　　　　　　せんきょう3月号発　行働平成16年3月20日創　刊鯵昭和35年8月10日発行所醗社団法人　日本船主協会〒102−8603東京都千代田区平河町2−6−4（海運ビル）τEL．（03）3264−7181〔総務部（広報）〕No．536（Vol．45　No，12）　　　編集・発行人馴梅本哲朗　　　製　作麟株式会社タイヨーグラフィック　　　定　価鯵407円（消費税を含む。会員については会費に含めて　　　　　　　購読料を徴収している）30態せんきょう跡σ72005・　　羅羅難懸肝．，蔵選　．鰹L鰻　　　　　　　　　　　　　　　　麟．　　　　　　　　　　　　　　『−幽幽叫脇職・�_1べ冤縞．，　　　　　　　　　　　，醤，勲　　月■　四方を海に囲まれ、資源小国・貿易立国であるわが国にとって海運は国の存立にかかわる重要産業ですが、わが国海運業は、諸外国との競争において税制の上で大きなハンディキャップを負っています。　欧州先進海運国は、船舶のトン数を基準に法人税額を算出するトン数標準税制を相次いで導入し、企業がこれを選択的に採用できるようにすることにより、海運業所得に対し大幅な減税を行い、自国海運の維持・発展を図っています。例えば、イギリスでは、海運の果たす役割の重要性から、海運業への実効税率は他産業の1／10程度ときわめて低くなっていましたが、さらにトン数標準税制の導入によって、その半分程度に軽減し、自国海運を強化しています。　産業と国民生活の基礎を支えるわが国海運を維持していくため、税制上の競争条件を諸外国と同一にしていただきたい、というのが私たちの切なる願いです。　海運税制の充実・改善は、小泉内閣の構造改革が目指すわが国産業・経済の競争力の強化に資するものと、私たちは考えます。トン数標準税制の導入国導入済みオランダ、ノルウェー、ドイツ、イギリス、スペイン、ギリシャ、デンマ「久フランス、Aイルランド、ベルギー、インド導入決定済米国、韓国税。っ　諸タト国碩　　　　親日i�d食、〃曝　　・　　　」腐　ノノ・　　船が支える日本の暮らし社団法人日本船主協会http＝〃www．lsanet．or．lpノ

